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訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱 

 

平成３０年 ６月２５日 観観振第 ２６号 

一部改正 令和 ２年 ６月２２日 観観振第 ５８号 

一部改正 令和 ２年１０月３０日 観観振第１５７号 

一部改正 令和 ３年 ３月３１日 観観振第２８４号 

一部改正 令和 ３年 ４月２０日 観観振第 ４０号 

一部改正 令和 ３年 ４月３０日 観観振第 ４９号 

一部改正 令和 ３年 ５月１４日 観観産第 １４号 

一部改正 令和 ３年 ７月 ９日 観観振第１１９号 

観観産第 ７９号 

一部改正 令和 ３年 ９月３０日 観観振第１６４号 

観観産第１８８号 

一部改正 令和 ３年１１月２５日 観観振第２０２号 

観観産第２２２号 

一部改正 令和 ４年 １月１８日 観観振第２２０号 

観観産第２５１号 

観 参第５７６号 

一部改正 令和 ４年 １月１９日 観観振第２３１号 

一部改正 令和 ４年 １月２５日 観観振第２３３号 

一部改正 令和 ４年 １月３１日 国海内第２４９号 

国海外第３６２号 

国港総第５８６号 

観観振第２３６号 

観観資第１７３号 

一部改正 令和 ４年 ２月１８日 観観産第３９５号 

一部改正 令和 ４年 ３月 ２日 観観振第２５９号 

一部改正 令和 ４年 ３月２２日 観観振第２６５号 

一部改正 令和 ４年 ３月２５日 観観振第２９４号 

一部改正 令和 ４年 ４月２０日 観観振第 ３０号 

一部改正 令和 ４年 ５月１１日 観観振第 ３８号 

観観産第１１３号 

観 参第 ９４号 

一部改正 令和 ４年 ５月２０日 観観振第 ４１号 

一部改正 令和 ４年 ６月２１日 観観振第 ６８号 

一部改正 令和 ４年 ７月１４日 観観振第 ７３号 

一部改正 令和 ４年 ８月２５日 観観振第 ８７号 

一部改正 令和 ４年 ９月２８日 観観振第 ９６号 

一部改正 令和 ４年１２月１２日 国海外第２８０号 

国海内第１９５号 

国港総第５００号 

観観振第１４０号 

観国観第 ９９号 

観観資第１７８号 

観観産第３５７号 
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観 参第 ５４５号 

一部改正 令和 ４年１２月１３日 観観振第 １４４号 

一部改正 令和 ５年 ２月１７日 観観振第 ２０５号 

一部改正 令和 ５年 ３月 ８日 観観振第 ２２２号 

一部改正 令和 ５年 ３月２４日 観観振第 ２４２号 

一部改正 令和 ５年 ４月２７日 観観振第  ３６号 

一部改正 令和 ５年１２月２７日 観観振第 １３２号 

観国観第 １４１号 

観観資第 １９４号 

一部改正 令和 ６年 １月３０日 観観振第 １４７号 

観観産第２５２４号 

一部改正 令和 ６年 ３月２９日 観観振第 １７９号 

観 参第１７３０号 

観観資第 ２５４号 

国港総第 ７６７号 

国海外第 ７１３号 

国海内第 ２２６号 

一部改正 令和 ６年１２月１７日 観観振第 １２９号 

観国観第 １６０号 

観観資第 ２２６号 

一部改正 令和 ７年 ３月３１日 観観振第 １５７号 

観国観第 ２１３号 

観観資第 ２８１号 

国港総第 ６５８号 

国海外第 ６５０号 

一部改正 令和 ７年１２月１７日 観観振第 １１２号 

観観資第 ２０８号 

観観産第 ２９２号 
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第６編 地方創生プレミアムインバウンドツアー集中展開事業（第９４条－第１１７条） 

 

第７編 観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業（第１１８条－第１４

１条） 

 

第８編 能登半島地震観光支援事業（第１４２条） 

 

第９編 全国の観光地・観光産業における観光 DX 推進事業（第１４３条－第１６８条） 

 

第１編 共通事項 

 

（通則） 

第１条 訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付について

は、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

る法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」という。）及び補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「適正化法施行令」

という。）の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、地域周遊観光促進に取り組む観光地域について、当該地域で設置し

た地域周遊観光促進連絡調整会議（以下「連絡調整会議」という。）において決定された事

業計画に基づく、地方部への誘客を図りつつ訪日外国人旅行者等の地域周遊観光を促進す

るための戦略的な取組や、新型コロナウイルス感染症(ＣＯＶＩＤ－１９)（以下「感染症」

という。）拡大の影響により旅行需要が落ち込んでいる中、地域的な感染の拡がりを抑制し

つつ、新たな観光需要の創出を図るため、都道府県による地域の観光を支援する取組、地域

が一体となって取り組む観光地・観光産業の再生・高付加価値化を支援する取組、観光需要

の分散を図るため、地域観光資源のコンテンツ化を支援する取組、令和６年能登半島地震

による風評被害を払拭し、深刻な影響を受けた旅行需要を早期に回復及び喚起する取組、

DX を通じた観光地の多様なコンテンツの販路拡大を通じた地域一体での消費拡大や観光産

業の収益・生産性向上等を支援する取組等に要する経費の一部を国が補助することにより、

国外等から選好される魅力ある観光地域づくりを促進し、もって訪日外国人旅行者等の来

訪及び滞在の促進による地域の活性化を図ることを目的とする。 

 

（定義）  

第３条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

一 「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金」とは、前条の目的を達成するため、次号に

掲げる事業又は事務（以下「事業等」という。）の実施に要する経費に充てるため、この

要綱に定めるところに従い国が補助する補助金をいう。 

二 「補助対象事業」とは、次のイからチまでに掲げる事業等に応じ、当該イからチまでに

定める事業をいう。 

 イ 地域周遊観光促進事業（連絡調整会議において決定された事業計画に記載された取

組に関する事業） 

ロ 地域観光事業支援（都道府県による地域の観光を支援する別紙１に定める事業（以下

「需要創出支援」という。）及び感染症拡大の影響により旅行需要が落ち込んでいる中、

宿泊事業者（旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第 1 項に規定する許可を受

けた者をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３
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年法律第１２２号）第２条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除く。以

下同じ。）が実施する感染拡大防止策及び新たな需要に対応するための取組を都道府県

が支援する事業（以下「感染防止対策等への支援」という。） 

ハ 地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化（観光地・観光産業の再生・

高付加価値化に向けて、地方公共団体や観光庁の観光地域づくり法人登録制度において

登録された観光地域づくり法人（以下「登録 DMO」という。）及び観光地域づくり候補

法人（以下「候補 DMO」という。）等が作成する観光拠点再生計画の策定を支援する事

業及び観光拠点再生計画又は自然公園法上の利用拠点整備改善計画（以下「観光拠点再

生計画等」という。）に基づき宿泊事業者等が実施する宿泊施設改修事業等に関する事

業等） 

ニ 地域観光魅力向上事業（地域資源を活用した収益性が高く独自性・新規性のある観光

コンテンツを磨き上げる取組に関する事業等） 

ホ 地方創生プレミアムインバウンドツアー集中展開事業（自然、文化、食、スポーツ等

の分野でより高単価な特別な体験コンテンツ等の創出を図る取組に関する事業等） 

ヘ 観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業（多様な地域資源を活用

した観光コンテンツの供給に資する事業等） 

ト 能登半島地震観光支援事業（令和６年能登半島地震による風評被害を払拭し、深刻な

影響を受けた旅行需要を早期に回復及び喚起する別紙６に定める事業） 

チ 全国の観光地・観光産業における観光 DX 推進事業（全国の観光地・観光産業におけ

る観光 DX の推進に資する取組に関する事業等） 

三 「補助対象事業者」とは、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金の交付を受けて補助

対象事業を実施する者をいう。 

四 「事業計画策定者」とは、連絡調整会議に諮られる事業計画を策定する者をいう。 

 

（交付の対象等） 

第４条 大臣は、補助対象事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象として大臣が認める

経費（以下「補助対象経費」という。）について、予算の範囲内において補助対象事業者に

対し補助金を交付する。ただし、別紙１の２「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されて

いる事項に該当する者については、本補助金の交付対象としない。 

２ この補助金の補助対象事業の区分、補助対象事業者、補助対象経費、補助率等及び金額の

額の確定方法は、地域周遊観光促進事業においては別紙２、需要創出支援においては別紙

３、感染防止対策等への支援においては別紙４、地域一体となった観光地・観光産業の再

生・高付加価値化においては別紙４の２、地域観光魅力向上事業においては別紙４の３、地

方創生プレミアムインバウンドツアー集中展開事業においては別紙４の４、観光需要分散

のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業においては別紙４の５に定めるものとする。

能登半島地震観光支援事業においては、別紙６の２に定めるものとする。全国の観光地・観

光産業における観光 DX 推進事業においては別紙７に定めるものとする。 

 

第２編 地域周遊観光促進事業 

 

（補助金交付申請） 

第５条 連絡調整会議において決定された事業計画に記載された事業について、補助金の交

付を受けようとする者（以下本編において「交付申請者」という。）は、速やかに様式第１

－１又は様式第１－２による「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付申請書」（以下

本編において「交付申請書」という。）及び関係書類を大臣に提出しなければならない｡ 

２ 交付申請者は、前項の交付申請書を提出するに当たって、様式第２による「訪日外国人旅

行者周遊促進事業費補助金の消費税等の額の取扱いについて」により、課税事業者、簡易課
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税事業者、免税事業者の事業者種別等を明らかにするとともに、当該補助金に係る消費税

等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費

税法(昭和６３年法律第１０８号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分

の金額と当該金額に地方税法(昭和２５年法律第２２６号)に規定する地方消費税率を乗じ

て得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下本編において同じ。）があ

り、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して様式第１－１又は様式第１－２に

よる申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入

控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。 

 

（交付の決定及び通知） 

第６条 大臣は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、審査のうえ、交付決定

を行い、様式第３による「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付決定通知書」により

補助対象事業者に通知するものとする。 

２ 大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる｡ 

 

（交付決定の変更等の申請） 

第７条 補助対象事業者は、次の各号に該当するときは、次項に規定する軽微な変更を除き、

様式第４による「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付決定変更申請書」（以下本編

において「交付決定変更申請書」という。）を大臣に提出し、その承認を受けなければなら

ない。 

一  個別事業間の補助対象経費の配分について変更する場合 

二 補助対象事業の内容を変更する場合 

２ 前項の軽微な変更とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

一 補助対象事業の目的達成のために、別紙２に掲げる事業について、相互間の弾力的な遂

行のために必要と考えられる場合 

二 補助対象事業の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助対象事業者の創意工夫

により事業計画の変更を認めることが、より効果的に補助対象事業の目的達成に資する

ものと考えられる場合 

三 補助目的及び事業の遂行に関係ない事業計画の細部変更である場合 

四 個別事業間の補助対象経費の配分について、それぞれの配分額の３０％以内の変更で

ある場合 

３ 前項の軽微な変更をしたときは、様式第５による「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補

助金交付決定軽微変更届出書」を速やかに大臣に届け出なければならない。 

 

（交付決定の変更及び通知） 

第８条 大臣は、前条の規定による交付決定変更申請書の提出があったときは、審査のうえ、

交付決定の変更を行い、様式第６による「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付決

定変更通知書」により補助対象事業者に通知するものとする。 

２ 大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる｡ 

 

（申請の取下げ） 

第９条 補助対象事業者は、補助金の交付の決定後、その交付の決定に係る申請の取下げを

するときは、交付決定の通知を受けた日から起算して３０日以内に、様式第７による「訪日

外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付申請取下届出書」を大臣に提出しなければならな

い。 

 

（事業計画策定者・補助対象事業者等の変更届出） 
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第１０条 事業計画策定者及び補助対象事業者は、次の各号に該当するときは、様式第８－

１による「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金事業計画策定者の変更届出書」、又は様

式第８－２による「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業者等の変更届出

書」を速やかに大臣に提出しなければならない。 

一 事業計画策定者、事業計画策定者の住所若しくは名称又は代表者の氏名に変更があっ

た場合 

二  補助対象事業者の住所若しくは名称又は代表者の氏名に変更があった場合 

 

（補助対象事業の中止又は廃止） 

第１１条 補助対象事業者は、補助対象事業を中止又は廃止しようとするときは、様式第９

による「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業中止（廃止）承認申請書」を

大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（遂行状況報告） 

第１２条 補助対象事業者は、補助対象事業の遂行状況について、各四半期（第４四半期は除

く。）が終了する月の翌月末日までに様式第１０による「訪日外国人旅行者周遊促進事業費

補助金補助対象事業遂行状況報告書」（以下本編において「遂行状況報告書」という。）を

大臣に提出しなければならない。そのうち第２四半期の遂行状況報告書にあっては、補助

対象事業の遂行状況の中間評価を行った結果を踏まえた内容とし、当該年度の１０月末日

までに遂行状況報告書を大臣に提出しなければならない｡ 

２ 補助対象事業者は、補助対象事業が補助対象事業年度内に完了しない見込みであるとき

は、遂行状況報告書にその理由を付して事業年度の３月１０日までに大臣に提出しなけれ

ばならない。 

３ 補助対象事業者は、前２項の規定にかかわらず、大臣の要求があったときは、速やかに補

助対象事業の遂行状況について報告しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１３条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から起算して一月を

経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに様式第１１－１による「訪日

外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業完了実績報告書」（以下本編において「完

了実績報告書」という。）に必要に応じて参考となる資料を添えて大臣に提出しなければな

らない。ただし、補助対象事業の全部が交付決定年度内に完了しないときには、翌年度４月

３０日までに様式第１１－２による「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事

業年度終了実績報告書」に必要に応じて参考となる資料を添えて大臣に提出しなければな

らない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１４条 大臣は、前条の規定による完了実績報告書の提出があったときは、これを審査し、

その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条

件に適合すると認めたときは、別紙２に定めるところにより、交付すべき補助金の額を確

定し、様式第１２による「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金の額の確定通知書」によ

り補助対象事業者に通知するものとする。なお、第１６条第１項ただし書による概算払の

支払額が本条による交付すべき補助金の額を上回る場合は、次条第２項から第４項までの

規定を準用する。 

 

（交付決定の取消及び補助金の返還命令） 

第１５条 大臣は、第１１条に定める補助対象事業の中止又は廃止の他、次の各号に掲げる
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場合には、第６条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

一 補助対象事業者が、法令、本要綱又は本要綱に基づく大臣の処分若しくは指示に違反し

た場合 

二 補助対象事業者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合 

三 補助対象事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為を行った場

合 

四 前各号に掲げる場合のほか、交付決定後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の

全部又は一部を継続する必要がなくなった場合 

２ 大臣は、前項の規定による交付決定の取消しを行った場合において、既に当該取消しに

係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一

部の返還を命ずるものとする。 

３ 大臣は、第１項第１号から第３号までのいずれかに該当することにより、前項の返還を

命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年利

１０．９５％の割合で計算した加算金の納付を併せ命ずるものとする。 

４ 第２項の補助金の返還期限は、補助金の交付決定の取消の通知の日から２０日以内とし、

期限内に納付がない場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額

につき、年利１０．９５％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第１６条 大臣は、第１４条の規定により補助すべき補助金の額を確定した後に、補助対象

事業者に対して補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合は、概算

払をすることができる。 

２ 補助対象事業者は、国から補助金の支払いを受けようとするときは、様式第１３－１に

よる「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金支払請求書」又は様式第１３－２による「訪

日外国人旅行者周遊促進事業費補助金概算払請求書」を国土交通省大臣官房会計課長に提

出しなければならない。なお、概算払の請求は、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１

６５号）第５８条ただし書に基づく、財務大臣との協議が調った日以降とする。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１７条 補助対象事業者は、補助事業の完了（大臣の承認を受けた中止及び廃止を含む。）

後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した

ときは、様式第１４による「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金の消費税等の額の確

定に伴う報告書」を速やかに大臣に提出しなければならない。 

２ 大臣は、前項の報告があったときは、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還

を命ずるものとする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、納期日までに

納付がない場合は、未納金の額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．９５％の

割合で計算した延滞金を徴収するものとする。 

 

（取得財産等の管理等） 

第１８条 補助対象事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産（以下本

編において「取得財産等」という。）については、補助対象事業の完了後においても、善良

な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、効率的に運用しなければな

らない。 

２  補助対象事業者は、取得財産等のうち、第２０条第３項に規定するものについて、様式

第１５による「取得財産管理台帳」を備え、管理しなければならない。 
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（財産の帰属等） 

第１９条 補助対象事業を実施することにより財産権が発生した場合は、その権利は補助対

象事業者に帰属する。 

 

（財産の処分の制限） 

第２０条 補助対象事業者は、取得財産等について、補助対象事業者等が補助事業等により

取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、

又は効用の増加した財産の処分制限期間を定めた件（平成２２年国土交通省告示第５０５

号。以下「財産処分告示」という。）に定めた期間内において、補助金の交付の目的に反し

て使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供しようとするときは、あらかじめ大臣の承認

を受けなければならない。 

２ 補助対象事業者は、前項の承認を受けようとするときは、様式第１６による「訪日外国人

旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業財産処分等承認申請書」を大臣に提出しなけれ

ばならない。この場合において、当該取得財産等を処分することにより収入がある場合に

は、様式第１７による「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業財産処分等

収入金報告書」を大臣に提出し、大臣の請求に応じてその収入の全部又は一部を国に納付

しなければならない。 

３ 取得財産等のうち処分を制限する財産は、財産処分告示に定めた財産とする。 

 

（補助対象事業に関する書類の保存） 

第２１条 補助対象事業者は、補助対象事業に関する書類を事業完了の属する年度の翌年度

から５年間保存しなければならない。 

 

第３編 地域観光事業支援 

 

第１節 共通事項 

 

（交付限度額の決定及び変更決定通知） 

第２２条 国土交通大臣は、予算の範囲内において、次条第１項の需要創出支援実施計画及

び第４６条第１項の感染防止対策等への支援実施計画に掲げる補助対象事業に要する経費

に対し、別に定める都道府県ごとの交付限度額を様式第１８による交付限度額通知書によ

り補助対象事業者に通知する。なお、旅行需要の回復状況、事業の実施状況等の地域ごとの

実情を踏まえ、国土交通大臣は、必要に応じて、当該交付限度額を変更することができるも

のとし、変更後の交付限度額を様式第１９による交付限度額変更通知書により補助対象事

業者に通知する。 

 

第２節 需要創出支援 

 

（需要創出支援実施計画の作成及び提出等） 

第２３条 需要創出支援に係る補助金の交付を受けようとする都道府県（以下「対象都道府

県」という。）は、次に掲げる事項を記載した計画（以下この節において「需要創出支援実

施計画」という。）を作成し、国土交通大臣に提出するものとする。 

一 需要創出支援実施計画を作成する対象都道府県の名称 

二 補助対象事業の名称 

三 補助対象事業の実施期間 

四 補助対象事業の概要 

五 不正を防止するための措置 
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六 事業効果 

七 補助対象経費 

八 その他必要な事項 

２ 対象都道府県は、需要創出支援実施計画に変更が生じた場合には、国土交通大臣に報告

するものとする。 

３ 対象都道府県は、事業実施に伴う効果を検証し、その内容を公表するとともに、国土交通

大臣に報告するものとする。 

 

（補助金交付申請） 

第２４条 適正化法第５条及び適正化法施行令第３条の規定による補助金の交付申請につい

ては、補助金の交付を受ける対象都道府県（以下本編において「交付申請者」という。）は、

国土交通大臣に対し、様式第２０による交付申請書に必要な書類を添付して提出するもの

とする。 

２ 前項の補助金交付申請をするに当たっては、当該補助金における消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、

消費税法の規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地

方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額の金額をいう（以下「消費税

等仕入控除税額」という。）。）を減額しなければならない。ただし、補助金交付申請時に

おいて消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

 

（交付決定） 

第２５条 国土交通大臣は、前条第１項の規定により補助金交付申請があった場合において、

その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、適正化法第６条の規定に基

づき交付申請者に補助金の交付決定を行うものとする。 

 

（交付決定の通知） 

第２６条 国土交通大臣は、前条の規定による補助金の交付決定を行ったときは、適正化法

第８条の規定に基づき、速やかにその交付決定の内容及びこれに条件を付した場合にはそ

の条件を、様式第２１による交付決定通知書により交付申請者に通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第２７条 適正化法第９条第１項に規定する補助金交付申請の取下げについて、補助対象事

業者である交付決定を受けた対象都道府県は、補助金の交付決定通知を受けた日から起算

して１５日を経過する日までに、国土交通大臣に様式第２２による申請取下書を提出する

ものとする。 

 

（申請の変更） 

第２８条 補助対象事業者は、補助金交付の決定の通知を受けた後において、次に掲げる事

由により、補助金申請書の交付申請金額を変更しようとするときは、あらかじめ様式第２

３により変更交付申請書を提出するものとする。 

一 補助対象経費総額の増減 

二 補助対象事業の内容の変更（ただし、補助対象事業の目的等に関係がない需要創出支援

実施計画の細部の変更であると認める場合を除く。） 

２ 補助対象事業者は、補助対象事業が完了せずに国の会計年度が終了する場合には、あら

かじめ様式第２３により変更交付申請書を提出するものとする。 

 

（交付の変更決定） 
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第２９条 国土交通大臣は、前条の規定により申請の変更があった場合において、その内容

を審査し、補助金を変更交付すべきものと認めたときは、補助対象事業者に補助金の変更

交付決定を行うものとする。 

 

（交付の変更決定の通知） 

第３０条 国土交通大臣は、前条の規定による補助金の変更交付決定を行ったときは、速や

かにその変更交付決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、様式第２４に

よる変更交付決定通知書により補助対象事業者に通知するものとする。 

 

（変更申請の取下げ） 

第３１条 適正化法第９条第１項に規定する交付申請の取下げについて、変更交付決定を受

けた補助対象事業者は、補助金の変更交付決定通知を受けた日から起算して１５日を経過

する日までに、国土交通大臣に様式第２５による変更申請取下書を提出するものとする。 

 

（遂行状況報告） 

第３２条 補助対象事業者は、適正化法第１２条の規定による遂行状況の報告について、国

土交通大臣から要求があった場合は、速やかに様式第２６による遂行状況報告書を提出す

るものとする。 

 

（補助事業の遂行等の命令） 

第３３条 国土交通大臣は、補助対象事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って

遂行されていないと認めるときは、適正化法第１３条第１項の規定に基づき、補助対象事

業者にその遂行等を命ずることができる。 

２ 国土交通大臣は、補助対象事業者が前項の命令に違反したときは、適正化法第１３条第

２項の規定に基づき、補助対象事業の遂行の一時停止を命ずることができる。 

 

（実績報告） 

第３４条 補助対象事業者は、適正化法第１４条の規定による実績報告については、事業の

完了の日から起算して１ヶ月を経過した日又は事業の完了の日が属する年度の翌年度の４

月１０日のいずれか早い期日までに、国土交通大臣に様式第２７による実績報告書を提出

して行うものとする。 

２ 補助対象事業者は、補助対象事業が完了せずに国の会計年度が終了した場合は、補助金

の交付決定をした日の属する会計年度の翌年度の４月３０日までに年度終了の実績報告と

して様式第２７による実績報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 

３ 第２４条第２項ただし書に該当する補助対象事業者は、第１項の実績報告書を提出する

に当たって、当該補助金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該

補助対象事業の補助対象経費から減額して提出しなければならない。 

４ 第２４条第２項ただし書に該当する補助対象事業者は、第１項の実績報告書を提出した

後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の消費税等仕入控除税額が確

定した場合には、その金額（前項の規定により減額した補助対象事業者については、その金

額が減じた額を上回る部分の金額）を様式第２８の消費税等仕入控除税額報告書により速

やかに国土交通大臣に提出するとともに、これを返還しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第３５条 国土交通大臣は、適正化法第１５条の規定に基づき、補助対象事業に係る報告書

等の審査を行うとともに、必要に応じて現地調査等を行うものとし、当該報告に係る補助

対象事業の成果が補助金の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交
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付すべき補助金の額を確定し、補助対象事業者に様式第２９による交付額確定通知書を通

知するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第３６条 大臣は、前条の規定により補助すべき補助金の額を確定した後に、補助対象事業

者に対して補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合は、概算払を

することができる。 

２ 補助対象事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、様式第３０による補助金

支払請求書又は様式第３１による補助金概算払請求書を国土交通省大臣官房会計課長に提

出しなければならない。なお、概算払は、予算決算及び会計令第５８条ただし書に基づく、

財務大臣との協議が調った日以降とする。 

 

（是正のための措置） 

第３７条 国土交通大臣は、報告を受けた補助対象事業の成果が補助金の決定内容及びこれ

に付した条件に適合しないと認めるときは、適正化法第１６条第１項の規定に基づき、当

該補助対象事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助対象事業

者に対して命ずることができる。 

 

（交付決定の取消し等） 

第３８条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、適正化法第１７条第１項及び第２項の規

定に基づき、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

一 補助対象事業者が、適正化法、適正化法施行令又は本要綱に基づく国土交通大臣の処分

若しくは指示に違反した場合 

二 補助対象事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢又はその他不適当な行為をした場

合 

三 補助対象事業者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合 

四 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必

要がなくなった場合 

２ 国土交通大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対す

る補助金が交付されているときは、適正化法第１８条第１項の規定に基づき、期限を付し

て当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 国土交通大臣は、前項の返還を命ずる場合（第１項第４号の場合を除く。）には、適正化

法第１９条第１項の規定に基づき、その命令に係る補助金を補助対象事業者が受領した日

から納付の日までの期間に応じて年１０.９５％の割合で計算した加算金の納付を併せて

命ずるものとする。 

４ 国土交通大臣は、補助金等の返還を命じ、これを補助対象事業者が納期日までに納付し

なかったときは、適正化法第１９条第２項の規定に基づき、納期日の翌日から納付の日ま

での日数に応じて、その未納付額につき年１０.９５％の割合で計算した延滞金の納付を命

ずるものとする。 

５ 国土交通大臣は、前２項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、適正

化法第１９条第３項の規定に基づき、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除するこ

とができるものとする。 

６ 本条の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後において

も適用があるものとする。 

 

（補助金の返還命令） 

第３９条 国土交通大臣は、補助対象事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合におい
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て、既にその額を超える補助金が交付されているときは、適正化法第１８条第２項の規定

に基づき、当該補助対象事業者にその額の返還を命じなければならない。 

 

（補助金の返還の期限） 

第４０条 適正化法第１８条第１項及び第２項の規定による補助金の返還の期限については、

同条第１項の場合にあっては、返還の命令がなされた日から２０日以内とし、同条第２項

の場合にあっては、返還の命令に付した日とする。 

 

（補助金の経理） 

第４１条 補助対象事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象

事業の完了の日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（補助対象事業の検査等） 

第４２条 国土交通大臣は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、

適正化法第２３条第１項の規定に基づき、補助対象事業者に対して報告をさせ、又は当該

職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係

者に質問させることができる。 

２ 前項の職員は、様式第３２－１による立入検査等職員身分証票を携帯し、関係者の要求

があるときは、これを提示しなければならない。 

 

（間接補助金交付の際付す条件） 

第４３条 補助対象事業者は、補助対象事業を行う市町村、一部事務組合、広域連合及びその

他の事業者（以下本編において「間接補助事業者」という。）に補助金を交付するときは、

第２７条から前条までに準ずる条件及び次の条件を付さなければならない。 

一 間接補助事業者が、当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産（以下この条

において「取得財産等」という。）のうち、取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上

のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保

に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ補助対象事業者の承認を受けなければ

ならないこと（国土交通大臣が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。）。 

二 補助対象事業者が、間接補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると

認める場合には、その収入の全部又は一部を補助対象事業者に納付させることがあるこ

と。 

三 事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもっ

て管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければなら

ないこと。 

２ 補助対象事業者は、前項により付した条件に基づき承認又は指示をする場合は、あらか

じめ様式第３２－２による承認申請書を国土交通大臣に提出し、国土交通大臣の承認又は

指示を受けなければならない。 

３ 補助対象事業者は、第３４条第４項に準じて付した条件及び第１項第２号で付す条件に

より間接補助事業者から補助対象事業者に財産処分による納付があったときは、当該補助

金に相当する額の全部又は一部を国に納付しなければならない。 

 

（補助金交付の際付す条件） 

第４４条 補助対象事業者は、補助対象事業によって取得し、又は効用を増加させた財産（以

下この条において「取得財産等」という。）のうち、取得価格又は効用の増加価格が５０万

円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ様式第３２－２による承認申請書
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を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない（国土交通大臣が別に定める

財産の処分制限期間を経過した場合を除く。）。 

２ 補助対象事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その

収入の全部又は一部を国に納付させることがある。 

３ 補助対象事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注

意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなけれ

ばならない。 

 

（その他必要な事項） 

第４５条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、別に定める。 

 

第３節 感染防止対策等への支援 

 

（感染防止対策等への支援実施計画の作成及び提出等） 

第４６条 感染防止対策等への支援に係る補助金の交付を受けようとする都道府県は、次に

掲げる事項を記載した計画（以下この節において「感染防止対策等への支援実施計画」とい

う。）を作成し、国土交通大臣に提出するものとする。 

一 感染防止対策等への支援実施計画を作成する都道府県の名称 

二 補助対象事業の名称 

三 補助対象事業の実施期間 

四 補助対象事業の概要 

五 補助対象経費 

六 その他必要な事項 

２ 前項第５号に掲げる補助対象経費は、別紙５に定める額を上限とする。 

３ 都道府県は、感染防止対策等への支援実施計画に変更が生じた場合には、国土交通大臣

に報告するものとする。 

 

（準用） 

第４７条 第２４条から第４５条までの規定は、感染防止対策等への支援について準用する。

この場合において、第２８条第２号中「需要創出支援実施計画」とあるのは「感染防止対策

等への支援実施計画」と読み替えるものとする。 

 

第４編 地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化 

 

（交付の申請） 

第４８条 この補助金は、評価委員会による審査結果等を踏まえ採択を受けた民間事業者等

（以下この編において「民間事業者等」という。）に対し、大臣がその申請に基づいて交付

する。 

２ 民間事業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第３３による交付申請書

及び関係書類を大臣に提出しなければならない。 

３ 民間事業者等は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費

税等仕入控除税額を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費

税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

 

（交付の決定及び通知）  

第４９条 大臣は、前条第２項の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請書の

内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付申請者に補助金の交付決定
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を行い、様式３４による補助金交付決定通知書により交付申請者に通知するものとする。  

２ 前条第２項の規定による申請書が到達してから、当該申請に係る前項による交付決定を

行うまでに通常要すべき標準的な期間は、３０日とする。  

３ 大臣は、前条第３項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係

る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その

旨の条件を付して交付決定を行うものとする。  

４ 大臣は、第１項の通知に際して必要な条件を付することができる。 

 

（申請の取下げ） 

第５０条 補助対象事業者は、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があ

り、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から１０日以

内に様式第３５による交付申請取下届出書を大臣に提出しなければならない。 

 

（補助事業の経理等） 

第５１条 補助対象事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、

他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければなら

ない。 

２ 補助対象事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了（廃止の承認を受けた場

合を含む。）の日の属する年度の終了後５年間、大臣の要求があったときは、いつでも閲覧

に供せるよう保存しておかなければならない。 

 

（交付決定の変更等の申請） 

第５２条 補助対象事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ様式第３

６による申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 

一 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の

１０％以内の流用増減を除く。 

二 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。  

（ア）補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助対象事業者の自由な創意によ

り、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合 

（イ）補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合 

三 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 大臣は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条

件を付することができる。 

 

（交付決定の変更及び通知） 

第５３条 大臣は、前条に基づく交付決定変更申請書の提出があったときは、審査のうえ、交

付決定の変更を行い、様式第３７による交付決定変更通知書により補助対象事業者に通知

するものとする。 

２ 大臣は、前項の交付決定の変更に際して、必要な条件を附すことができる。 

 

（契約等） 

第５４条 補助対象事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合

は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付する

ことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。 

２ 補助対象事業者は、補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しよ

うとする場合は、実施に関する契約を締結し、大臣に届け出なければならない。 

３ 補助対象事業者は、前２項の契約に当たり、契約の相手方に対し、補助事業の適正な遂行



15 
 

のため必要な調査に協力を求めるための措置をとることとする。 

４ 補助対象事業者は、第１項又は第２項の契約（契約金額１００万円未満のものを除く）に

当たり、国土交通省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者

を契約の相手方としてはならない。ただし、補助事業の運営上、当該事業者でなければ補助

事業の遂行が困難又は不適当である場合は、大臣の承認を受けて当該事業者を契約の相手

方とすることができる。 

５ 大臣は、補助対象事業者が前項本文の規定に違反して国土交通省からの補助金交付等停

止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合

は必要な措置を求めることができるものとし、補助対象事業者は大臣から求めがあった場

合はその求めに応じなければならない。 

６ 前５項までの規定は、補助事業の一部を第三者に請負わせ、又は委託し、若しくは共同し

て実施する体制が何重であっても同様に取り扱うものとし、補助対象事業者は、必要な措

置を講じるものとする。 

 

（債権譲渡の禁止） 

第５５条 補助対象事業者は、第４９条第１項の規定に基づく交付決定によって生じる権利

の全部又は一部を大臣の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただ

し、信用保証協会、資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）第２条第３項

に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第

１条の３に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 

２ 大臣が第５８条第１項の規定に基づく確定を行った後、補助対象事業者が前項ただし書

に基づいて債権の譲渡を行い、補助対象事業者が大臣に対し、民法（明治２９年法律第８９

号）第４６７条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（平

成１０年法律第１０４号。以下「債権譲渡特例法」という。）第４条第２項に規定する通知

又は承諾の依頼を行う場合には、大臣は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又

は次の各号に掲げる異議をとどめるものとする。また、補助対象事業者から債権を譲り受

けた者が大臣に対し、債権譲渡特例法第４条第２項に規定する通知若しくは民法第４６７

条又は債権譲渡特例法第４条第２項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とす

る。 

一 大臣は、補助対象事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺

し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。 

二 債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこ

れへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。 

三 大臣は、補助対象事業者による債権譲渡後も、補助対象事業者との協議のみにより、補

助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異

議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場

合の対応については、専ら補助対象事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定

されなければならないこと。 

３ 第１項ただし書に基づいて補助対象事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合において

は、大臣が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第４２条

の２の規定に基づき、大臣が同令第１条第３号に規定するセンター支出官に対して支出の

決定の通知を行ったときに生ずるものとする。 

 

（状況報告） 

第５６条 大臣は、補助事業の遂行及び収支の状況について、必要があると認められるとき

は、補助対象事業者に対し、速やかに様式第３８による状況報告書を求め、調査することが

できる。  
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（実績報告） 

第５７条 補助対象事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して３０日を経

過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに様式第３９による実績報告書を

大臣に提出しなければならない。 

２ 補助事業の実施期間内において、国の会計年度が終了したときは、翌年度の４月３０日

までに前項に準ずる実績報告書を大臣に提出しなければならない。 

３ 補助対象事業者は、第１項の実績報告書をやむを得ない理由により提出できない場合は、

大臣は期限について猶予することができる。 

４ 補助対象事業者は、第１項又は第２項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費

税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなけ

ればならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第５８条 大臣は、前条第１項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に

応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内

容（第５３条第１項に基づく承認をした場合は、その承認された内容）及びこれに付した条

件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式４０により補助対象

事業者に通知する。 

２ 大臣は、補助対象事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額

を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限内に納付

がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．９５％の

割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第５９条 補助金は前条第１項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うも

のとする。ただし、必要があると認められる経費については、概算払をすることができる。 

２ 補助対象事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、様式第４

１による補助金支払請求書又は様式第４２による補助金概算払請求書を国土交通省大臣官

房会計課長に提出しなければならない。なお、概算払は、予算決算及び会計令第５８条ただ

し書きに基づく、財務大臣との協議が調った日以降とする。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第６０条 補助対象事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助

金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、様式第４３により速やかに大臣に報

告しなければならない。  

２ 大臣は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返

還を命ずる。  

３ 第５８条第３項の規定は、前項の返還の規定について準用する。  

 

（交付決定の取消し等） 

第６１条 大臣は、第５２条第１項第３号の補助事業の全部若しくは一部の中止若しくは廃

止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第４９条第１項の交

付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

一 補助対象事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく大臣の処分若しくは

指示に違反した場合 



17 
 

二 補助対象事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

三 補助対象事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

四 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要が

なくなった場合 

五 間接補助事業者が、法令に違反又は間接補助金を間接補助事業以外の用途に使用した

場合 

２ 大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金

が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。  

３ 大臣は、前項の返還を命ずる場合には、第１項第４号及び第５号に規定する場合を除き、

その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利１０．９５％の

割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項に基づく補助金の返還については、第５８条第３項の規定を準用する。 

 

（財産の管理等） 

第６２条 補助対象事業者は、補助対象経費（補助事業の一部を第三者に実施させた場合に

おける対応経費を含む。）により取得し、又は効用の増加した財産（以下この編において

「取得財産等」という。）については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意

をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

２ 補助対象事業者は、取得財産等について、様式第４４による取得財産等管理台帳を備え

管理しなければならない。 

３ 補助対象事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第５７条第１項に定める実績

報告書に様式第４５による取得財産等管理明細表を添付しなければならない。 

４ 大臣は、補助対象事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見

込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を国に納付させることがある。 

 

（財産の処分の制限） 

第６３条 取得財産等のうち、適正化法施行令第１３条第４号及び第５号の規定に基づき大

臣が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円以上の機

械、器具及びその他の財産とする。 

２ 適正化法第２２条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償

却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）を勘案して、大臣が別に

定める期間とする。 

３ 補助対象事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取

得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ様式第４６による申請書を大臣に提出し、

その承認を受けなければならない。 

４ 前条第４項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。 

 

（情報管理及び秘密保持） 

第６４条 補助対象事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当

該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法

令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用し

てはならない。なお、情報のうち間接補助事業者その他の第三者の秘密情報（間接補助事業

者が取得した研究成果、事業関係者の個人情報等を含むがこれらに限定されない。）につい

ては、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表、漏え

いしてはならない。 

２ 補助対象事業者は、補助事業の一部を第三者（以下この編において「履行補助者」とい

う。）に行わせる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。補助



18 
 

対象事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助対象事業者によ

る違反行為とみなす。 

３ 本条の規定は補助事業の完了後（廃止の承認を受けた場合を含む。）も有効とする。  

 

（暴力団排除に関する誓約）  

第６５条 補助対象事業者は、別紙１の２に記載の暴力団排除に関する誓約事項について補

助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したも

のとする。 

 

（間接補助金交付の際付すべき条件等） 

第６６条 補助対象事業者は、間接補助事業者等に補助金を交付するときは、第４９条から

第５３条まで及び第５５条から前条までの規定に準ずる条件を付さなければならない。 

２ 補助対象事業者は、前項の規定により付した条件等によって間接補助金に係る返還等が

あったときは、速やかに大臣に報告し、その指示を受けなければならない。 

３ 補助対象事業者は、間接補助金の支払に必要な経費として第５９条第１項ただし書によ

る補助金の支払を受けたときは、遅滞なく、間接補助金を間接補助事業者に支払わなけれ

ばならない。 
 

（電子情報処理組織による申請等） 

第６７条 補助対象事業者は、第４８条第２項の規定に基づく交付の申請、第５０条の規定

に基づく申請の取下げ、第５２条の規定に基づく交付決定の変更等の申請、第５４条第２

項の規定に基づく届出、第５６条の規定に基づく状況報告、第５７条の規定に基づく実績

報告、第５９条第２項の規定に基づく支払請求、第６０条第１項の規定に基づく消費税仕

入控除額の確定に伴う報告又は第６３条第３項の規定に基づく財産の処分の承認申請（以

下この編において「申請等」という。）については、電子情報処理組織を使用する方法（適

正化法第２６条の３第１項の規定に基づき大臣が定めるものをいう。以下この編において

同じ。）により行うことができる。 
 

（電子情報処理組織による通知等） 

第６８条 大臣は、前条の規定により行われた申請等に係る通知、承認、指示又は命令につい

て、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。 

 

（指導監督等） 

第６９条 大臣は、この要綱に基づく事業を行う者に対し、この要綱の施行のために必要な

限度において、補助事業の適切な実施のため必要な措置を命じ、又は必要な勧告、助言又は

援助を行うことができる。 

 

第５編 地域観光魅力向上事業 

 

（補助金交付申請） 

第７０条 適正化法第５条及び適正化法施行令第３条の規定による補助金の交付申請につい

ては、補助金の交付を受ける民間事業者（以下この編において「交付申請者」という。）は、

国土交通大臣に対し、様式第４７による交付申請書に必要な書類を添付して提出するもの

とする。 

２ 前項の補助金交付申請をするに当たっては、当該補助金における消費税等仕入控除税額

を減額しなければならない。ただし、補助金交付申請時において消費税等仕入控除税額が

明らかでないものについては、この限りでない。 
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（交付決定） 

第７１条 国土交通大臣は、前条第１項の規定により補助金交付申請があった場合において、

その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、適正化法第６条の規定に基

づき交付申請者に補助金の交付決定を行うものとする。 

 

（交付決定の通知） 

第７２条 国土交通大臣は、前条の規定による補助金の交付決定を行ったときは、適正化法

第８条の規定に基づき、速やかにその交付決定の内容及びこれに条件を付した場合にはそ

の条件を、様式第４８による交付決定通知書により交付申請者に通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第７３条 適正化法第９条第１項に規定する補助金交付申請の取下げについて、第７１条の

交付決定を受けた民間事業者は、補助金の交付決定通知を受けた日から起算して１５日を

経過する日までに、国土交通大臣に様式第４９による申請取下書を提出するものとする。 

 

（申請の変更） 

第７４条 補助対象事業者は、補助金交付の決定の通知を受けた後において、次の各号に掲

げる事由により、補助金申請書の交付申請金額を変更しようとするときは、あらかじめ様

式第５０により変更交付申請書を提出するものとする。 

一 補助対象経費総額の増加 

二 補助対象事業の内容（ただし、補助対象事業の目的等に関係がない細部の変更であると

認める場合を除く。） 

 

（交付の変更決定） 

第７５条 国土交通大臣は、前条の規定により申請の変更があった場合において、その内容

を審査し、補助金を変更交付すべきものと認めたときは、補助対象事業者に補助金の変更

交付決定を行うものとする。 

 

（交付の変更決定の通知） 

第７６条 国土交通大臣は、前条の規定による補助金の変更交付決定を行ったときは、速や

かにその変更交付決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、様式第５１に

よる変更交付決定通知書により補助対象事業者に通知するものとする。 

 

（変更申請の取下げ） 

第７７条 適正化法第９条第１項に規定する交付申請の取下げについて、変更交付決定を受

けた補助対象事業者は、補助金の変更交付決定通知を受けた日から起算して１５日を経過

する日までに、国土交通大臣に様式第５２による変更申請取下書を提出するものとする。 

 

（遂行状況報告） 

第７８条 補助対象事業者は、適正化法第１２条の規定による遂行状況の報告について、国

土交通大臣から要求があった場合は、速やかに様式第５３による遂行状況報告書を提出す

るものとする。 

 

（補助事業の遂行等の命令） 

第７９条 国土交通大臣は、補助対象事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って

遂行されていないと認めるときは、適正化法第１３条第１項の規定に基づき、補助対象事

業者にその遂行等を命ずることができる。 
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２ 国土交通大臣は、補助対象事業者が前項の命令に違反したときは、適正化法第１３条第

２項の規定に基づき、補助対象事業の遂行の一時停止を命ずることができる。 

 

（実績報告） 

第８０条 補助対象事業者は、適正化法第１４条の規定による実績報告については、事業の

完了の日から起算して１ヶ月を経過した日又は事業の完了の日が属する年度の翌年度の４

月１０日のいずれか早い期日までに、国土交通大臣に様式第５４による実績報告書を提出

して行うものとする。 

２ 補助対象事業者は、補助対象事業が完了せずに国の会計年度が終了した場合は、補助金

の交付決定をした日の属する会計年度の翌年度の４月３０日までに年度終了の実績報告と

して様式第５４による実績報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 

３ 第７０条第２項ただし書に該当する補助対象事業者は、第１項の実績報告書を提出する

に当たって、当該補助金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該

補助対象事業の補助対象経費から減額して提出しなければならない。 

４ 第７０条第２項ただし書に該当する補助対象事業者は、第１項の実績報告書を提出した

後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の消費税等仕入控除税額が確

定した場合には、その金額に補助率を乗じて得た金額（前項の規定により減額した補助対

象事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を様式第５５の消費税等

仕入控除税額報告書により速やかに国土交通大臣に提出するとともに、これを返還しなけ

ればならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第８１条 国土交通大臣は、適正化法第１５条の規定に基づき、補助対象事業に係る報告書

等の審査を行うとともに、必要に応じて現地調査等を行うものとし、当該報告に係る補助

対象事業の成果が補助金の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交

付すべき補助金の額を確定し、補助対象事業者に様式第５６による交付額確定通知書を通

知するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第８２条 国土交通大臣は、前条の規定により補助すべき補助金の額を確定した後に、補助

対象事業者に対して補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合は、

概算払をすることができる。 

２ 補助対象事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、様式第５７による補助金

支払請求書又は様式第５８による補助金概算払請求書を国土交通省大臣官房会計課長に提

出しなければならない。なお、概算払は、予算決算及び会計令第５８条ただし書に基づく、

財務大臣との協議が調った日以降とする。 

 

（是正のための措置） 

第８３条 国土交通大臣は、報告を受けた補助対象事業の成果が補助金の決定内容及びこれ

に付した条件に適合しないと認めるときは、適正化法第１６条第１項の規定に基づき、当

該補助対象事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助対象事業

者に対して命ずることができる。 

 

（交付決定の取消し等） 

第８４条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、適正化法第１７条第１項及び第２項の規

定に基づき、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

一 補助対象事業者が、適正化法、適正化法施行令又は本要綱に基づく国土交通大臣の処分
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若しくは指示に違反した場合 

二 補助対象事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢又はその他不適当な行為をした場

合 

三 補助対象事業者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合 

四 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必

要がなくなった場合 

五 補助対象事業者が、別紙１の２「暴力団排除に関する誓約事項」に違反した場合 

２ 国土交通大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対す

る補助金が交付されているときは、適正化法第１８条第１項の規定に基づき、期限を付し

て当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 国土交通大臣は、前項の返還を命ずる場合（第１項第４号の場合を除く。）には、適正化

法第１９条第１項の規定に基づき、その命令に係る補助金を補助対象事業者が受領した日

から納付の日までの期間に応じて年１０.９５％の割合で計算した加算金の納付を併せて

命ずるものとする。 

４ 国土交通大臣は、補助金の返還を命じ、これを補助対象事業者が納期日までに納付しな

かったときは、適正化法第１９条第２項の規定に基づき、納期日の翌日から納付の日まで

の日数に応じて、その未納付額につき年１０.９５％の割合で計算した延滞金の納付を命ず

るものとする。 

５ 国土交通大臣は、前２項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、適正

化法第１９条第３項の規定に基づき、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除するこ

とができるものとする。 

６ 本条の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後において

も適用があるものとする。 

 

（補助金の返還命令） 

第８５条 国土交通大臣は、補助対象事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合におい

て、既にその額を超える補助金が交付されているときは、適正化法第１８条第２項の規定

に基づき、当該補助対象事業者にその額の返還を命じなければならない。 

 

（補助金の返還の期限） 

第８６条 適正化法第１８条第１項及び第２項の規定による補助金の返還の期限については、

同条第１項の場合にあっては、返還の命令がなされた日から２０日以内とし、同条第２項

の場合にあっては、返還の命令に付した日とする。 

 

（補助金の経理） 

第８７条 補助対象事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象

事業の完了の日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（補助対象事業の検査等） 

第８８条 国土交通大臣は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、

適正化法第２３条第１項の規定に基づき、補助対象事業者に対して報告をさせ、又は当該

職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係

者に質問させることができる。 

２ 前項の職員は、様式第３２－１による立入検査等職員身分証票を携帯し、関係者の要求

があるときは、これを提示しなければならない。 

 

（情報管理及び秘密保持）  



22 
 

第８９条 補助対象事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当

該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法

令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用し

てはならない。なお、情報のうち補助対象事業者から補助金の交付を受けた地方公共団体

及び民間事業者（以下この編において「間接補助事業者」という。）その他の第三者の秘密

情報（間接補助事業者が取得した研究成果、事業関係者の個人情報等を含むがこれらに限

定されない。）については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由な

しに開示、公表、漏えいしてはならない。  

２ 補助対象事業者は、補助事業の一部を第三者（以下この編において「履行補助者」とい

う。）に行わせる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。補助

対象事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助対象事業者によ

る違反行為とみなす。  

３ 本条の規定は補助事業の完了後（廃止の承認を受けた場合を含む。）も有効とする。 

 

（暴力団排除に関する誓約） 

第９０条 補助対象事業者は、別紙１の２「暴力団排除に関する誓約事項」について補助金の

交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとす

る。 

 

（間接補助金交付の際付す条件） 

第９１条 補助対象事業者は、間接補助事業者に補助金を交付するときは、第７３条から前

条までに準ずる条件及び次の条件を付さなければならない。 

一 補助金の交付を受けた間接補助事業者が、当該事業によって取得し、又は効用を増加さ

せた財産（以下この条において「取得財産等」という。）のうち、取得価格又は効用の増

加価格が５０万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交

換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ補助対象事業者

の承認を受けなければならないこと（国土交通大臣が別に定める財産の処分制限期間を

経過した場合を除く。）。 

二 補助対象事業者が、間接補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると

認める場合には、その収入の全部又は一部を補助対象事業者に納付させることがあるこ

と。 

三 事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもっ

て管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければなら

ないこと。 

２ 補助対象事業者は、前項により付した条件に基づき承認又は指示をする場合は、あらか

じめ承認申請書を国土交通大臣に提出し、国土交通大臣の承認又は指示を受けなければな

らない。 

３ 補助対象事業者は、第８０条第４項に準じて付した条件及び第１項第２号で付す条件に

より間接補助事業者から補助対象事業者に財産処分による納付があったときは、当該補助

金に相当する額の全部又は一部を国に納付しなければならない。 

 

（補助金交付の際付す条件） 

第９２条 補助対象事業者は、補助対象事業によって取得し、又は効用を増加させた財産（以

下この条において「取得財産等」という。）のうち、取得価格又は効用の増加価格が５０万

円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ承認申請書を国土交通大臣に提出

し、その承認を受けなければならない（国土交通大臣が別に定める財産の処分制限期間を
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経過した場合を除く。）。 

２ 補助対象事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その

収入の全部又は一部を国に納付させることがある。 

３ 補助対象事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注

意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなけれ

ばならない。 

 

（その他必要な事項） 

第９３条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、別に定める。 

 

第６編  地方創生プレミアムインバウンドツアー集中展開事業 

 

（補助金交付申請） 

第９４条 適正化法第５条及び適正化法施行令第３条の規定による補助金の交付申請につい

ては、補助金の交付を受ける民間事業者（以下この編において「交付申請者」という。）は、

国土交通大臣に対し、様式第４７による交付申請書に必要な書類を添付して提出するもの

とする。 

２ 前項の補助金交付申請をするに当たっては、当該補助金における消費税等仕入控除税額

を減額しなければならない。ただし、補助金交付申請時において消費税等仕入控除税額が

明らかでないものについては、この限りでない。 

 

（交付決定） 

第９５条 国土交通大臣は、前条第１項の規定により補助金交付申請があった場合において、

その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、適正化法第６条の規定に基

づき交付申請者に補助金の交付決定を行うものとする。 

 

（交付決定の通知） 

第９６条 国土交通大臣は、前条の規定による補助金の交付決定を行ったときは、適正化法

第８条の規定に基づき、速やかにその交付決定の内容及びこれに条件を付した場合にはそ

の条件を、様式第４８による交付決定通知書により交付申請者に通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第９７条 適正化法第９条第１項に規定する補助金交付申請の取下げについて、第９５条の

交付決定を受けた交付申請者は、補助金の交付決定通知を受けた日から起算して１５日を

経過する日までに、国土交通大臣に様式第４９による申請取下書を提出するものとする。 

 

（申請の変更） 

第９８条 補助対象事業者は、補助金交付の決定の通知を受けた後において、次の各号に掲

げる事由により、補助金申請書の交付申請金額を変更しようとするときは、あらかじめ様

式第５０により変更交付申請書を提出するものとする。 

一 補助対象経費総額の増加 

二 補助対象事業の内容（ただし、補助対象事業の目的等に関係がない細部の変更であると

認める場合を除く。） 

 

（交付の変更決定） 

第９９条 国土交通大臣は、前条の規定により申請の変更があった場合において、その内容

を審査し、補助金を変更交付すべきものと認めたときは、補助対象事業者に補助金の変更
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交付決定を行うものとする。 

 

（交付の変更決定の通知） 

第１００条 国土交通大臣は、前条の規定による補助金の変更交付決定を行ったときは、速

やかにその変更交付決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、様式第５１

による変更交付決定通知書により補助対象事業者に通知するものとする。 

 

（変更申請の取下げ） 

第１０１条 適正化法第９条第１項に規定する交付申請の取下げについて、変更交付決定を

受けた補助対象事業者は、補助金の変更交付決定通知を受けた日から起算して１５日を経

過する日までに、国土交通大臣に様式第５２による変更申請取下書を提出するものとする。 

 

（遂行状況報告） 

第１０２条 補助対象事業者は、適正化法第１２条の規定による遂行状況の報告について、

国土交通大臣から要求があった場合は、速やかに様式第５３による遂行状況報告書を提出

するものとする。 

 

（補助事業の遂行等の命令） 

第１０３条 国土交通大臣は、補助対象事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従っ

て遂行されていないと認めるときは、適正化法第１３条第１項の規定に基づき、補助対象

事業者にその遂行等を命ずることができる。 

２ 国土交通大臣は、補助対象事業者が前項の命令に違反したときは、適正化法第１３条第

２項の規定に基づき、補助対象事業の遂行の一時停止を命ずることができる。 

 

（実績報告） 

第１０４条 補助対象事業者は、適正化法第１４条の規定による実績報告については、事業

の完了の日から起算して１ヶ月を経過した日又は事業の完了の日が属する年度の翌年度の

４月１０日のいずれか早い期日までに、国土交通大臣に様式第５４による実績報告書を提

出して行うものとする。 

２ 補助対象事業者は、補助対象事業が完了せずに国の会計年度が終了した場合は、補助金

の交付決定をした日の属する会計年度の翌年度の４月３０日までに年度終了の実績報告と

して様式第５４による実績報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 

３ 第９４条第２項ただし書に該当する補助対象事業者は、第１項の実績報告書を提出する

に当たって、当該補助金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該

補助対象事業の補助対象経費から減額して提出しなければならない。 

４ 第９４条第２項ただし書に該当する補助対象事業者は、第１項の実績報告書を提出した

後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の消費税等仕入控除税額が確

定した場合には、その金額に補助率を乗じて得た金額（前項の規定により減額した補助対

象事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を様式第５５の消費税等

仕入控除税額報告書により速やかに国土交通大臣に提出するとともに、これを返還しなけ

ればならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１０５条 国土交通大臣は、適正化法第１５条の規定に基づき、補助対象事業に係る報告

書等の審査を行うとともに、必要に応じて現地調査等を行うものとし、当該報告に係る補

助対象事業の成果が補助金の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、

交付すべき補助金の額を確定し、補助対象事業者に様式第５６による交付額確定通知書を
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通知するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第１０６条 国土交通大臣は、前条の規定により補助すべき補助金の額を確定した後に、補

助対象事業者に対して補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合

は、概算払をすることができる。 

２ 補助対象事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、様式第５７による補助金

支払請求書又は様式第５８による補助金概算払請求書を国土交通省大臣官房会計課長に提

出しなければならない。なお、概算払は、予算決算及び会計令第５８条ただし書に基づく、

財務大臣との協議が調った日以降とする。 

 

（是正のための措置） 

第１０７条 国土交通大臣は、報告を受けた補助対象事業の成果が補助金の決定内容及びこ

れに付した条件に適合しないと認めるときは、適正化法第１６条第１項の規定に基づき、

当該補助対象事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助対象事

業者に対して命ずることができる。 

 

（交付決定の取消し等） 

第１０８条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、適正化法第１７条第１項及び第２項の

規定に基づき、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

一 補助対象事業者が、適正化法、適正化法施行令又は本要綱に基づく国土交通大臣の処分

若しくは指示に違反した場合 

二 補助対象事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢又はその他不適当な行為をした場

合 

三 補助対象事業者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合 

四 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必

要がなくなった場合 

五 補助対象事業者が、別紙１の２「暴力団排除に関する誓約事項」に違反した場合 

２ 国土交通大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対す

る補助金が交付されているときは、適正化法第１８条第１項の規定に基づき、期限を付し

て当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 国土交通大臣は、前項の返還を命ずる場合（第１項第４号の場合を除く。）には、適正化

法第１９条第１項の規定に基づき、その命令に係る補助金を補助対象事業者が受領した日

から納付の日までの期間に応じて年１０.９５％の割合で計算した加算金の納付を併せて

命ずるものとする。 

４ 国土交通大臣は、補助金の返還を命じ、これを補助対象事業者が納期日までに納付しな

かったときは、適正化法第１９条第２項の規定に基づき、納期日の翌日から納付の日まで

の日数に応じて、その未納付額につき年１０.９５％の割合で計算した延滞金の納付を命ず

るものとする。 

５ 国土交通大臣は、前２項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、適正

化法第１９条第３項の規定に基づき、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除するこ

とができるものとする。 

６ 本条の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後において

も適用があるものとする。 

 

（補助金の返還命令） 

第１０９条 国土交通大臣は、補助対象事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合にお
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いて、既にその額を超える補助金が交付されているときは、適正化法第１８条第２項の規

定に基づき、当該補助対象事業者にその額の返還を命じなければならない。 

 

（補助金の返還の期限） 

第１１０条 適正化法第１８条第１項及び第２項の規定による補助金の返還の期限について

は、同条第１項の場合にあっては、返還の命令がなされた日から２０日以内とし、同条第２

項の場合にあっては、返還の命令に付した日とする。 

 

（補助金の経理） 

第１１１条 補助対象事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対

象事業の完了の日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（補助対象事業の検査等） 

第１１２条 国土交通大臣は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるとき

は、適正化法第２３条第１項の規定に基づき、補助対象事業者に対して報告をさせ、又は当

該職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関

係者に質問させることができる。 

２ 前項の職員は、様式第３２－１による立入検査等職員身分証票を携帯し、関係者の要求

があるときは、これを提示しなければならない。 

 

（情報管理及び秘密保持）  

第１１３条 補助対象事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、

当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、

法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用

してはならない。なお、情報のうち補助対象事業者から補助金の交付を受けた地方公共団

体及び民間事業者（以下この編において「間接補助事業者」という。）その他の第三者の秘

密情報（間接補助事業者が取得した研究成果、事業関係者の個人情報等を含むがこれらに

限定されない。）については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由

なしに開示、公表、漏えいしてはならない。  

２ 補助対象事業者は、補助事業の一部を第三者（以下この編において「履行補助者」とい

う。）に行わせる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。補助

対象事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助対象事業者によ

る違反行為とみなす。  

３ 本条の規定は補助事業の完了後（廃止の承認を受けた場合を含む。）も有効とする。 

 

（暴力団排除に関する誓約） 

第１１４条 補助対象事業者は、別紙１の２「暴力団排除に関する誓約事項」について補助金

の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものと

する。 

 

（間接補助金交付の際付す条件） 

第１１５条 補助対象事業者は、間接補助事業者に補助金を交付するときは、第９７条から

前条までに準ずる条件及び次の条件を付さなければならない。 

一 補助金の交付を受けた間接補助事業者が、当該事業によって取得し、又は効用を増加さ

せた財産（以下この条において「取得財産等」という。）のうち、取得価格又は効用の増

加価格が５０万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交

換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ補助対象事業者
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の承認を受けなければならないこと（国土交通大臣が別に定める財産の処分制限期間を

経過した場合を除く。）。 

二 補助対象事業者が、間接補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると

認める場合には、その収入の全部又は一部を補助対象事業者に納付させることがあるこ

と。 

三 事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもっ

て管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければなら

ないこと。 

２ 補助対象事業者は、前項により付した条件に基づき承認又は指示をする場合は、あらか

じめ承認申請書を国土交通大臣に提出し、国土交通大臣の承認又は指示を受けなければな

らない。 

３ 補助対象事業者は、第１０４条第４項に準じて付した条件及び第１項第２号で付す条件

により間接補助事業者から補助対象事業者に財産処分による納付があったときは、当該補

助金に相当する額の全部又は一部を国に納付しなければならない。 

 

（補助金交付の際付す条件） 

第１１６条 補助対象事業者は、補助対象事業によって取得し、又は効用を増加させた財産

（以下この条において「取得財産等」という。）のうち、取得価格又は効用の増加価格が５

０万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付

け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ承認申請書を国土交通大臣に提

出し、その承認を受けなければならない（国土交通大臣が別に定める財産の処分制限期間

を経過した場合を除く。）。 

２ 補助対象事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その

収入の全部又は一部を国に納付させることがある。 

３ 補助対象事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注

意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなけれ

ばならない。 

 

（その他必要な事項） 

第１１７条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、別に定める。 

 

第７編 観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業 

 

（補助金交付申請） 

第１１８条 適正化法第５条及び適正化法施行令第３条の規定による補助金の交付申請につ

いては、補助金の交付を受けようとする民間事業者（以下この編において「交付申請者」と

いう。）は、国土交通大臣に対し、様式第４７による交付申請書に必要な書類を添付して提

出するものとする。 

２ 交付申請者は、前項の補助金交付申請をするに当たって、当該補助金における消費税等

仕入控除税額を減額しなければならない。ただし、補助金交付申請時において消費税等仕

入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

 

（交付決定） 

第１１９条 国土交通大臣は、前条第１項の規定により補助金交付申請があった場合におい

て、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、適正化法第６条の規定に

基づき交付申請者に補助金の交付決定を行うものとする。 
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（交付決定の通知） 

第１２０条 国土交通大臣は、前条の規定による補助金の交付決定を行ったときは、適正化

法第８条の規定に基づき、速やかにその交付決定の内容及びこれに条件を付した場合には

その条件を、様式第５９による交付決定通知書により交付申請者に通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第１２１条 適正化法第９条第１項に規定する補助金交付申請の取下げについて、第１２０

条の交付決定通知を受領した補助対象事業者は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内

容又はこれに附された条件に不服のあるときは、当該通知を受けた日から起算して１５日

を経過する日までに、国土交通大臣に様式第４９による申請取下書を提出するものとする。 

２ 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は

なかったものとみなす。 

 

（申請の変更） 

第１２２条 補助対象事業者は、補助金交付の決定の通知を受けた後において、次の各号の

いずれかに該当するときは、あらかじめ様式第６０により変更交付申請書を国土交通大臣

に提出するものとする。 

一 補助対象経費総額を増加しようとするとき 

二 補助対象事業の内容を変更しようとするとき（計画変更を含む。ただし、補助対象事業

の目的等に関係がない細部の変更であると認める場合を除く。） 

 

（交付の変更決定） 

第１２３条 国土交通大臣は、前条の規定により申請の変更があった場合において、その内

容を審査し、補助金を変更交付すべきものと認めたときは、補助対象事業者に補助金の変

更交付決定を行うものとする。 

 

（交付の変更決定の通知） 

第１２４条 国土交通大臣は、前条の規定による補助金の変更交付決定を行ったときは、速

やかにその変更交付決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、様式第６１

による変更交付決定通知書により補助対象事業者に通知するものとする。 

 

（変更申請の取下げ） 

第１２５条 適正化法第９条第１項に規定する交付申請の取下げについて、変更交付決定を

受けた補助対象事業者は、補助金の変更交付決定通知を受けた日から起算して１５日を経

過する日までに、国土交通大臣に様式第５２による変更申請取下書を提出するものとする。 

 

（遂行状況報告） 

第１２６条 補助対象事業者は、適正化法第１２条の規定による遂行状況の報告について、

国土交通大臣から要求があった場合は、速やかに様式第６２による遂行状況報告書を提出

するものとする。 

 

（補助事業の遂行等の命令） 

第１２７条 国土交通大臣は、補助対象事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従っ

て遂行されていないと認めるときは、適正化法第１３条第１項の規定に基づき、補助対象

事業者にその遂行等を命ずることができる。 

２ 国土交通大臣は、補助対象事業者が前項の命令に違反したときは、適正化法第１３条第

２項の規定に基づき、補助対象事業の遂行の一時停止を命ずることができる。 
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（実績報告） 

第１２８条 補助対象事業者は、適正化法第１４条の規定による実績報告については、事業

の完了の日から起算して１ヶ月を経過した日又は事業の完了の日が属する年度の翌年度の

４月１０日のいずれか早い期日までに、国土交通大臣に様式第６３による実績報告書を提

出して行うものとする。 

２ 補助対象事業者は、補助対象事業が完了せずに国の会計年度が終了した場合は、補助金

の交付決定をした日の属する会計年度の翌年度の４月３０日までに年度終了の実績報告と

して様式第６３による実績報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 

３ 第１１８条第２項ただし書に該当する補助対象事業者は、第１項の実績報告書を提出す

るに当たって、当該補助金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当

該補助対象事業の補助対象経費から減額して提出しなければならない。 

４ 第１１８条第２項ただし書に該当する補助対象事業者は、第１項の実績報告書を提出し

た後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の消費税等仕入控除税額が

確定した場合には、その金額に補助率を乗じて得た金額（前項の規定により減額した補助

対象事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を様式第５５の消費税

等仕入控除税額報告書により速やかに国土交通大臣に提出するとともに、これを返還しな

ければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１２９条 国土交通大臣は、前条の報告を受けた場合には、適正化法第１５条の規定に基

づき、補助対象事業に係る報告書等の審査を行うとともに、必要に応じて現地調査等を行

うものとし、当該報告に係る補助対象事業の成果が補助金の決定内容及びこれに付した条

件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象事業者に様式第

５６による交付額確定通知書を通知するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第１３０条 国土交通大臣は、前条の規定により補助すべき補助金の額を確定した後に、補

助対象事業者に対して補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合

は、概算払をすることができる。 

２ 補助対象事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、様式第５７による補助金

支払請求書又は様式第５８による補助金概算払請求書を国土交通省大臣官房会計課長に提

出しなければならない。なお、概算払は、予算決算及び会計令第５８条ただし書に基づく、

財務大臣との協議が調った日以降とする。 

 

（是正のための措置） 

第１３１条 国土交通大臣は、報告を受けた補助対象事業の成果が補助金の決定内容及びこ

れに付した条件に適合しないと認めるときは、適正化法第１６条第１項の規定に基づき、

当該補助対象事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助対象事

業者に対して命ずることができる。 

 

（交付決定の取消し等） 

第１３２条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、適正化法第１７条第１項及び第２項の

規定に基づき、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

一 補助対象事業者が、適正化法、適正化法施行令又は本要綱に基づく国土交通大臣の処分

若しくは指示に違反した場合 

二 補助対象事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢又はその他不適当な行為をした場
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合 

三 補助対象事業者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合 

四 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必

要がなくなった場合 

五 補助対象事業者が、別紙１の２「暴力団排除に関する誓約事項」に違反した場合 

２ 国土交通大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対す

る補助金が交付されているときは、適正化法第１８条第１項の規定に基づき、期限を付し

て当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 国土交通大臣は、前項の返還を命ずる場合（第１項第４号の場合を除く。）には、適正化

法第１９条第１項の規定に基づき、その命令に係る補助金を補助対象事業者が受領した日

から納付の日までの期間に応じて年１０.９５％の割合で計算した加算金の納付を併せて

命ずるものとする。 

４ 国土交通大臣は、補助金の返還を命じ、これを補助対象事業者が納期日までに納付しな

かったときは、適正化法第１９条第２項の規定に基づき、納期日の翌日から納付の日まで

の日数に応じて、その未納付額につき年１０.９５％の割合で計算した延滞金の納付を命ず

るものとする。 

５ 国土交通大臣は、前２項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、適正

化法第１９条第３項の規定に基づき、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除するこ

とができるものとする。 

６ 本条の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後において

も適用があるものとする。 

 

（補助金の返還命令） 

第１３３条 国土交通大臣は、補助対象事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合にお

いて、既にその額を超える補助金が交付されているときは、適正化法第１８条第２項の規

定に基づき、当該補助対象事業者にその額の返還を命じなければならない。 

 

（補助金の返還の期限） 

第１３４条 適正化法第１８条第１項及び第２項の規定による補助金の返還の期限について

は、同条第１項の場合にあっては、返還の命令がなされた日から２０日以内とし、同条第２

項の場合にあっては、返還の命令に付した日とする。 

 

（補助金の経理） 

第１３５条 補助対象事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対

象事業の完了の日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（補助対象事業の検査等） 

第１３６条 国土交通大臣は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるとき

は、適正化法第２３条第１項の規定に基づき、補助対象事業者に対して報告をさせ、又は当

該職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関

係者に質問させることができる。 

２ 前項の職員は、様式第３２－１による立入検査等職員身分証票を携帯し、関係者の要求

があるときは、これを提示しなければならない。 

 

（情報管理及び秘密保持）  

第１３７条 補助対象事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、

当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、
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法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用

してはならない。なお、情報のうち補助対象事業者から補助金の交付を受けた地方公共団

体及び民間事業者（以下この編において「間接補助事業者」という。）その他の第三者の秘

密情報（間接補助事業者が取得した研究成果、事業関係者の個人情報等を含むがこれらに

限定されない。）については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由

なしに開示、公表、漏えいしてはならない。  

２ 補助対象事業者は、補助事業の一部を第三者（以下この編において「履行補助者」とい

う。）に行わせる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。補助

対象事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助対象事業者によ

る違反行為とみなす。  

３ 本条の規定は補助事業の完了後（廃止の承認を受けた場合を含む。）も有効とする。 

 

（暴力団排除に関する誓約） 

第１３８条 補助対象事業者は、別紙１の２「暴力団排除に関する誓約事項」について補助金

の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものと

する。 

 

（間接補助金交付の際付す条件） 

第１３９条 補助対象事業者は、間接補助事業者に補助金を交付するときは、第１２１条か

ら前条までに準ずる条件及び次の条件を付さなければならない。 

一 補助金の交付を受けた間接補助事業者が、当該事業によって取得し、又は効用を増加さ

せた財産（以下この条において「取得財産等」という。）のうち、取得価格又は効用の増

加価格が５０万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交

換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ補助対象事業者

の承認を受けなければならないこと（国土交通大臣が別に定める財産の処分制限期間を

経過した場合を除く。）。 

二 補助対象事業者が、間接補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると

認める場合には、その収入の全部又は一部を補助対象事業者に納付させることがあるこ

と。 

三 事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもっ

て管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければなら

ないこと。 

２ 補助対象事業者は、前項により付した条件に基づき承認又は指示をする場合は、あらか

じめ承認申請書を国土交通大臣に提出し、国土交通大臣の承認又は指示を受けなければな

らない。 

３ 補助対象事業者は、第１２８条第４項に準じて付した条件及び第１項第２号で付す条件

により間接補助事業者から補助対象事業者に財産処分による納付があったときは、当該補

助金に相当する額の全部又は一部を国に納付しなければならない。 

 

（補助金交付の際付す条件） 

第１４０条 補助対象事業者は、補助対象事業によって取得し、又は効用を増加させた財産

（以下この条において「取得財産等」という。）のうち、取得価格又は効用の増加価格が５

０万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付

け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ承認申請書を国土交通大臣に提

出し、その承認を受けなければならない（国土交通大臣が別に定める財産の処分制限期間

を経過した場合を除く。）。 

２ 補助対象事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その
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収入の全部又は一部を国に納付させることがある。 

３ 補助対象事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注

意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなけれ

ばならない。 

 

（その他必要な事項） 

第１４１条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、別に定める。 

 

第８編 能登半島地震観光支援事業 

 

（準用） 

第１４２条 第２２条から第４５条までの規定は、能登半島地震観光支援事業を行う場合に

おいて準用する。この場合において、第２２条中「需要創出支援実施計画及び第４６条第１

項の感染防止対策等への支援実施計画」とあるのは「能登半島地震観光支援実施計画」と、

「都道府県」とあるのは「県」と、第２３条中「需要創出支援」とあるのは「能登半島地震

観光支援」と、「都道府県」とあるのは「県」と、第２４条中「都道府県」とあるのは「県」

と、「様式第２０」とあるのは「様式第４７」と、第２６条中「様式第２１」とあるのは「様

式第４８」と、第２７条中「都道府県」とあるのは「県」、第２８条中「需要創出支援」と

あるのは「能登半島地震観光支援」と、第３５条中「様式第２９」とあるのは「様式第５６」

と、読み替えるものとする。 

 

第９編 全国の観光地・観光産業における観光 DX 推進事業 

 

（補助金交付申請）  

第１４３条 別に定める補助対象事業者の公募要領に基づき特定され、補助金の交付を受け

ようとする者（以下「交付申請者」という。）は、速やかに様式第６４による「訪日外国人

旅行者周遊促進事業費補助金（全国の観光地・観光産業における観光 DX 推進事業）交付申

請書」（以下「交付申請書」という。）及び関係書類を大臣に提出しなければならない｡  

２ 交付申請者は、前項の交付申請書を提出するに当たって、様式第６５による「訪日外国人

旅行者周遊促進事業費補助金（全国の観光地・観光産業における観光 DX 推進事業）の消費

税等の額の取扱いについて」により、課税事業者、簡易課税事業者、免税事業者の事業者種

別等を明らかにするとともに、補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれ

る消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和６３年法律第１０８号)に規

定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和２

５年法律第２２６号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗

じて得た金額をいう。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して様式

第６４による申請をしなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税等

仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。 

  

（交付の決定及び通知）  

第１４４条 大臣は、前条第１項の規定による交付申請書の提出があったときは、審査のう

え、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、様式第６６による「訪日

外国人旅行者周遊促進事業費補助金（全国の観光地・観光産業における観光 DX 推進事業）

交付決定通知書」により補助対象事業者に通知するものとする。なお、交付申請から交付決

定の間に観光庁との協議を経て、事業内容や金額等に変更が生じる可能性がある。 

２ 大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる｡  
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（交付決定の変更等の申請）  

第１４５条 補助対象事業者は、次の各号に該当するときは、次項に規定する軽微な変更を

除き、様式第６７による「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（全国の観光地・観光産

業における観光 DX 推進事業）交付決定変更申請書」（以下「交付決定変更申請書」という。）

を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 

一 補助対象経費の配分について変更する場合 

二 補助対象事業の内容を変更する場合 

２ 前項の軽微な変更とは、次の各号に該当するものをいう。 

一 補助対象事業の目的達成のために、別紙７に掲げる事業について、相互間の弾力的な遂

行のために必要と考えられる場合 

二 補助対象事業の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助対象事業者の創意工夫

により事業計画の変更を認めることが、より効果的に補助対象事業の目的達成に資する

ものと考えられる場合 

三 補助目的及び事業の遂行に関係ない事業計画の細部変更である場合 

四 補助対象経費の配分について、それぞれの配分額の３０％以内の変更である場合 

３ 前項の軽微な変更をしたときは、様式第６８による「訪日外国人旅行者周遊促進事業費

補助金（全国の観光地・観光産業における観光 DX 推進事業）交付決定軽微変更届出書」を

速やかに大臣に届け出なければならない。 

  

（交付決定の変更及び通知） 

第１４６条 大臣は、前条第１項の規定による交付決定変更申請書の提出があったときは、

審査のうえ、交付決定の変更を行い、様式第６９による「訪日外国人旅行者周遊促進事業費

補助金（全国の観光地・観光産業における観光 DX 推進事業）交付決定変更通知書」により

補助対象事業者に通知するものとする。 

２ 大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる｡ 

  

（申請の取下げ）  

第１４７条 補助対象事業者は、補助金の交付の決定後、その交付の決定に係る申請の取下

げをするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して３０日以内に、様式第７０によ

る「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（全国の観光地・観光産業における観光 DX 推

進事業）交付申請取下届出書」を大臣に提出しなければならない。 

  

（補助対象事業者の変更の届出） 

第１４８条 補助対象事業者は、住所若しくは名称又は代表者の氏名に変更があった場合に

は、様式第７１による「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（全国の観光地・観光産業

における観光 DX 推進事業）補助対象事業者等の変更届出書」を速やかに大臣に提出しなけ

ればならない。 

 

（補助対象事業の中止又は廃止）  

第１４９条 補助対象事業者は、補助対象事業を中止又は廃止しようとするときは、様式第

７２による「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（全国の観光地・観光産業における観

光 DX 推進事業）補助対象事業中止（廃止）承認申請書」を大臣に提出し、その承認を受け

なければならない。  

  

（遂行状況報告）  

第１５０条 大臣は、補助対象事業の遂行状況について、必要があると認められるときは様

式第７３による「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（全国の観光地・観光産業におけ
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る観光 DX 推進事業）補助対象事業遂行状況報告書」（以下「遂行状況報告書」という。）

を求め、調査することができる｡ 

２ 補助対象事業者は、補助対象事業が補助対象事業年度内に完了しない見込みであるとき

は、遂行状況報告書にその理由を付して事業年度の２月末日までに大臣に提出しなければ

ならない。 

３ 補助対象事業者は、前二項の規定にかかわらず、大臣の要求があったときは、速やかに補

助対象事業の遂行状況について報告しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１５１条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から起算して一月

を経過した日又は事業の完了の日が属する年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い期日

までに、様式第７４－１による「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（全国の観光地・

観光産業における観光 DX 推進事業）補助対象事業完了実績報告書」（以下「完了実績報告

書」という。）に必要に応じて参考となる資料を添えて大臣に提出しなければならない。 

２ 補助対象事業が完了せずに国の会計年度が終了した場合は、補助金の交付決定をした日

の属する会計年度の翌年度の４月３０日までに様式第７４－２による「訪日外国人旅行者

周遊促進事業費補助金（全国の観光地・観光産業における観光 DX 推進事業）補助対象事業

年度終了実績報告書」に必要に応じて参考となる資料を添えて大臣に提出しなければなら

ない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１５２条 大臣は、前条第１項の規定による完了実績報告書の提出があったときは、これ

を審査し、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれ

に付した条件に適合すると認めたときは、別紙７に定めるところにより、交付すべき補助

金の額を確定し、様式第７５による「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（全国の観光

地・観光産業における観光 DX 推進事業）の額の確定通知書」により補助対象事業者に通知

するものとする。なお、第１５４条第１項ただし書による概算払の支払額が本条による交

付すべき補助金の額を上回る場合は、次条第２項及び第４項の規定を準用する。 

 

（交付決定の取消及び補助金の返還命令） 

第１５３条 大臣は、第１４９条に定める補助対象事業の中止又は廃止の他、次の各号に掲

げる場合には、第１４４条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更すること

ができる。 

一 補助対象事業者が、法令、本要綱又は本要綱に基づく大臣の処分若しくは指示に違反し

た場合  

二 補助対象事業者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合  

三 補助対象事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為を行った場

合 

四 前各号に掲げる場合のほか、交付決定後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の

全部又は一部を継続する必要がなくなった場合 

五 間接補助事業者が、法令に違反又は間接補助金を間接補助事業以外の用途に使用した

場合 

２ 大臣は、前項の規定による交付決定の取消しを行った場合において、既に当該取消しに

係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一

部の返還を命ずるものとする。  

３ 大臣は、第１項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより、前項の返還を

命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年利
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１０．９５％の割合で計算した加算金の納付を併せ命ずるものとする。 

４ 第２項の補助金の返還期限は、補助金の交付決定の取消の通知の日から２０日以内とし、

期限内に納付がない場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額

につき、年利１０．９５％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第１５４条 大臣は、第１５２条の規定により補助すべき補助金の額を確定した後に、補助

対象事業者に対して補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合は、

概算払をすることができる。 

２ 補助対象事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、様式第７６－１による「訪

日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（全国の観光地・観光産業における観光DX推進事業）

概算払請求書」又は様式第７６－２による「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（全国

の観光地・観光産業における観光 DX 推進事業）支払請求書」を大臣に提出しなければなら

ない。なお、概算払の請求は、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第５８条

ただし書に基づく、財務大臣との協議が調った日以降とする。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１５５条 補助対象事業者は、補助対象事業の完了（大臣の承認を受けた中止及び廃止を

含む。）後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確

定したときは、様式第７７による「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（全国の観光

地・観光産業における観光 DX 推進事業）の消費税等の額の確定に伴う報告書」を速やかに

大臣に提出しなければならない。 

２ 大臣は、前項の報告があったときは、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還

を命ずるものとする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、納期日までに

納付がない場合は、未納金の額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．９５％の

割合で計算した延滞金を徴収するものとする。 

 

（取得財産等の管理等） 

第１５６条 補助対象事業者は、補助対象事業者及び間接補助事業者等が補助対象経費によ

り取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）については、補助対象

事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従

って、効率的に運用しなければならない。 

２ 補助対象事業者は、補助対象事業者及び間接補助事業者等が取得財産等について、様式

第７８による「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（全国の観光地・観光産業における

観光 DX 推進事業）取得財産管理台帳」を備え、管理しなければならない。 

 

 （財産の処分の制限） 

第１５７条 補助対象事業者は、取得財産等について、補助対象事業者等が補助事業等によ

り取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得

し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定めた件（平成２２年国土交通省告示第５

０５号。以下「財産処分告示」という。）に定めた期間内において、補助金の交付の目的に

反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供しようとするときは、あらかじめ大臣の

承認を受けなければならない。 

２ 補助対象事業者は、前項の承認を受けようとするときは、様式第７９による「訪日外国人

旅行者周遊促進事業費補助金（全国の観光地・観光産業における観光 DX 推進事業）補助対

象事業財産処分等承認申請書」を大臣に提出しなければならない。この場合において、当該
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取得財産等を処分することにより収入がある場合には、様式第８０による「訪日外国人旅

行者周遊促進事業費補助金（全国の観光地・観光産業における観光 DX 推進事業）補助対象

事業財産処分等収入金報告書」を大臣に提出し、大臣の請求に応じてその収入の全部又は

一部を国に納付しなければならない。 

３ 取得財産等のうち処分を制限する財産は、財産処分告示に定めた財産とする。 

 

（補助対象事業に関する書類の保存） 

第１５８条 補助対象事業者は、補助対象事業の経費については、帳簿及びすべての証拠書

類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかな

ければならない。 

２ 補助対象事業者は、前項の帳簿、証拠書類及び補助対象事業に関する書類を事業完了の

属する年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

 

（契約等） 

第１５９条 補助対象事業者は、補助対象事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をす

る場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助対象事業の運営上、一般の競

争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によるこ

とができる。 

２ 補助対象事業者は、補助対象事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施

しようとする場合は、実施に関する契約を締結し、大臣に届け出なければならない。 

３ 補助対象事業者は、前２項の契約に当たり、契約の相手方に対し、補助対象事業の適切な

遂行のために必要な調査に協力を求めるための措置をとることとする。 

４ 補助対象事業者は、第１項又は第２項の契約に当たり、国土交通省から補助金交付等停

止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としてはならない。ただ

し、補助対象事業の運営上、当該事業者でなければ補助対象事業の遂行が困難又は不適当

である場合は、大臣の承認を受けて当該事業者を契約の相手方をすることができる。 

５ 大臣は、補助対象事業者が前項本文の規定に違反して国土交通省からの補助金交付停止

措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合は

必要な措置を求めることができるものとし、補助対象事業者は大臣から求めがあった場合

はその求めに応じなければならない。 

６ 前５項までの規定は、補助対象事業の一部を第三者に請負わせ、又は委託し、若しくは共

同して実施する体制が何重であっても同様に取り扱うものとし、補助対象事業者は必要な

措置を講じるものとする。 

 

（債権譲渡の禁止）  

第１６０条 補助対象事業者は、第１４４条第１項の規定に基づく交付決定によって生じる

権利の全部又は一部を大臣の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）第２条第

３項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）

第１条の３に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 

２ 大臣が第１５２条 第１項の規定に基づく確定を行った後、補助対象事業者が前項ただし

書に基づいて債権の譲渡を行い、補助対象事業者が大臣に対し、民法（明治２９年法律第８

９号）第４６７条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律

（平成１０年法律第１０４号。以下「債権譲渡特例法」という。）第４条第２項に規定する

通知又は承諾の依頼を行う場合には、大臣は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留

し又は次の各号に掲げる異議をとどめるものとする。また、補助対象事業者から債権を譲

り受けた者が大臣に対し、債権譲渡特例法第４条第２項に規定する通知若しくは民法第４
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６７条又は債権譲渡特例法第４条第２項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様

とする。 

一 大臣は、補助対象事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺

し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。 

二 債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこ

れへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。 

三 大臣は、補助対象事業者による債権譲渡後も、補助対象事業者との協議のみにより、補

助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異

議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場

合の対応については、専ら補助対象事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定

されなければならないこと。 

３ 第１項ただし書に基づいて補助対象事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合において

は、大臣が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第４２条

の２の規定に基づき、大臣が同令第１条第３号に規定するセンター支出官に対して支出の

決定の通知を行ったときに生ずるものとする。 

 

（情報管理及び秘密保持）  

第１６１条 補助対象事業者は、補助対象事業の遂行に際し知り得た第三者の情報について

は、当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じ

て、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助対象事業の目的又は提供された目的以

外に利用してはならない。なお、情報のうち間接補助事業者その他の第三者の秘密情報（間

接補助事業者が取得した研究成果、事業関係者の個人情報等を含むがこれらに限定されな

い。）については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、

公表、漏えいしてはならない。  

２ 補助対象事業者は、補助対象事業の一部を第三者（以下「履行補助者」という。）に行わ

せる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。補助対象事業者

又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助対象事業者による違反行為

とみなす。  

３ 本条の規定は補助対象事業の完了後（廃止の承認を受けた場合を含む。）も有効とする。 

 

（暴力団排除に関する誓約）  

第１６２条 補助対象事業者は、別紙１の２に記載の暴力団排除に関する誓約事項について

補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意した

ものとする。 

 

（間接補助金交付の際付すべき条件等）   

第１６３条 補助対象事業者は、別に定める間接補助事業者の公募要領により選定された間

接補助事業者等に補助金を交付するときは、第１４３条から第１５８条までの規定及び第

１６７条に準ずる条件を付した交付規程を定めなければならない。 

２ 補助対象事業者は、前項の交付規程により付した条件等によって間接補助金に係る返還

等があったときは、速やかに大臣に報告し、その指示を受けなければならない。また、補助

対象事業の実施が完了した日以降においても、本要綱及び前項に定める交付規程に基づく

手続きが発生したときは、大臣及び間接補助事業者に対して必要な手続きを行わなければ

ならない。 

３ 補助対象事業者は、間接補助金の支払に必要な経費として第１５４条第１項ただし書に

よる補助金の支払を受けたときは、遅滞なく、間接補助金を間接補助事業者に支払わなけ

ればならない。 
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（電子情報処理組織による申請）   

第１６４条 補助対象事業者は、第１４３条の規定に基づく交付の申請、第１４５条の規定

に基づく交付決定の変更等の申請、第１４７条の規定に基づく申請の取下げ、第１４８条

の規定に基づく補助対象事業者の変更の届出、第１４９条の規定に基づく補助対象事業の

中止又は廃止の申請、第１５０条の規定に基づく状況報告、第１５１条の規定に基づく実

績報告、第１５４条第２項の規定に基づく支払請求、第１５５条第１項の規定に基づく消

費税仕入控除額の確定に伴う報告又は第１５７条第２項の規定に基づく財産の処分の承認

申請（以下「申請等」という。）については、電子情報処理組織を使用する方法（適正化法

第２６条の３第１項の規定に基づき大臣が定めるものをいう。以下同じ。）により行うこと

ができる。 

 

（電子情報処理組織による通知等）   

第１６５条 大臣は、前条の規定により行われた申請等に係る通知、承認、指示又は命令につ

いて、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。 

 

（指導監督等） 

第１６６条 大臣は、この要綱に基づく事業を行う者に対し、この要綱の施行のために必要

な限度において、補助対象事業の適切な実施のために必要な措置を命じ、又は必要な勧告、

助言又は援助を行うことができる。 

 

（事業評価の実施） 

第１６７条 補助支援を受けた事業について、要求があった場合には、補助対象事業者自ら

による事業の実施状況の確認、評価（以下「自己評価」という。）を行い、当該自己評価の

結果を期日までに報告しなければならない。更に事業終了後に現れる支援の効果等を検証

するため、翌年度以降に実施するフォローアップの対象となった場合には、要求があった

事項に対して期日までに報告しなければならない。 

 

（その他必要な事項） 

第１６８条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、別に定める。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、平成３０年６月２５日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 観光地域ブランド確立支援事業交付要綱（平成２５年３月７日観観振第２０７号－２）

は廃止する。 

３ 前項により廃止された交付要綱に基づき、平成２９年度までに実施した事業については、

なお従前の例による。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和２年６月１日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 改正前の交付要綱に基づき、平成３１年度（令和元年度）までの予算により実施した事業

については、なお従前の例による。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和２年１０月３０日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 本改正は、令和２年１０月３０日までに補助金交付申請を行ったものについても適用す

る。ただし、既に提出された書面については、この限りでない。 



39 
 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和３年４月１日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 改正前の交付要綱に基づき、令和２年度までの予算により実施した事業については、な

お従前の例による。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和３年４月２０日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 本改正は、令和３年４月１９日までに補助金交付申請を行ったものについても適用する。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和３年４月３０日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 本改正は、令和３年４月２９日までに補助金交付申請を行ったものについても適用する。 

 

  附  則 

１ この交付要綱は、令和３年５月１４日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 本改正は、令和３年５月１３日までに補助金交付申請を行ったものについても適用する。 

３ 感染防止対策等への支援の補助対象経費は、第４７条において準用する第２５条の規定

に基づく交付決定を行った日以前であっても、交付決定前の実施が必要であったと確認で

きる経費については、補助対象とすることができる。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和３年７月９日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 本改正は、令和３年７月８日までに補助金交付申請を行ったものについても適用する。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和３年９月３０日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 本改正は、令和３年９月２９日までに補助金交付申請を行ったものについても適用する。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和３年１１月２５日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 本改正は、令和３年１１月２４日までに補助金交付申請を行ったものについても適用す

る。 

３ 改正後の第２２条の適用にあたっては、改正前の第２２条に基づき通知した交付限度額

と改正前の別紙５に定められた交付限度額の合計額を改正後の第２２条に基づき通知した

ものとみなす。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和４年１月１８日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 改正前の交付要綱に基づき、実施した事業については、なお従前の例による。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和４年１月１９日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 本改正は、令和４年１月１８日までに補助金交付申請を行ったものについても適用する。 

３ 令和４年１月以降の新型コロナウイルスの感染拡大の速度に鑑み、当分の間、新型イン

フルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）第３１条の４第１項に基づきま

ん延防止等重点措置を実施すべき区域として公示された区域又は同条第３項に基づきまん
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延防止等重点措置を実施すべき区域に追加して公示された区域を含む都道府県（次項にお

いて「重点措置対象都道府県」という。）に対する第３条第二号ロの需要創出支援は、改正

後の別紙１Ⅰ（９）に関わらず、当該公示の日までに予約された旅行であって、同日から７

日以内（令和４年１月７日に公示された区域を含む都道府県に対する需要創出支援にあっ

ては同月２６日まで）に出発するものについては、なお従前の例による。 

４ 令和４年１月以降の新型コロナウイルスの感染拡大の速度に鑑み、当分の間、別紙１に

定める割引等事業に重点措置対象都道府県である隣接都道府県の居住者を含める都道府県

に対する第３条第二号ロの需要創出支援は、改正後の別紙１Ⅰ（１０）に関わらず、当該公

示の日までに予約された旅行であって、同日から７日以内（令和４年１月７日に公示され

た区域を含む都道府県に対する需要創出支援にあっては同月２６日まで）に出発するもの

については、なお従前の例による。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和４年１月３１日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 改正前の交付要綱に基づき、実施した事業については、なお従前の例による。 

 

附  則 

この交付要綱は、令和４年２月１８日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和４年３月２日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 本改正は、令和４年３月１日までに補助金交付申請を行ったものについても適用する。 

 

  附  則 

１ この交付要綱は、令和４年３月２２日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 改正前の交付要綱に基づき、実施した事業については、なお従前の例による。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和４年３月２５日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 本改正は、令和４年３月２４日までに補助金交付申請を行ったものについても適用する。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和４年４月２０日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 本改正は、令和４年４月１９日までに補助金交付申請を行ったものについても適用する。 

 

附  則 

この交付要綱は、令和４年５月１１日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和４年５月２０日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 本改正は、令和４年５月１９日までに補助金交付申請を行ったものについても適用する。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和４年６月２１日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 本改正は、令和４年６月２０日までに補助金交付申請を行ったものについても適用する。 

 

附  則 
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１ この交付要綱は、令和４年７月１４日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 本改正は、令和４年７月１３日までに補助金交付申請を行ったものについても適用する。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和４年８月２５日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 本改正は、令和４年８月２４日までに補助金交付申請を行ったものについても適用する。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和４年９月２８日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 本改正は、令和４年９月２７日までに補助金交付申請を行ったものについても適用する。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和４年１２月１２日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 改正前の交付要綱に基づき、実施した事業については、なお従前の例による。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和４年１２月１３日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 本改正は、令和４年１２月１２日までに補助金交付申請を行ったものについても適用す

る。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和５年２月１７日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 本改正は、令和５年２月１６日までに補助金交付申請を行ったものについても適用する。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和５年３月８日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 本改正は、令和５年３月７日までに補助金交付申請を行ったものについても適用する。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和５年３月２４日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 本改正は、令和５年３月２３日までに補助金交付申請を行ったものについても適用する。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和５年４月２７日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 本改正は、令和５年４月２６日までに補助金交付申請を行ったものについても適用する。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和５年１２月２７日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 本改正は、令和５年１２月２６日までに補助金交付申請を行ったものについても適用す

る。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和６年１月３０日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 本改正は、令和６年１月２９日までに補助金交付申請を行ったものについても適用する。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和６年３月２９日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 
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２ 改正前の交付要綱に基づき、実施した事業については、なお従前の例による。 

  

附  則 

１ この交付要綱は、令和６年１２月１７日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 改正前の交付要綱に基づき、実施した事業については、なお従前の例による。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和７年３月３１日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 改正前の交付要綱に基づき、実施した事業については、なお従前の例による。 

 

附  則 

１ この交付要綱は、令和７年１２月１７日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。 

２ 改正前の交付要綱に基づき、実施した事業については、なお従前の例による。 
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別紙１ 

Ⅰ．需要創出支援の内容 

第３条第二号ロの需要創出支援とは、新型コロナウイルス感染症(ＣＯＶＩＤ－１９)（以下「感

染症」という。）拡大の影響により旅行需要が落ち込んでいる中、地域的な感染の拡がりを抑制し

つつ、都道府県において、感染症の影響に考慮した「新たな旅のスタイル」への対応や、地域の観

光資源の魅力の再発見など、将来的な訪日外国人旅行者の誘致に寄与するために、補助対象事業

者である都道府県（以下「対象都道府県」という。）が実施する旅行商品や宿泊サービスに対する

割引及び旅行期間中に使用可能なクーポン券等の付与のために必要な費用を支援する事業であり、

以下の条件を満たすもの。 

（１） （４）の旅行に係る旅行商品又は宿泊サービスを対象とし、旅行代金又は宿泊代金が割り

引かれるもの（以下「対象商品」という。）であること。 

（２） 旅行期間中に使用可能なクーポン券の付与など、土産物店、飲食店、公共交通機関などの

幅広い産業に裨益する支援策を割引と併せて実施する場合は、付与されたクーポン券等が転

売されないような措置や旅行と無関係な使用がなされないような措置を講じるなど、本来の

目的とは異なる使用を防止する工夫をすること。 

※（４）①、②又は③に該当する旅行に対する割引等事業においては、クーポン券等の付与

を必ずしも前提とするものではない。また、準備が整った段階で事業に組み込むことも可

とする。 

※（４）④に該当する旅行に対する割引等事業においては、クーポン券等の付与を前提とす

る。ただし、クーポン券等の付与を開始できない事情がある対象都道府県については、ク

ーポン券等の付与の開始日を予め周知することを前提に、準備が整った段階で事業に組み

込むことも可とする。 

※（４）⑤に該当する旅行に対する割引等事業においては、原則として、旅行者のスマート

フォンを活用した電子クーポンの付与を前提とする。 

（３） 社会通念上、特定の者に金銭的な利益が偏って発生しないように配慮すること。また、換

金性の高い商品とならないようにすること。 

（４） 次のいずれかに該当する旅行であること。 

① 対象都道府県に居住する旅行者による当該対象都道府県内の旅行（令和３年４月１日か

ら令和４年４月２８日宿泊分（令和４年４月２９日チェックアウト分）及び令和４年５月

９日から令和４年１０月１０日宿泊分（令和４年１０月１１日チェックアウト分）までの

旅行に限る。ただし、令和３年１１月１９日から令和４年３月３１日宿泊分（令和４年４

月１日チェックアウト分）までの旅行については、隣接都道府県への往訪を旅程に含むも

のを含み、令和４年４月１日から令和４年４月２８日宿泊分（令和４年４月２９日チェッ

クアウト分）及び令和４年５月９日から令和４年１０月１０日宿泊分（令和４年１０月１

１日チェックアウト分）までの旅行については、隣接都道府県又は同一地域ブロック都道

府県への往訪を旅程に含むものを含む。） 

② 隣接都道府県に居住する旅行者による対象都道府県及び当該隣接都道府県内で完結す

る旅行（当該対象都道府県及び当該隣接都道府県以外の都道府県を単に通過するものを含

む。）のうち当該隣接都道府県内で完結する旅行（当該対象都道府県及び当該隣接都道府

県以外の都道府県を単に通過するものを含む。）を除いた旅行（令和３年１１月１９日か

ら令和４年４月２８日宿泊分（令和４年４月２９日チェックアウト分）及び令和４年５月

９日から令和４年１０月１０日宿泊分（令和４年１０月１１日チェックアウト分）までの

旅行に限る。） 

③ 同一地域ブロック都道府県に居住する旅行者による対象都道府県及び当該同一地域ブ

ロック都道府県内で完結する旅行（当該対象都道府県及び当該同一地域ブロック都道府県

以外の都道府県を単に通過するものを含む。）のうち当該同一地域ブロック都道府県内で
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完結する旅行（当該対象都道府県及び当該同一地域ブロック都道府県以外の都道府県を単

に通過するものを含む。）を除いた旅行（令和４年４月１日から令和４年４月２８日宿泊

分（令和４年４月２９日チェックアウト分）及び令和４年５月９日から令和４年１０月１

０日宿泊分（令和４年１０月１１日チェックアウト分）までの旅行に限る。） 

④ 日本国内に居住する旅行者による対象都道府県を目的地とする旅行（令和４年１０月１

１日から令和４年１２月２７日宿泊分（令和４年１２月２８日チェックアウト分）までの

旅行に限る。） 

⑤ 日本国内に居住する旅行者による対象都道府県を目的地とする旅行（令和５年１月１０

日から令和５年４月２８日宿泊分（令和５年４月２９日チェックアウト分）及び令和５年

５月８日からの旅行に限る。） 

※対象都道府県において、旅行者の居住地確認を必ず行うこと。 

※隣接都道府県とは、対象都道府県と陸地で接する又は道路、鉄道若しくは航路（日帰りで

往復ができるものとして認められる航路に限る。）によって接続する都道府県をいう。 

※同一地域ブロック都道府県とは、別表において、対象都道府県と同一の地域ブロックに存

する都道府県をいう。 

※①、②又は③に該当する旅行に対して対象都道府県が行う割引等事業において、その支援

対象に隣接都道府県又は同一地域ブロック都道府県（以下「隣接都道府県等」という。）

に居住する旅行者を含める場合には、対象都道府県の知事は、あらかじめ、対象に含める

都道府県の知事の同意を得ること。 

※④又は⑤に該当する旅行について、連続した８泊以上の宿泊を伴う旅行商品に対する割引

を行う場合には、７泊分までに限り支援の対象とすること。 

※同一の旅行について、複数の都道府県の割引等事業を適用できる場合において、当該旅行

に対して重複してこれらの割引等事業を適用した場合には、支援の対象外とする。 

※修学旅行等については、支援対象とする基準を児童生徒等の居住地とするか、又は、学校

の所在地とするか等について、地域の実情を踏まえ、各対象都道府県において定めるもの

とする。 

※⑤に該当する旅行に対して対象都道府県が行う割引等事業の対象期間については、対象都

道府県に対してこれまでに交付された予算の活用可能な範囲内で、各対象都道府県におい

て定めるものとする。 

（５） 以下により、本事業による旅行需要の喚起効果を最大限発揮するとともに、不正を防止す

るための措置を講ずること。 

① 本来の価格と割引後の価格（助成後の価格）を明示し、その差額に対し助成があること

を旅行者が明確に認知できるようにすること。 

② 対象商品の販売に際し、助成分を予め上乗せされ、本来の価格が不当に設定されること

により、需要創出支援の趣旨を逸脱した販売が行われないよう事業者に周知すること。特

に、需要動向や物価上昇などの影響を超えて、合理的な範囲を上回るような高額な価格設

定をしていることが明らかである場合などは、国へ報告を行うとともに、事業者の登録抹

消などの措置を含め、厳正に対処すること。 

③ 対象商品の販売に際しては、利用者が公平に購入可能な販売方法を用いるとともに、対

象都道府県内における多様な旅行商品及び小規模宿泊施設を取り扱っている地場の旅行

業者や宿泊事業者（地域の温泉協会や観光協会を含む。）、対象都道府県に所在しない旅行

業者、インターネット上のみで取引を行う旅行業者（ＯＴＡ）などによる販売を含め、一

般的に利用される販売経路を確保するとともに、それらの販売方法を公平に用いること。

特に、（４）④又は⑤に該当する旅行に対して行う割引等事業の実施にあたっては、対象

商品が全国の旅行業者によって販売されるようにすること。また、対象都道府県は、対象

商品の販売者が、取引先等の関係者に優先販売することを禁止するとともに、その旨の周
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知徹底を図ること。 

④ （４）④又は⑤に該当する旅行に対して行う割引等事業を実施する場合には、全国を対

象とした需要喚起を図る観点から、別紙３の(１)②又は③に定める一律の割引水準・クー

ポン付与額に基づいて実施すること。 

⑤ （４）④又は⑤に該当する旅行に対する割引等事業を実施する場合には、全国を対象と

して実施することとし、一部の都道府県に限って対象に含めることは認めないものとす

る。ただし、（１１）又は（１３）で定める場合は、この限りでない。 

⑥ （４）④又は⑤に該当する旅行に対して行う割引等事業の実施にあたっては、全国の旅

行事業者等により対象都道府県を目的地とする旅行商品が販売されることに鑑み、以下の

点に留意して事業を実施すること。 

（ア） 多くの旅行事業者やＯＴＡが対象都道府県の実施する割引等事業に参画すること

を踏まえ、申請書類等の簡素化を図るなど、旅行事業者や旅行者に過度の負担がか

からないよう工夫を行うこと。 

（イ） 複数の都道府県にまたがる旅行については宿泊数に応じた補助となることに鑑み、

割引に際し、同一内容の申請を都道府県ごとに行う必要が生じるなどの煩雑な手続

きが生じないよう、旅行事業者等がスムーズに手続きを行える環境を整備すること。 

（ウ） 幅広い事業者において販売がなされることで、需要喚起の効果が十分に発揮され

るよう、事業者の執行状況、予算残額、今後の執行見込み額等を把握するとともに、

事業者に対する予算配分を随時見直すこと。 

⑦ （４）④又は⑤に該当する旅行に対して行う割引等事業の実施にあたっては、事業にお

ける不正を防止するための措置として、別に定める事業者に対しては、対象商品の販売を

許可しないこと。 

⑧ 正当な理由なく、特定の旅行者が支援を受けられないなどの差別的な取扱いが生じない

よう、事業者に適切に周知徹底を図ること。 

⑨ その他、地域の実情に応じて、旅行需要の喚起効果の最大限の発揮と不正防止のため、

創意工夫を図ること。 

（６） 削除 

（７） 感染拡大防止を徹底するため、対象商品に係る事業者及び（２）の支援策に係る事業者に

対して関係する感染拡大予防ガイドラインを遵守させるとともに、分科会における提言など

政府の感染拡大防止策を踏まえて適切な対策を講じること（令和５年５月８日からの旅行を

除く。）。 

（８） 関係するガイドライン等に則して、ワクチンを接種済であること又はＰＣＲ検査等の検査

結果が陰性であることを利用条件とすること（令和５年５月８日からの旅行を除く。）。ただ

し、「感染再拡大（リバウンド）防止に向けた指標と考え方に関する提言」（令和３年４月１

５日新型コロナウイルス感染症対策分科会。以下「提言」という。）におけるステージⅡ相当

以下と都道府県知事が判断した都道府県において実施する令和３年１２月３１日宿泊分（令

和４年１月１日チェックアウト分）までの対象都道府県に居住する旅行者による当該対象都

道府県内の旅行に対する割引等事業については、従前の例により、本条件を適用しないこと

ができること。 

（９） （４）①、②又は③に該当する旅行に対して行う割引等事業において、事業開始後に感染

状況が「新たなレベル分類の考え方」（令和３年１１月８日新型コロナウイルス感染症対策

分科会）におけるレベル３（以下単に「レベル３」という。）相当以上（（８）ただし書の割

引等事業にあっては、提言におけるステージⅢ相当以上）と対象都道府県の知事が判断した

場合又は対象都道府県の区域が新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３

１号）第３２条第１項又は第３項に基づき緊急事態措置を実施すべき区域（以下「緊急事態

措置区域」という。）として公示された場合には、本事業を活用した割引等事業を停止し、対
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象都道府県の区域が同法第３１条の４第１項又は第３項に基づきまん延防止等重点措置を

実施すべき区域（以下「まん延防止等重点実施区域」という。）として公示された場合には、

当該公示に定められた同条第１項第１号の期間（以下「まん延防止等重点実施期間」という。）

中は、同法第３１条の６第１項に基づき当該都道府県が定める区域（以下「まん延防止等重

点措置区域」という。）の居住者による旅行及びまん延防止等重点措置区域を目的地とする

旅行に対しては、本事業を活用した割引等事業を停止すること。また、感染状況が「新たな

レベル分類の考え方」におけるレベル２（以下単に「レベル２」という。）相当であって、レ

ベル３相当以上への移行が想定される等の感染拡大局面にあると対象都道府県の知事が判

断した場合には、本事業を活用した割引等事業の停止の要否を検討すること。 

（１０） （４）①、②又は③に該当する旅行に対して行う割引等事業の対象に隣接都道府県等の

居住者を含める場合にあっては、当該隣接都道府県等の感染状況がレベル３相当以上と当該

隣接都道府県等の知事が判断した場合又は当該隣接都道府県等の区域が緊急事態措置区域

として公示された場合には、当該隣接都道府県等の居住者の旅行に対する本事業の活用を停

止し、当該隣接都道府県等の区域がまん延防止等重点実施区域として公示された場合には、

当該公示に定められたまん延防止等重点実施期間中は、当該まん延防止等重点実施区域に係

るまん延防止等重点措置区域の居住者の旅行に対する本事業を活用した割引等事業を停止

すること。また、（４）①、②又は③に該当する旅行に対して行う割引等事業の対象に隣接都

道府県等の居住者を含める場合にあっては、当該隣接都道府県等の感染状況がレベル２相当

であって、レベル３相当以上への移行が想定される等の感染拡大局面にあると当該隣接都道

府県等の知事が判断した場合には、当該隣接都道府県等の居住者の旅行に対する本事業を活

用した割引等事業の停止の要否を検討すること。 

（１１） （４）④又は⑤に該当する旅行に対して行う割引等事業において、対象都道府県の区域

が緊急事態措置区域として公示された場合、又は対象都道府県の区域がまん延防止等重点実

施区域として公示され、当該まん延防止等重点実施区域に係るまん延防止等重点措置区域が

定められた場合には、当該区域の居住者による旅行及び当該区域を目的地とする旅行に対し

ては、本事業を活用した割引等事業を停止すること。この場合にあっては、必要に応じて、

当該区域以外の当該都道府県の区域を目的地とする旅行に対しても、本事業を活用した割引

等事業を停止することができること。ただし、旅行者における混乱を防止する観点から、当

該区域以外の当該都道府県の区域を目的地とする旅行に対する割引等事業の停止にあたっ

ては、原則として新規予約に限って停止を行うこととし、感染状況等を踏まえて既存予約に

ついても停止する場合には、一定の経過措置期間を設けるなど、旅行者における混乱を防止

する措置を講じた上で実施すること。 

（１２） これらの公示がされていない場合であっても、対象都道府県の感染状況等を考慮した上

で、対象都道府県を目的地とする旅行に対して、必要に応じて本事業を活用した割引等事業

を停止することができること。ただし、旅行者における混乱を防止する観点から、割引等事

業の停止にあたっては、原則として新規予約に限って停止を行うこととし、感染状況等を踏

まえて既存予約についても停止する場合には、一定の経過措置期間を設けるなど、旅行者に

おける混乱を防止する措置を講じた上で実施すること。 

（１３） 対象都道府県の感染状況が相当程度悪化していると国が判断する場合には、当該都道府

県の全部若しくは一部の区域の居住者による旅行又は当該都道府県の全部若しくは一部の

区域を目的地とする旅行に対しても、本事業を活用した割引等事業を停止すること。 

Ⅱ．第２３条第３項の公表及び報告する事項は以下のとおりとする。 

１．販売する対象商品の内容及び数量並びにその販売時期及び利用可能時期 

２．対象商品の販売方法とその販売割合、その他旅行需要の喚起効果を最大限発揮するとともに、

不正を防止するために講じた措置 
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別表 

地域ブロック 都道府県 

北海道・東北 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 

関東 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 

北陸信越・中部 新潟 富山 石川 長野 福井 岐阜 静岡 愛知 三重 

近畿 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 

中国・四国 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 

九州・沖縄 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 
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別紙１の２ 

 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

 当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、補助金の交付を申請するに当たって、

また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたし

ます。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなって

も、異議は一切申し立てません。 

 

 

記 

 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人

等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、そ

の他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴

力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をも

って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるい

は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有し

ているとき。 
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別紙２ 

補助対象事業の区分 

 地域周遊観光促進事業における補助対象事業については、以下のとおり区分するものとする。 

１．訪日外国人旅行者等による地域周遊観光を促進するための調査・戦略策定に係る事業 

  連絡調整会議において策定された「地域周遊観光促進に係る地域方針」に基づき、滞在コンテンツ

の充実、受入環境整備、旅行商品流通環境整備、情報発信・プロモーションに係る事業を実施する上

で必要となる、調査・戦略策定に係る事業（訪日外国人旅行者等に対して当該地域への来訪等を促す

滞在プログラムの企画、滞在プログラムの実施に当たっての課題の抽出及び当該課題を解決するた

めに必要な事業の戦略策定、主たる滞在促進地区の魅力を向上するために必要な事業の戦略策定、そ

の他地域周遊観光促進のために必要となる調査等） 

２．訪日外国人旅行者等による地域的な周遊観光を促進するための滞在コンテンツの充実、受入環境整

備、旅行商品流通環境整備、情報発信・プロモーションに係る事業 

  連絡調整会議において策定された「地域周遊観光促進に係る地域方針」に基づき、実施する事業

（滞在プログラムを実施するに当たっての課題を解決するために必要な事業、当該地域の魅力を向

上するために必要な事業、旅行商品の流通環境を整備するために必要な事業、当該地域の魅力の情報

発信・プロモーションのために必要な事業、上記以外の事業で、地域周遊観光促進のために必要な事

業） 

 

 

訪日外国人旅行者等による地域的な周遊観光を促進するための調査・戦略策定に係る事業 

補助対象事業者 補助対象経費 補助率等 

登録 DMO が策定した事業計画

において、事業の実施主体とし

て記載された登録 DMO 及び地方

公共団体。 

 

 

連絡調整会議において決定された事業計画

に記載された経費であり、以下に掲げる経

費。 

訪日外国人旅行者等による地域周遊観光

を促進するための調査・戦略策定に係る事業

に要する経費 

・ マーケティング調査（ICT を活用した訪

日外国人旅行者等の流動動態調査、デジ

タルマーケティングを活用した国籍別

ニーズ調査・分析、当該地域内の宿泊数

調査、訪日外国人旅行者等の満足度調

査、ターゲット市場認知度調査、観光消

費額調査、来訪・再訪意向度調査、リピ

ーター率調査分析経費等）、協議会の開

催経費、専門家からの意見聴取に係る経

費、今後の事業展開の戦略策定経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別事業毎に定額 

（上限１，０００万

円） 
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訪日外国人旅行者等による地域周遊観光を促進するための滞在コンテンツの充実、受入環境整備、旅行

商品流通環境整備、情報発信・プロモーションに係る事業 

補助対象事業者 補助対象経費 補助率等 

登録 DMO が策定した事業計画

において、事業の実施主体とし

て記載された登録 DMO 及び地方

公共団体。 

 

 

 

連絡調整会議において決定された事業計画

に記載された経費であり、以下に掲げる経

費。 

 

(1)滞在コンテンツの充実、魅力向上のため

に必要な事業に関する経費 

イ 体験型・滞在型コンテンツ等企画・造成・

改善事業 

体験型・滞在型コンテンツ等企画開発経

費、課題抽出のためのモニタリング経

費、ワークショップ開催経費、共通食事

クーポン・共通入湯券等の企画開発経費 

ロ 旅行商品造成事業 

  旅行商品の企画開発経費、課題抽出のた

めのモニターツアー経費、旅行商品造成

のための旅行会社等招請経費 

ハ 名産品開発 

  名産品の企画開発経費 

 

(2)訪日外国人旅行者等の受入環境の整備の

ために必要な事業に関する経費 

イ 移動の快適化・利便向上事業 

二次交通情報の検索システム整備経費

（登録 DMO により実施される事業に限

る）、二次交通実証実験経費（登録 DMO

により実施される事業に限る）、共通乗

車船券の企画開発経費（登録 DMO により

実施される事業に限る） 

ロ 情報環境の改善・向上 

  観光案内ホームページ等 IT を活用した

情報提供・案内システムの整備経費（交

通事業者が実施する事業並びに観光拠

点情報・交流施設、観光案内所及び手荷

物集荷場・受渡場に係る事業を除く）、

データ通信利便性向上に関する事業経

費（無料公衆無線 LAN の機器購入費、機

器設置費用は除く） 

ハ 観光案内の改善・向上 

観光案内アプリの整備経費（公共交通事

業者により実施される交通機関を利用

するためのアプリの整備経費は除く）、

パンフレット等作成経費、観光音声案内

サービス提供経費 

ニ 人材育成 

地域事業者のスキルアップのためのセ

ミナー実施経費、体験型プログラム等の

ガイド育成経費（観光案内所におけるス

タッフ研修及び多様な宗教・生活習慣へ

個別事業毎に１／２

以内 

（ただし、同一事業

の経費について、翌

年度は２／５、翌々

年度は１／３） 
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の対応力の強化に関する研修は除く）、

地域住民意識啓発セミナーの実施経費 

ホ 提供サービスの品質保証、安全性確保に

関する事業 

  品質管理・保証システムの開発・普及経

費、安全管理に係る経費 

 

(3) 旅行商品の流通環境の整備のために必 

要な事業に関する経費 

イ 旅行商品、体験型・滞在型コンテンツ等

の販路開拓 

    OTA への掲載経費、販路開拓のための旅

行会社の招請及び旅行会社との商談に

係る経費、現地旅行エージェントの活用

経費 

ロ 予約システムへの旅行商品、体験型・滞

在型コンテンツ等の掲載 

  ITを活用した予約システムの整備経費、

予約システムへの旅行商品、体験型・滞

在型コンテンツ等の掲載・更新に係る経

費 

 

(4) 当該地域の魅力の情報発信・プロモーシ

ョンのために必要な事業に関する経費 

イ 旅行博等イベント出展 

  出展ブースの設置費用、事業のための旅

費 

ロ 広告・宣伝 

  ＷＥＢ・ＳＮＳを活用した広告経費、メ

ディア招請経費、インフルエンサー招請

経費、交通事業者等の民間事業者と連携

したキャンペーンの実施経費、現地旅行

エージェントを活用したプロモーショ

ン経費 

ハ プロモーション資材作成 

  プロモーション画像・動画の作成経費、

プロモーション用パンフレット類の作

成経費、ブランドを象徴するロゴ等デザ

イン作成経費 

 

(5)上記以外の事業で、地域周遊観光促進の 

ために必要な事業に関する経費 

 

 

 

金額の額の確定 

１．訪日外国人旅行者等による地域周遊観光を促進するための調査・戦略策定に係

る事業に係る補助金の額は、次に掲げる額のうち、いずれか少ない額を合算した

ものである。 

（１）補助金交付決定額の内訳となる個別事業の額 

（２）補助対象経費の内訳となる個別事業の実施額 

（３）補助対象経費の内訳となる個別事業の実施額から、当該個別事業に係る収入
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額を控除した額 

２．訪日外国人旅行者等による地域周遊観光を促進するための滞在コンテンツの充

実、受入環境整備、旅行商品流通環境整備、情報発信・プロモーションに係る事

業に係る補助金の額は、次に掲げる額のうち、いずれか少ない額を合算したもの

である。 

（１）補助金交付決定額の内訳となる個別事業の額 

（２）補助対象経費の内訳となる個別事業の実施額に１／２（ただし、同一事業の

経費について、翌年度は２／５、翌々年度は１／３）を乗じて得た額 

（３）補助対象経費の内訳となる個別事業の実施額から、当該個別事業に係る収入

額を控除した額に１／２（ただし、同一事業の経費について、翌年度は２／

５、翌々年度は１／３）を乗じて得た額 

＊消費税等仕入控除税額については、補助対象としないものとする。 

 

＊ 留意事項 

（１）補助対象事業については、それぞれの個別事業が地域周遊観光促進を実現することに寄与する

ものでなければならないものとし、例えば、特定の観光資源を紹介する観光パンフレットの作成

だけを行うような地域周遊観光促進に寄与しない個別事業については補助対象外とする。また、

外国人旅行者向けの情報発信については、外国人目線を取り入れて着地整備の取組を行っている

地域に限り、補助対象とする。日本人旅行者向けの情報発信については、旅行商品流通環境整備

事業で対象とした旅行商品の販売促進につながるものに限り、補助対象とする。 

（２）補助対象事業者が支出する経費についてのみ補助対象経費とする。 

（３）補助金を受ける際の会計は、他の会計とは別に区分経理を行うものとし、補助対象経費は、当

該事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類により金額等が確認できる支出のみ

を対象とする。 

（４）各個別事業については、設定された目標について事後評価を実施すること。また、目標の達成

状況を踏まえて評価を実施し、事業継続の中止や抜本的見直しを含め、次年度以降の事業計画に

反映させること。 

（５）特定の登録 DMO において、目標の達成状況が総合的に悪いと認められる場合は、当該登録 DMO

は次年度において第３条に定める補助対象事業者の対象外とする。 
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別紙３ 

需要創出支援 

補助対象事業者 補助対象経費 補助率等 

都道府県 

 

(1)旅行の促進のための補助等 

（直接経費） 

イ 旅行商品代金の割引額 

ロ 宿泊代金の割引額 

ハ クーポン券等の付与額 

  （プレミアム相当額） 

 

(2)事務経費 

イ システム管理費 

ロ 広報宣伝費 

ハ 管理委託費 

ニ その他事業の目的を遂行

するために必要であると大

臣が認めた経費（補助対象事

業者の運営費、人件費などの

経常経費は対象外） 

 

(1)旅行の促進のための補助等 

①別紙１のⅠ.（４）①、②又は③に該当する旅行

に対する割引等事業 

・旅行商品代金・宿泊料金の５０％以内で設定する

割合で割り引いた額（一人泊当たり 5,000 円を上

限とする） 

※日帰り旅行の場合は、日帰り旅行商品の代金の

５０％以内で設定する割合で割り引いた額（一

人当たり 5,000 円を上限とする。） 

 

・割引事業の補助に併せて、地域限定クーポン券等

を付与する場合は一人泊当たり 2,000 円を上限

として付与する額（日帰り旅行の場合は、一人当

たり 2,000 円を上限として付与する額） 

 

②別紙１のⅠ.（４）④に該当する旅行に対する割

引等事業 

・旅行商品代金・宿泊料金の４０％（一人泊当たり

5,000 円を上限とする。ただし、交通付旅行商品

の場合には、一人泊当たり 8,000 円を上限とす

る。） 

※日帰り旅行の場合は、日帰り旅行商品の代金の

４０％（一人当たり 5,000 円を上限とする。） 

 

・割引事業の補助に併せたクーポン券等の付与は、

平日の旅行については一人泊当たり 3,000 円、休

日の旅行については、一人泊当たり 1,000 円。 

※日帰り旅行の場合は、平日の旅行については一

人当たり 3,000 円、休日の旅行については、一
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人当たり 1,000 円とする。ただし、対象都道府

県の判断により、全部又は一部の日帰り旅行に

ついて、クーポン券等を付与しないこともでき

ることとする。 

 

③別紙１のⅠ.（４）⑤に該当する旅行に対する割

引等事業 

・旅行商品代金・宿泊料金の２０％（一人泊当たり

3,000 円を上限とする。ただし、交通付旅行商品

の場合には、一人泊当たり 5,000 円を上限とす

る。） 

※日帰り旅行の場合は、日帰り旅行商品の代金の

２０％（一人当たり 3,000 円を上限とする。） 

 

・割引事業の補助に併せたクーポン券等の付与は、

平日の旅行については一人泊当たり 2,000 円、休

日の旅行については、一人泊当たり 1,000 円。 

※日帰り旅行の場合は、平日の旅行については一

人当たり 2,000 円、休日の旅行については、一

人当たり 1,000 円とする。ただし、対象都道府

県の判断により、全部又は一部の日帰り旅行に

ついて、クーポン券等を付与しないこともでき

ることとする。 

 

(2)事務経費 

これまでに第２５条の規定による補助金の交付決

定を行った額（第２９条の規定による補助金の変更交

付決定を行った場合には、その額）の合計の５分の１

を上限（消費税が発生する場合は別途対象となる。）

とする。 
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＊ 留意事項 

（１） 別紙１のⅠ.（４）①、②又は③に該当する旅行に対する割引等事業については、具体的な支援

内容、支援対象、クーポン券等の付与の有無等の制度設計は都道府県において行うものとする。 

（２） 地方創生臨時交付金を活用した自治体による上乗せ等、独自の助成金等との併給は可能だが、

Ｇｏ Ｔｏ トラベル事業との併給は認められない。なお、別紙１のⅠ.（４）④又は⑤に該当す

る旅行について、独自の助成金による上乗せ等を行う場合は、旅行商品代金・宿泊料金における

それぞれの割引等の内訳を明示することとする。 

（３） 地域の幅広い産業に裨益する支援策としてクーポン券等の付与を行う場合には、実際に旅行者

が使用した分に限り補助対象経費とすることができる。 

（４） 休日とは、宿泊を伴う旅行の場合については、土曜日、その翌日が祝日である日曜日及び祝日

並びにその翌日が土曜日である祝日をいい、日帰り旅行の場合については、土曜日、日曜日及び

祝日をいう。平日とは、休日以外の日をいう。 

（５） 令和３年９月３０日付け観観振第１６４号、観観産第１８８号による交付要綱の一部改正で定

められた、国土交通大臣が認めた市町村において地域限定クーポン券等の付与額の上限額に

2,000 円を加えた額を上限額とすることができることとした規定については、令和４年３月３１

日までの旅行に対して付与する場合に限り、効力を有する。 

（６） 別紙１のⅠ.（４）④又は⑤に該当する旅行において、複数の都道府県にまたがった宿泊を伴

う旅行商品に対する割引等を実施する場合には、当該都道府県ごとの宿泊数に応じて補助を行う

ものとする。ただし、各々の宿泊ごとの料金が明らかである場合又は当該都道府県間の協議が整

った場合はこの限りではない。 

（７） 交通付旅行商品とは、旅行者の移動のための交通サービス（特定の施設内の移動サービス又は

遊覧サービスのみを提供するものは除く。）を旅行商品に含むものをいい、具体的には、有料列

車、乗合バス、タクシー、ハイヤー、船舶（離島航路に係るものを除く。）（これらの交通機関が

提供する交通サービスについては片道５０km 以上利用するものに限る。）、貸切バス（２時間以

上利用するものに限る。）、航空機又は離島航路に係る船舶の利用を含むものをいう。 



56 
 

別紙４ 

感染防止対策等への支援 

補助対象事業者 補助対象経費 補助率等 補助対象経費の 

遡及適用日 

都道府県 

 

(1)間接補助事業に要する経費 

イ 宿泊事業者が感染拡大予防ガイド

ラインその他都道府県が設定する基

準等に対応するために実施する感染

拡大防止対策に必要となる設備、機

器、必需品等の導入、専門家による感

染症防止策に係る検証等に要する経

費を助成する事業に要する経費 

ロ 宿泊事業者が実施するマイクロツ

ーリズム、ワーケーション等に対応し

たコンテンツの開発、施設改修や非接

触チェックインシステムの導入等新

たな需要に対応するための取組に要

する経費を助成する事業に要する経

費 

ハ 都道府県が実施する宿泊事業者に

おける感染拡大防止策の実施状況を

確認するための調査等に要する経費 

 

(2)事務経費 

イ システム管理費 

ロ 管理委託費 

ハ その他事業の目的を遂行するため

に必要であると大臣が認めた経費（補

助対象事業者の運営費、人件費などの

経常経費は対象外） 

 

(1) 補助事業に要す

る経費 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)事務経費 

(1) 間接補助事業に

要する経費イ及びロ

として交付される額

の 10％を上限（消費

税が発生する場合は

別途対象となる。）と

する。ただし、第４７

条で準用する第２９

条に基づき補助金の

額を減額する変更決

定がなされる場合に

は、補助金が減額さ

れる前の交付決定に

おける間接補助事業

に要する経費イ及び

ロとして交付される

額の 10％を上限（消

費税が発生する場合

は別途対象となる。）

とする。 

令和２年５月 14 日

（ (1)の経費に限

る。） 

＊ 留意事項 

（１）具体的な支援内容等の制度設計は都道府県において行うものとするが、補助対象経費の(1) 間

接補助事業に要する経費イ及びロについて、本事業による補助額は、各都道府県において施設の規



57 
 

模等に応じ段階的に設定できるものとし、その際、１施設あたりの上限額を併せて500万円とする。 

（２）地方創生臨時交付金を活用した自治体による上乗せ等、独自の助成金等との併給は可能。 
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別紙４の２ 

地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化 

補助対象事業者 補助対象経費 補助率等 

民間事業者等 

 

(1)間接補助事業に要する経費 

イ 観光拠点再生計画又は自然公園法上の利用拠点整備改

善計画に基づき観光施設を再生し、さらに地域全体で魅力

と収益力向上を図るための改修等に要する経費の一部を

助成する事業に要する経費 

 

ロ 自治体、登録 DMO、候補 DMO 等が観光拠点再生計画を作

成するにあたり必要となる協議会運営や専門家派遣等に

要する経費 

 

 

(1) 間接補助事業に要

する経費 

１／２、２／３、定額 

 

 

 

 

 

 

民間事業者 (2)事務経費 

労務費、普及関連費、外注費、会議費、旅費、通信運搬費、

消耗品費、物品費、事務所維持費、光熱、水費、賃借料、

印刷費、図書費、謝金、広告費、その他事業の目的を遂行

するために特に必要であると大臣が認める経費（公租公課

等） 

 

(2)事務経費 

上限 150 億円 

＊ 留意事項 

（１）具体的な支援内容等の詳細は、別途公募要領に定める。 

（２）補助金を受ける際の会計は、他の会計とは別に区分経理を行うものとし、補助対象経費は、当

該事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類により金額等が確認できる支出のみ

を対象とする。 

（２）の事務経費は、所要額の積み上げによるものとする。 
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別紙４の３ 

地域観光魅力向上事業 

補助対象事業者 補助対象経費 補助率等 

地方公共団体、

DMO、民間事業

者等 

(1)間接補助事業に要する経費 

地域の観光資源を活用した収益性が高く独自性・新規

性のある観光コンテンツについて販路開拓及び情報発信

に要する経費の一部を助成する事業に要する経費 

 

 

 

(1) 間接補助事業に

要する経費 

１／２（１件あた

りの助成額につい

て、400 万円以下の

部分については定

額） 

 

 

民間事業者 (2)事務経費 

イ 人件費 

ロ 旅費 

ハ 会議費 

ニ 謝金 

ホ 外部有識者派遣経費 

ヘ 外注費 

ト 補助人件費 

チ その他諸経費（通信・連絡費、印刷製本費、その他

事業を行うために特に必要と認められるもの） 

 

(2)事務経費 

(1)の間接補助事業

に要する経費として

交付される額の 10％

を上限（消費税が発

生する場合は別途対

象となる。）とす

る。 

※留意事項  

（１）の間接補助事業に要する経費の助成額は、1 件あたりの上限額を 1,250 万円とする。 

（２）の事務経費は、所要額の積み上げによるものとする。 
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別紙４の４ 

地方創生プレミアムインバウンドツアー集中展開事業 

補助対象事業者 補助対象経費 補助率等 

地方公共団体、

DMO、民間事業

者等 

(1)間接補助事業に要する経費 

文化、自然、食、スポーツ等の分野での特別な体験コ

ンテンツ・イベント等の創出を図る取組に要する経費の

一部を助成する事業に要する経費 

 

(1)間接補助事業に要

する経費 

1,000 万円定額に

加え、1,000 万円か

ら 8,000 万円まで補

助率 1/2（最低事業

費 1,500 万円（最低

自己負担額 250 万

円）） 

民間事業者等 (2)事務経費 

イ 人件費 

ロ 旅費 

ハ 会議費 

ニ 謝金 

ホ 外部有識者派遣経費 

ヘ 外注費 

ト 補助人件費 

チ その他諸経費（通信・連絡費、印刷製本費、その他

事業を行うために特に必要と認められるもの） 

 

(2)事務経費 

事業費総額（交付

決定時）の１割以内

とする。 

注１：具体的な支援内容等の詳細は、別途公募要領等に定める。 

注２：事務経費は、所要額の積み上げによるものとする。 
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別紙４の５ 

観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業 

補助対象事業者 民間事業者 

補助対象事業費 間接補助率等 

区分 内容 

(1)間接補助事

業に要する経費 

 

①新創出型 

多様な地域資源を活用した観光コンテンツの造

成、効果的な情報発信や販路開拓等に要する経費

の一部を助成する事業に要する経費 

 

 

②品質向上型 

 より高単価なインバウンド向けのオプショナル

ツアー等の造成に向け品質向上等に要する経費の

一部を助成する事業に要する経費 

 

 

③分野特化型（ガストロノミー） 

 地域の食資源を活用し、幅広い連携により、地

域の食文化を体感できる質の高い観光コンテンツ

の造成、販路開拓等に要する経費の一部を助成す

る事業に要する経費 

①新創出型 

400 万円まで定額、400 万

円を超える部分は事業費

2,100 万円まで補助 1/2 

（最低事業費 600 万円） 

 

②品質向上型 

 800 万円まで定額、800 万

円を超える部分は事業費

4,200 万円まで補助 1/2 

（最低事業費 1,200 万円） 

 

③分野特化型（ガストロノ

ミー） 

400 万円まで定額、400 万

円を超える部分は事業費

2,500 万円まで補助 1/2（最

低事業費 600 万円） 

(2)事務経費 

 

イ 人件費 

ロ 旅費 

ハ 会議費 

ニ 謝金 

ホ 外注費 

ヘ 補助人件費 

ト その他諸経費（通信・連絡費、印刷製本費、

その他事業を行うために特に必要と認められる

もの） 

 

(1)の間接補助事業に要す

る経費として交付される額

の 10％を上限とする。 

※留意事項  

（１）の間接補助事業に要する経費の助成額 

 ①新創出型 1 件あたりの上限額を 1,250 万円とする。 

 ②品質向上型 １件あたりの上限額を 2,500 万円とする。 

 ③分野特化型（ガストロノミー） 1件あたりの上限額を 1,450 万円とする。 

（２）の事務経費は、所要額の積み上げによるものとする。 

 

 

 

 

 



62 
 

別紙５ 感染防止対策等への支援に係る都道府県ごとの補助対象経費の上限額 

 

（千円） 

都道府県 補助対象経費の上限額 

北海道 5,869,976  
青森県 1,323,490  
岩手県 1,234,959  
宮城県 1,157,634  
秋田県 914,452  
山形県 1,157,634  
福島県 2,480,003  
茨城県 1,238,321  
栃木県 2,098,982  
群馬県 2,130,360  
埼玉県 909,970  
千葉県 2,476,641  
東京都 5,262,583  

神奈川県 2,385,868  
新潟県 2,536,036  
富山県 692,563  
石川県 1,510,639  
福井県 1,529,690  
山梨県 3,154,636  
長野県 7,252,861  
岐阜県 1,901,747  
静岡県 4,641,741  
愛知県 1,505,036  
三重県 1,703,391  
滋賀県 974,967  
京都府 5,460,938  
大阪府 2,595,430  
兵庫県 2,393,713  
奈良県 874,109  

和歌山県 1,543,138  
鳥取県 858,420  
島根県 842,730  
岡山県 1,138,583  
広島県 1,442,279  
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山口県 941,348  
徳島県 842,730  
香川県 936,865  
愛媛県 1,038,845  
高知県 898,763  
福岡県 1,957,779  
佐賀県 562,567  
長崎県 2,252,511  
熊本県 2,026,139  
大分県 2,184,151  
宮崎県 986,174  

鹿児島県 2,334,318  
沖縄県 6,811,324  
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別紙６ 

 

Ⅰ.能登半島地震観光支援事業の内容 

 第３条第２号トの能登半島地震観光支援事業とは、北陸地方（石川県、富山県、福井県、新潟県を

いう。以下同じ。）の各県が、令和６年能登半島地震による風評被害を払拭し、深刻な影響を受けた

北陸地方の旅行需要を早期に回復及び喚起するため、国内旅行者はもとより訪日旅行者が旅行商品又

は宿泊サービスを購入する際に割引を行うために必要な費用を支援する事業であり、以下の条件を満

たすもの。 

（１）目的地が北陸地方に限定される宿泊を伴う旅行商品又は宿泊サービス（以下「旅行商品

等」という。）を対象とし、旅行代金又は宿泊代金が割り引かれるもの（以下「対象商品」

という。）であること。 

（２）個々の旅行商品等の割引額は、旅行商品等の単価に５０％の割引率を乗じた額又は別紙６

の２別表における割引限度額のうち、いずれか小さい方の額の範囲内であること。 

（３）以下により、本事業による旅行需要の喚起効果を最大限発揮するとともに、不正を防止す

るための措置を講ずること。 

 ① 対象商品の販売に際しては、補助事業であることを明らかにするとともに、本来の価格

と割引後の価格（助成後の価格）を明示し、その差額に対し助成があることを旅行者が明

確に認知できるようにすること。 

 ② 対象商品の販売に際し、助成分を予め上乗せされ、本来の価格が不当に設定されること

により、支援の趣旨を逸脱した販売が行われないよう事業者に周知すること。特に、需要

動向や物価上昇などの影響を超えて、合理的な範囲を上回るような高額な価格設定をして

いることが明らかである場合などは、国へ報告を行うとともに、事業者の登録抹消などの

措置を含め、厳正に対処すること。 

 ③ 対象商品の販売に際しては、利用者が公平に購入可能な販売方法を用いるとともに、制

度の趣旨に鑑み、公平性に留意しつつ、北陸地方内における多様な旅行商品及び宿泊サー

ビスを取り揃えている地場の旅行業者及び宿泊事業者の活用を含め、複数の販売方法を用

いること。また、対象商品の販売者が、取引先等の関係者に優先販売することを禁止する

とともに、その旨の周知徹底を図ること。 

 ④ 本事業の目的である北陸地方の観光支援という観点から、ビジネス目的での本事業の利

用を極力排除するための措置を講じること。 

 ⑤ 正当な理由なく、特定の旅行者が支援を受けられないなどの差別的な取扱いが生じない

よう、事業者に適切に周知徹底を図ること。 

 ⑥ 事業における不正を防止するための措置として、別に定める事業者に対しては、対象商

品の販売を許可しないこと。 

 ⑦ 対象商品の販売に際しては、日本政府観光局が行う訪日プロモーション等と適切に連携

すること。 

 ⑧ その他、地域の実情に応じて、旅行需要の喚起効果の最大限の発揮と不正防止のため、

創意工夫を図ること。 

 ※同一の旅行について、複数の県の割引等事業を適用できる場合において、当該旅行に対し

て重複してこれらの割引等事業を適用した場合には、支援の対象外とする。 

  

Ⅱ. 第２３条第３項の公表及び報告する事項は以下のとおりとする。 

  （１）販売する対象商品の内容及び数量並びにその販売時期及び利用可能時期 

  （２）対象商品の販売方法とその販売割合、その他旅行需要の喚起効果を最大限発揮するととも

に、不正を防止するために講じた措置  
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別紙６の２ 

能登半島地震観光支援事業 

補助対象事業者 補助対象経費 補助率等 

石川県、富山

県、福井県、新潟

県 

 

(1)旅行の促進のための補助 

（直接経費） 

イ 旅行代金の割引額 

ロ 宿泊代金の割引額 

 

 

(2)事務経費 

イ システム管理費 

ロ 広報宣伝費 

ハ 管理委託費 

ニ その他事業の目的を遂行

するために必要であると大

臣が認めた経費（補助対象事

業者の運営費、人件費などの

経常経費は対象外） 

 

(1) 旅行の促進のための補助 

旅行代金・宿泊代金の５０％で割り引いた額（ただ

し、旅行商品等あたりの割引限度額は別表による。） 

 

 

 

(2)事務経費 

これまでに第１４２条において準用する第２５条

の規定による補助金の交付決定を行った額（第１４２

条において準用する第２９条の規定による補助金の

変更交付決定を行った場合には、その額）の合計の１

０分の１を上限（消費税が発生する場合は別途対象と

なる。）とする。 

 

 

別表 

旅行商品等 割引限度額 

宿泊サービス単体商品 ２０，０００円 

宿泊を含む交通付き旅行商品（１泊） ２０，０００円 

宿泊を含む交通付き旅行商品（２泊以上） ３０，０００円 

周遊型旅行商品（宿泊地が２県以上の旅行商品） ３５，０００円 
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別紙７ 

全国の観光地・観光産業における観光 DX推進事業 

 

補助対象事業

者 

補助対象経費 補助率等 

地 方 公 共 団

体、DMO、民間

事業者等 

(1)間接補助事業に要する経費 

観光地において、旅行者の利便性向上に資する宿泊・

交通・体験等に係るオンライン予約・キャッシュレス

決済の活用推進を通じたコンテンツの販路拡大や旅

行者の再来訪・周遊促進に資するマーケティング強化

のためのデジタルツール導入に要する経費 

補助率１／２ 

(上限 1,500 万円） 

(1)間接補助事業に要する経費 

観光産業において、自社ウェブサイトにおける予約・

決済の完結の推進やそのデータを活用したレベニュ

ーマネジメント推進による適切な価格の設定等を通

じた、収益・生産性の向上のためのデジタルツール導

入に要する経費   

補助率１／２ 

(上限 1,500 万円） 

(1) 間接補助事業に要する経費 

専門人材の伴走支援（※）に要する費用（※間接補助

事業者における DX 活用に向けた計画の策定、旅行者

の利便性向上や事業者の生産性向上に資するデジタ

ルツールの導入、旅行者の利便性向上や事業者の生産

性向上等に向けたデジタルツール導入後の活用） 

定額 

上限 800 万円 

民間事業者等 (2)事務管理費 

イ 人件費 

ロ 旅費 

ハ 会議費 

ニ 謝金 

ホ 外注費 

ヘ 管理委託費 

ト その他諸経費（通信・連絡費、印刷製本費、その

他業務を行うために必要と認められるもの） 

(1)の間接補助事業に要

する経費として交付さ

れる額の 10％を上限

（消費税が発生する場

合は別途対象となる。）

とする。ただし、第８条

に基づき補助金の額を

減額する変更決定がな

される場合には、補助金

が減額される前の交付

決定における(1)の間接

補助事業に要する経費

として交付される額の

10％を上限（消費税が発

生する場合は別途対象

となる。）とする。 

 

注１：補助対象事業者が支出する経費についてのみ補助対象経費とする。 

注２：補助金を受ける際の会計は、他の会計とは別に区分経理を行うものとし、補助対象経費は、当

該事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類により金額等が確認できる支出の

みを対象とする。  

注３：補助対象経費に係る消費税等のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費

税等相当分については、補助対象としないものとする。 



 

 

様式第１－１（第５条関係） 

 

第         号 

令和  年  月  日  

国土交通大臣 殿 

  

住  所 

名  称 

代表者名                

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付申請書 

（地域周遊観光促進事業）（定額補助分） 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（定額補助分）について、訪日外国人旅行者

周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け観観振第２６号）第５条第１項の規定に

基づき、下記のとおり交付されるよう別紙関係書類を添えて申請します。 

 

記 

１．地方ブロック名   

２．事業計画策定者名 

３．訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金の着手及び完了予定日 

令和  年  月  日～令和  年  月  日 

４．補 助 金 申 請 額               

                          円 

                               

（単位：円） 
 

番号 個別事業名 補助対象経費 補助金申請額 

１    

２    

３    

４    

５    

６    

７    

８    

９    

１０    

合  計   

 

５．別紙関係書類 



 

 

様式第１－２（第５条関係） 

 

第         号 

令和  年  月  日  

国土交通大臣 殿 

  

住  所 

名  称 

代表者名                

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付申請書 

（地域周遊観光促進事業）（定額補助分以外） 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（定額補助分以外）について、訪日外国人旅

行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け観観振第２６号）第５条第１項の規

定に基づき、下記のとおり交付されるよう別紙関係書類を添えて申請します。 

 

記 

１．地方ブロック名   

２．事業計画策定者名 

３．訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金の着手及び完了予定日 

令和  年  月  日～令和  年  月  日 

４．補 助 金 申 請 額               

                          円 

 

                             （単位：円） 
 

番号 個別事業名 補助対象経費 補助金申請額 

１    

２    

３    

４    

５    

６    

７    

８    

９    

１０    

合  計   

５．別紙関係書類 



 

 

様式第２（第５条関係） 

 

第         号 

令和  年  月  日  

国土交通大臣 殿 

  

住  所        

名  称 

代表者名                

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金の消費税等の額の取扱いについて 

（地域周遊観光促進事業） 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費

補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け観観振第２６号）第５条第２項の規定に基づき、下記の

とおり補助対象事業の消費税等の額の取扱いについて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１． 事業者種別  ※消費税の取扱いについて該当する箇所に○をつけて下さい。 

    

・（課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者）に該当します。 

 

補助対象期間  令和  年  月  日～令和  年  月  日 

基準期間    令和  年  月  日～令和  年  月  日 

課税期間    令和  年  月  日～令和  年  月  日 

消費税確定申告書期限  令和  年  月  日                                              

 

２．補助金申請額相当額 

                                                    

円 

               

３．消費税に係る仕入控除税額相当額（補助金ベース） 

円 

 

４．補助金申請額（２．－３．）  

   

円 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

様式第３（第６条関係） 

                                                              

第               号  

                                            令和  年  月  日  

 

 

補助対象事業者  殿 

 

 

                                                     国 土 交 通 大 臣 

 

 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付決定通知書（地域周遊観光促進事業） 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号で申請のあった令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事

業費補助金については、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け

観観振第２６号）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することを決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１．補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。 

 

      補助対象経費  金                        円 

                                                          （内訳別紙） 

      補助金の額    金                        円 

 

 

２．補助対象事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）及び訪日外国

人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱に定めるところに従わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第３ 別紙 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付決定事業 

（地域周遊観光促進事業）（内訳） 

 

 

 補助対象事業者名                     

 

                                                                           

(単位:円) 

個別事業名 補助対象経費 補助金額 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第４（第７条関係） 

 

                                                              第               号  

                                            令和  年  月  日  

 

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                住   所 

                                                名   称 

                                                代 表 者               

 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付決定変更申請書（地域周遊観光促進事業） 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定通知のありました標記補助金に係る補助

対象事業の内容を下記のとおり変更したいので、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平

成３０年６月２５日付け観観振第２６号）第７条第１項の規定に基づき、申請します。 

 

 

記 

 

 

１．変更事項及びその内容 

 

 

２．変更を必要とする理由 

 

 

３．変更後の補助対象事業に要する補助対象経費及び補助金希望額（変更前と変更後を示すこと） 

 

 

４．その他参考となる書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第５（第７条関係） 

 

第         号 

令和  年  月  日 

 

 

 

国土交通大臣 殿 

 

住   所  

                                      名   称  

                                     代 表 者              

 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付決定軽微変更届出書（地域周遊観光促進事業） 

 

 

令和  年  月 日付け第 号をもって交付決定通知のありました標記補助金に係る補助金対象事業

の内容を下記のとおり変更したので、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月

２５日付け観観振第２６号）第７条第３項の規定に基づき届出します。 

 

記 

 

１． 変更事項 

 

 

 

 

 

２． 変更を必要とする理由 

 

 

 

 

 

３． 変更後の補助事業に要する補助対象経費（変更前と変更後を示すこと） 

   

 

 

 

 

４． 変更した日 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第６（第８条関係） 

 

                                                              第               号  

                                            令和  年  月  日  

 

 

  補助対象事業者   殿 

 

 

                                                 国 土 交 通 大  臣 

 

 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付決定変更通知書（地域周遊観光促進事業） 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって変更申請のあった標記補助金に係る交付決定を別

紙のとおり変更したので、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日

付け観観振第２６号）第８条第１項の規定に基づき、通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                    様式第６ 別紙 

 

 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付決定事業 

（地域周遊観光促進事業）（内訳）（変更後） 

 

 

 補助対象事業者名                      

 

  

                                                                          

(単位:円) 

個別事業名 補助対象経費 補助金額 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

（注：下線部が変更部分） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第７（第９条関係） 

 

                                                              第               号  

                                            令和  年  月  日  

 

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                住   所 

                                                名   称 

                                                代 表 者                

 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付申請取下届出書（地域周遊観光促進事業） 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定通知のありました標記補助金に係る補助

対象事業を、下記の理由につき、取り下げたいので訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平

成３０年６月２５日付け観観振第２６号）第９条の規定に基づき届出します。 

 

 

記 

 

 

１．取下理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第８－１（第１０条関係） 

 

                                                              第               号  

                                            令和  年  月  日  

 

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                住   所 

                                                名   称 

                                                代 表 者                

 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金事業計画策定者の変更届出書 

（地域周遊観光促進事業） 

 

 

  標記について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け観観振

第２６号）第１０条の規定に基づき、下記のとおり変更があったので届出します。 

 

 

記 

 

 

１．変更事項 

 

 

 変更前 変更後 

  

（注：下線部が変更部分） 

 

 

２．変更した年月日 

 

    令和  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第８－２（第１０条関係） 

 

                                                              第               号  

                                            令和  年  月  日  

 

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                住   所 

                                                名   称 

                                                代 表 者                

 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業者等の変更届出書 

（地域周遊観光促進事業） 

 

 

  標記について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け観観振

第２６号）第１０条の規定に基づき、下記のとおり変更があったので届出します。 

 

 

記 

 

 

１．変更事項 

 

 

 変更前 変更後 

  

（注：下線部が変更部分） 

 

 

２．変更した年月日 

 

    令和  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第９（第１１条関係） 

                                                              

第               号  

                                            令和  年  月  日  

 

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                住   所 

                                                名   称 

                                                代 表 者               

 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業中止（廃止）承認申請書 

（地域周遊観光促進事業） 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定（変更）通知のありました標記補助金に係

る補助対象事業について、下記の理由につき、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成

３０年６月２５日付け観観振第２６号）第１１条の規定に基づき、中止（廃止）したいので申請します。 

 

 

記 

 

 

１．補助事業中止（廃止）理由 

 

 

 

２．補助事業の中止（廃止）時期 

 

 

 

３．中止（廃止）する事業の内容 

 

 

 

４．その他参考となる書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１０（第１２条関係） 

                                                              

第               号  

                                            令和  年  月  日  

 

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                住   所 

                                                名   称 

                                                代 表 者               

 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業遂行状況報告書 

（地域周遊観光促進事業） 

（第  四半期） 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定（変更）通知のありました標記補助対象事

業の実施状況について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け

観観振第２６号）第１２条第１項の規定により、第  四半期分を別紙のとおり報告します。 

 

 

（別紙）補助対象事業遂行状況表（第 四半期分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１０ 別紙 

 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業遂行状況表 

（地域周遊観光促進事業） 

（第  四半期） 

 

補助対象事業者名                   

（単位：円） 

個別事業名 補助対象経費 交付決定額 事業の実施状況 備考 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

     

     

     

 

 

（添付書類） 

・事業毎の実施状況の参考となる書類（開催日時、実施内容、参加者、ＨＰアクセス件数、二次交通

の運行本数、乗車人員 等） 

・次期四半期の実施予定 

・今後の事業計画スケジュール表 

・第２四半期においては、補助対象事業の中間評価を踏まえ記載すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１１－１（第１３条関係） 

                                                              

第               号  

                                            令和  年  月  日  

 

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                住   所 

                                                名   称 

                                                代 表 者               

 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業完了実績報告書 

（地域周遊観光促進事業） 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定（変更）通知のありました標記補助対象事

業の完了実績について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け

観観振第２６号）第１３条の規定により、別紙のとおり報告します。 

 

 

（別紙）補助対象事業完了実績表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１１－１ 別紙１ 

 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業完了実績表 

（地域周遊観光促進事業）（定額補助分） 

 

補助対象事業者名                   

 （単位：円） 

 

番

号 

 

個別事業名 

 

補助対象 

経費 

（Ａ） 

交付決定

額 

（Ｂ） 

実施額 

（Ｃ） 

収入 

（Ｄ） 
計上額 ① 
（Ｅ＝Ｃ） 

 
計上額 ② 
（Ｆ＝Ｃ－Ｄ） 

補助金額 
（Ｂ、Ｅ，Ｆの

いずれか少ない

額） 

  

 

 

       

  

 

 

       

  

 

       

         

         

 

合  計 

       

 

（補助対象事業者の添付書類） 

（１）補助対象事業が完了したことを確認するに足りる書類 

（２）補助対象経費の実績額を明らかにした書類 

（３）補助対象経費の支払いを証明する書類（添付できない場合は、後日提出すること。） 

（４）その他参考となる書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１１－１ 別紙２ 

 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業完了実績表 

（地域周遊観光促進事業）（定額補助分以外） 

 

補助対象事業者名                   

 （単位：円） 

 

番

号 

 

個別事業名 

 

補助対象 

経費 

（Ａ） 

交付決定

額 

（Ｂ） 

実施額 

（Ｃ） 

収入 

（Ｄ） 

計上額 ① 
（Ｅ＝Ｃ✕補助

率） 

 

計上額 ② 
（Ｆ＝（Ｃ－Ｄ）

✕補助率） 

補助金額 
（Ｂ、Ｅ，Ｆの

いずれか少ない

額） 

  

 

 

       

  

 

 

       

  

 

       

         

         

 

合  計 

       

 

（補助対象事業者の添付書類） 

（１）補助対象事業が完了したことを確認するに足りる書類 

（２）補助対象経費の実績額を明らかにした書類 

（３）補助対象経費の支払いを証明する書類（添付できない場合は、後日提出すること。） 

（４）その他参考となる書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１１－２（第１３条関係） 

                                                              

第               号  

                                            令和  年  月  日  

 

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                住   所 

                                                名   称 

                                                代 表 者               

 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業年度終了実績報告書 

（広域周遊観光促進事業） 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定（変更）通知のありました標記補助対象事

業の年度終了実績について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日

付け観観振第２６号）第１３条の規定により、別紙のとおり報告します。 

 

 

（別紙）補助対象事業年度終了実績表 



 

 

様式第１１－２ 別紙 

 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業年度終了実績表 

（広域周遊観光促進事業） 

 

補助対象事業者名                   

 （単位：円） 

 

番

号 

 

個別事業名 

 

補助対象 

経費 

（Ａ） 

交付決定

額 

（Ｂ） 

実施額 

（Ｃ） 

収入 

（Ｄ） 

計上額 ① 
（Ｅ＝Ｃ✕補助

率） 

 

計上額 ② 
（Ｆ＝（Ｃ－Ｄ）

✕補助率） 

補助金額 
（Ｂ、Ｅ，Ｆの

いずれか少ない

額） 

  

 

 

       

  

 

 

       

  

 

       

         

         

 

合  計 

       

 

（補助対象事業者の添付書類） 

（１）参考となる書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１２（第１４条関係） 

                                                             

第               号  

                                            令和  年  月  日  

 

 

 補助対象事業者  殿 

 

 

                                                   国 土 交 通 大 臣 

                     

 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金の額の確定通知書（地域周遊観光促進事業） 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって実績報告のあった令和  年度訪日外国人旅行者

周遊促進事業費補助金については、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月

２５日付け観観振第２６号）第１４条の規定により、別表のとおり確定したので、通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１２（第１４条関係） 別表 

 

 

 

                                     

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金確定補助金額（地域周遊観光促進事業） 

 

 

 

補助対象事業者名                     

 

                                                                           

(単位:円) 

個別事業名 補助対象経費 補助金額 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１３－１（第１６条関係） 

                                                              

第               号  

                                            令和  年  月  日  

 

 

官署支出官 国土交通省大臣官房会計課長  殿 

 

                                                住   所 

                                                名   称 

                                                代 表 者              

 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金支払請求書（地域周遊観光促進事業） 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって補助金の額の確定通知のありました標記補助金に

ついて、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け観観振第２６号）

第１６条第２項の規定に基づき、下記のとおり補助金の支払いを請求します。 

 

 

記 

 

 
（注） 
（１）上記２.以下の各欄は、通帳を確認の上、通帳の記載どおり確実に記入すること。 
（２）上記３.は、金融機関名を記入の上、銀行・信用金庫・その他のいずれかに○を付けるこ

と。 
なお、その他の場合にあっては、金融機関名（例：○○農業協同組合）を記入すること。 

（３）上記４.は、普通預金・当座預金のいずれかに○を付けること。 
（４）上記５.の口座番号は、右詰めで記入すること。 
 

 

 

 

１．補助金額 金                          円 

２．受取人 
（口座名義） 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

住所 
(〒       －          ) 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

氏名  

３．振込先金融
機関及び支店
名 

 

 

 

 

銀 行 

信 用 金 庫 

そ の 他 

 支店 

（その他：                             ） 

４．預金種別      普通預金 当座預金 

５．口座番号        



 

 

様式第１３－２（第１６条関係） 

 

第         号 

令和  年  月  日 

官署支出官 

国土交通省大臣官房会計課長  殿 

                                                住  所 

                                                名  称 

                                                代表者名              

 
令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金概算払請求書（地域周遊観光促進事業） 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって補助金の交付決定（変更）通知のありました標記補

助金について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け観観振第

２６号）第１６条第２項の規定に基づき、下記のとおり補助金の支払いを請求します。 

 

 

記 

 

（注） 

（１）上記５.以下の各欄は、通帳を確認の上、通帳の記載どおり確実に記入すること。 

（２）上記６.は、金融機関名を記入の上、銀行・信用金庫・その他のいずれかに○を付けるこ

と。なお、その他の場合にあっては、金融機関名（例：○○農業協同組合）を記入すること。 

（３）上記７.は、普通預金・当座預金のいずれかに○を付けること。 

（４）上記８.の口座番号は、右詰めで記入すること。 

 

本件責任者（会社・部署名）： 

（ 氏  名 ）： 

（ 連 絡 先 ）： 

担 当 者（会社・部署名）： 

（ 氏  名 ）： 

（ 連 絡 先 ）： 

 

１．補助金額 金                          円 

２．概算払受領済額 金                          円 

３．今回請求額 金                          円 

４．残額 金                          円 

５．受取人 

（口座名義） 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

住所 
(〒       －          ) 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

氏名  

６．振込先金融機関

及び支店名 

 

 

 

 

銀 行 

信用金庫 

そ の 他 

 支店 

（その他：                             ） 

７．預金種別      普通預金 当座預金 

８．口座番号        



 

 

様式第１４（第１７条関係） 

                                                              

第               号  

                                            令和  年  月  日  

国土交通大臣  殿 

 

                                                住   所 

                                                名   称 

                                                代 表 者               

 

 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金の消費税等の額の確定に伴う報告書 

（地域周遊観光促進事業） 

 

令和  年  月  日付け第 号をもって額の確定通知のあった標記補助金に係る補助対象事業

の消費税等について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け

観観振第２６号）第１７条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１．事業者種別  

消費税の取扱いについて該当する箇所に○をつけ、補助事業年度における対象期間を記載して下 

さい。 

課税事業者   対象期間：令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

簡易課税事業者 対象期間：令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

免税事業者   対象期間：令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

                                                   

 

２．補助金額（国土交通大臣が確定通知書（交付要綱第１４条）により通知した額） 

                                                    

円 

 

３．補助金の確定時における消費税に係る仕入控除税額 

 

円 

 

４．消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税に係る仕入控除税額 

 

円 

 

５．補助金返還相当額（４.－３.） 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１５（第１８条関係） 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（地域周遊観光促進事業） 
 

取  得  財  産  管  理  台  帳（令和   年度） 

  

取得者の氏名・ 

名称 
財 産 名 規  格 数 量 

単 価 

（単位：円） 

金  額 

（単位：円） 
取得年月日 耐用年数 保 管 場 所 備 考 

          

注１ 対象となる取得財産等は、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け観観振第２６号）第２０条第３項に規定す
る財産とする。  

  ２ 取得年月日は、検収年月日を記載すること。



 

 
 

様式第１６（第２０条関係） 

                                                              

第               号  

                                            令和  年  月  日  

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                住   所 

                                                名   称                      

                                                代 表 者                       

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業財産処分等承認申請書 

（地域周遊観光促進事業） 

 

 

  訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金により令和  年度に取得した財産について、下記のとおり

処分（使用目的の変更、譲渡、交換、貸付、担保提供）をしたいので、訪日外国人旅行者周遊促進事業

費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け観観振第２６号）第２０条第２項の規定により申請しま

す。 

 

 

１．補助対象事業の名称 

 

 

２．処分（使用目的の変更、譲渡、交換、貸付、担保提供をしようとする財産等） 

 

財産等の 

種類 

 

財産等の名称 

 

数量 

取得価格（単位：円）  

取得年月日 単価 

 

金額 

 

 

 

     

 

 

     

 

                                                         

 

３．処分（使用目的の変更、譲渡、交換、貸付、担保提供）を必要とする理由及びその方法 

 



 

 
 

様式第１７（第２０条関係） 

                                                              

第               号  

                                            令和  年  月  日  

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                住   所 

                                                名   称                      

                                                代 表 者                      

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業財産処分等収入金報告書 

（地域周遊観光促進事業） 

 

令和  年  月  日付け   第   号で承認のあった財産処分について、収入金がありま

したので、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け観観振第２

６号）第２０条第２項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

１．補助対象事業者の名称 

 

２．補助対象事業の名称 

 

３．補助金の確定通知額及びその年月日 

 

４．補助対象経費の合計額 

 

５．既に収入金又は収益金として返還した金額及びその年月日 

 

６．収入金の合計額 

（内訳） 

 

７．納付すべき金額及びその年月日 

 

８．納付すべき金額の算出基礎 

 

 

 

 

  



 

 
 

様式第１８（第２２条及び第１４２条関係） 

 

第    号 

令和  年 月  日 

 

 

補助対象事業者  殿 

 

 

                                                     国 土 交 通 大 臣 

 

 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業補助金交付限度額通知書 

 

 

  訪日外国人旅行者周遊促進事業補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け観観振第２６号）第２

２条の規定に基づき、下記のとおり交付限度額を決定したので、通知します。 

 

 

記 

 

 

１．交付限度額は、次のとおりとする。 

 

      金                        円 

 

 

２．補助対象事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、補

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）及び訪日外国人旅行

者周遊促進事業費補助金交付要綱に定めるところに従わなければならない。 

 

 

以上 

 

  



 

 
 

様式第１９（第２２条及び第１４２条関係） 

 

第    号 

令和  年 月  日 

 

 

補助対象事業者  殿 

 

 

                                                     国 土 交 通 大 臣 

 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業補助金交付限度額変更通知書 

 

 

 

  令和  年  月  日付け第  号をもって通知した令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事

業補助金交付限度額について、訪日外国人旅行者周遊促進事業補助金交付要綱（平成３０年６月２５

日付け観観振第２６号）第２２条の規定に基づき、下記のとおり交付限度額を変更したので、通知し

ます。 

 

 

記 

 

１．変更後の交付限度額は、次のとおりとする。 

 

      金                        円 

 

 

２．補助対象事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、補

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）及び訪日外国人旅行

者周遊促進事業費補助金交付要綱に定めるところに従わなければならない。 

 

 

以上 

 

  



 

 
 

 様式第２０（第２４条及び第４７条関係） 

 

第     号 

令和  年  月  日 

国土交通大臣 殿 

  

○○県 

県知事 ○○ ○○                

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付申請書 

 

 地域観光事業支援費補助金交付申請書について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱

（平成３０年６月２５日付け観観振第２６号）第○条の規定に基づき、下記のとおり交付されるよう

別紙関係書類を添えて申請します。 

 

記 

１．事業の着手及び完了予定日 

令和  年  月  日～令和  年  月  日 

 

 

 

２．補 助 金 申 請 額               

     

 

                      円 

                         

 

 

 

３．別紙関係書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

様式第２１（第２６条及び第４７条関係） 

 

第     号 

令和  年  月  日 

 

 

補助対象事業者  殿 

 

 

                                                     国 土 交 通 大 臣 

 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付決定通知書 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号で申請のあった地域観光事業支援費補助金については、訪日

外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け観観振第２６号）第○条の

規定に基づき、下記のとおり交付することを決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１．補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。 

 

      補助対象経費  金                        円 

                                                           

      補助金の額    金                        円 

 

 

２．補助対象事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、補

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）及び訪日外国人旅行

者周遊促進事業費補助金交付要綱に定めるところに従わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

様式第２２（第２７条、第４７条及び第１４２条関係） 

 

                                                              第     号 

令和  年  月  日 

 

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                ○○県 

県知事 ○○ ○○                                                    

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付申請取下書 

 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定通知のありました標記補助金に係る補助

対象事業を、下記の理由につき、取り下げたいので、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱

（平成３０年６月２５日付け観観振第２６号）第○条の規定に基づき届出します。 

 

 

記 

 

 

１．取下理由 

 

  



 

 
 

様式第２３（第２８条、第４７条及び第１４２条関係） 

 

                                                              第     号 

令和  年  月  日 

 

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                ○○県 

県知事 ○○ ○○              

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付決定変更交付申請書 

 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定通知のありました標記補助金に係る補助

対象事業の内容を下記のとおり変更したいので、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平

成３０年６月２５日付け観観振第２６号）第○条の規定に基づき、申請します。 

 

 

記 

 

 

１．変更事項及びその内容 

 

 

２．変更を必要とする理由 

 

 

３．変更後の補助対象事業に要する補助対象経費及び補助金希望額（変更前と変更後を示すこと） 

 

 

４．その他参考となる書類 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

様式第２４（第３０条、第４７条及び第１４２条関係） 

 

                                                              第     号 

令和  年  月  日 

 

 

  補助対象事業者   殿 

 

 

                                                 国 土 交 通 大  臣 

 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付決定変更通知書 

 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって変更交付申請のあった標記補助金にかかる交付決

定を以下のとおり変更したので、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月

２５日付け観観振第２６号）第○条の規定に基づき、通知します。 

 

 

 

記 

 

 

１．変更後の補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。 

 

      補助対象経費  金                        円 

                                                           

      補助金の額    金                        円 

 

 

２．補助対象事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、補

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）及び訪日外国人旅行

者周遊促進事業費補助金交付要綱に定めるところに従わなければならない。 

 

 

 

 

 



 

 
 

                    様式第２５（第３１条、第４７条及び第１４２条関係） 

                                                              

第     号 

令和  年  月  日 

 

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                ○○県 

県知事 ○○ ○○              
 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付変更申請取下書 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定変更通知のありました標記補助金に係る

補助対象事業の内容変更の申請を、下記の理由につき、取り下げたいので訪日外国人旅行者周遊促進事

業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け観観振第２６号）第○条の規定に基づき届出します。 

 

 

記 

 

 

１．取下理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

様式第２６（第３２条、第４７条及び第１４２条関係） 

                                                              

第     号 

令和  年  月  日 

 

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                ○○県 

県知事 ○○ ○○              

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業遂行状況報告書 

 

 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定（変更）通知のありました標記補助対象事

業の実施状況について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け

観観振第２６号）第○条の規定により、別紙のとおり報告します。 

 

 

（別紙）補助対象事業遂行状況表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

様式第２６ 別紙 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業遂行状況表 

 

 

 

 補助対象事業者名                    

 

  

                                                                                                     

（単位：円） 

 

 
補助対象経費 補助金額 実施額 差額 備考 

 
     

 

 

     

 

 

     

合計      

 

（添付書類） 

・補助対象事業の遂行状況を明らかにした書類 

 



 

 
 

様式第２７（第３４条、第４７条及び第１４２条関係） 

                                                              

第     号 

令和  年  月  日 

 

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                ○○県 

県知事 ○○ ○○             
 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業完了（年度終了）実績報告書 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定（変更）通知のありました標記補助対象事

業の完了（年度終了）実績について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６

月２５日付け観観振第２６号）第○条の規定により、別紙のとおり報告します。 

 

 

（別紙）補助対象事業完了（年度終了）実績表 

 



 

 
 

様式第２７ 別紙 

 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業完了（年度終了）実績表 

 

 

補助対象事業者名                   

 （単位：円） 

 

 

補助対象 

経費 

（Ａ） 

交付決定

額 

（Ｂ） 

実施額 

（Ｃ） 

収入 

（Ｄ） 

計上額 ① 

（Ｅ＝Ｃ✕

補助率） 

 

計上額 ② 

（Ｆ＝（Ｃ

－Ｄ）✕補

助率） 

補助金額 

（Ｂ、Ｅ，

Ｆのいずれ

か少ない

額） 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

合計        

 

 

（補助対象事業者の添付書類） 

参考となる書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

様式第２８（第３４条、第４７条及び第１４２条関係） 

                                                              

第     号 

令和  年  月  日 

 

 

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                ○○県 

県知事 ○○ ○○               

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金消費税等仕入控除税額報告書 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定（変更）通知のありました標記補助対象事

業の年度終了実績について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５

日付け観観振第２６号）第○条の規定により、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

１．適正化法第１５条の補助金の額の確定額 

金        千円 

（令和  年  月  日付け   第   号による額の確定通知額） 

 

２．補助金の額の確定時に減額した消費税等相当額 

金        千円 

 

３．消費税額及び地方消費税額の申告により確定した仕入れに係る消費税等相当額 

金        千円 

 

４．交付金返還相当額（３．－２．） 

金        千円 

 

 



 

 
 

様式第２９（第３５条及び第４７条関係） 

                                                              

第     号 

令和  年  月  日 

 

 

 補助対象事業者  殿 

 

 

                                                   国 土 交 通 大 臣 

                     

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金の額の確定通知書 

 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって実績報告のあった地域観光事業支援費補助金につ

いては、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け観観振第２６

号）第○条の規定により、以下のとおり確定したので、通知します。 

 

 

 

 

 

記 

 

 

１．補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。 

 

      補助対象経費  金                        円 

                                                           

      補助金の額    金                        円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

様式第３０（第３６条、第４７条及び第１４２条関係） 

                                                              

第     号 

令和  年  月  日 

 

国土交通省大臣官房会計課長  殿 

 

                                                ○○県 

県知事 ○○ ○○            

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金支払請求書 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって補助金の額の確定通知のありました標記補助金に

ついて、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け観観振第２６

号）第○条の規定に基づき、下記のとおり補助金の支払いを請求します。 

 

記 

 

 
（注） 
（１）上記４.以下の各欄は、通帳を確認の上、通帳の記載どおり確実に記入すること。 
（２）上記５.は、金融機関名を記入の上、銀行・信用金庫・その他のいずれかに○を付けるこ

と。 
なお、その他の場合にあっては、金融機関名（例：○○農業協同組合）を記入すること。 

（３）上記６.は、普通預金・当座預金・別段預金のいずれかに○を付けること。 
（４）上記７.の口座番号は、右詰めで記入すること。  

１．補助金額 金                          円 

２．概算払受領済額 金                          円 

３．今回請求額 金                          円 

４．受取人 
（口座名義） 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

住所 
(〒       －          ) 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

氏名  

５．振込先金融機関
及び支店名 

 

 

 

銀 行 

信 用 金 庫 

そ の 他 

 支店 

（その他：                             ） 

６．預金種別      普通預金 当座預金     別段預金 

７．口座番号        



 

 
 

様式第３１（第３６条、第４７条及び第１４２条関係） 

 

第    号  

                                            令和 年 月  日  

国土交通省大臣官房会計課長  殿 

                                              ○○県 

県知事 ○○ ○○ 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金概算払請求書 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって補助金の交付決定（変更）通知のありました標記補助

金について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け観観振第２

６号）第○条の規定に基づき、下記のとおり補助金の支払いを請求します。 

 

記 

 

 
（注） 
（１）上記５.以下の各欄は、通帳を確認の上、通帳の記載どおり確実に記入すること。 
（２）上記６.は、金融機関名を記入の上、銀行・信用金庫・その他のいずれかに○を付けること。 

なお、その他の場合にあっては、金融機関名（例：○○農業協同組合）を記入すること。 
（３）上記７.は、普通預金・当座預金・別段預金のいずれかに○を付けること。 
（４）上記８.の口座番号は、右詰めで記入すること。 
 
本件責任者（ 部 署 名 ）：  

（ 氏  名 ）：  
（ 連 絡 先 ）： 

 
担 当 者（ 部 署 名 ）：  

（ 氏  名 ）： 
（ 連 絡 先 ）： 

 

１．交付決定（変更）

通知額 
金                          円 

２．概算払受領済額 金                          円 

３．今回請求額 金                          円 

４．残額 金                          円 

５．受取人 

（口座名義） 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

住所 
(〒   -    ) 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

氏名  

６．振込先金融機関

及び支店名 
 

銀 行 

信 用 金 庫 

そ の 他 

   支店 

（その他：     ） 

７．預金種別      普通預金 当座預金     別段預金 

８．口座番号        



 

 
 

様式第３２－１（第４２条、第４７条、第８８条、第１１２条、第１３６条及び第１４２条関係） 

 

 

表   面 

 ←                ９ｃｍ                → 

↑ 
 

 第   号 

    年  月  日発行 

 

                                    官 職 氏    名     

                         年  月  日生   

 

 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第23条第２項の

規定による検査員の証 

 

   年  月  日まで有効 

                            国土交通大臣    印  

  

 

 

 

６．５ 

ｃｍ 

 

 

 

 

 

 ↓ 
 

    備考 用紙は厚紙白紙とする。 

 

 

裏  面 

 
 

  補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）（抄） 

 

第23条 各省各庁の長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があ 

るときは、補助対象事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は当

該 

職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若し 

くは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを 

提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならな 

い。 

 

 

      



 

 
 

様式第３２－２（第４３条、第４４条、第４７条及び第１４２条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

国土交通大臣  殿 

 

住    所 

名    称 

代 表 者 

 

 

財産処分承認申請書 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱第 条の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

１．処分の内容 

 

 

 ①処分する財産名等  

 

 

 ②処分の内容（有償・無償の別も記載のこと。）及び処分予定日 

  処分の相手方（住所、氏名又は名称、使用の目的等） 

 

 

２．処分理由 

 
  



 

 
 

様式第３３（第４８条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

国土交通大臣  殿 

 

住    所 

名    称 

代 表 者 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付申請書 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値

化）の交付について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱第４８条の規定に基づき、下

記のとおり申請します。 

なお、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）及び交付要綱の定める

ところに従うことを承知の上、申請します。 

 

 

記 

 

１． 補助事業の開始及び完了予定日 

令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

２． 補 助 対 象 経 費   金          円 

 

３． 補 助 金 交 付 申 請 額   金          円 

 

４． 別紙関係書類 

 

  



 

 
 

様式第３４（第４９条関係） 

 

第             号 

令和  年  月  日 

 

補助対象事業者  殿 

 

 

                                                国 土 交 通 大  臣 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付決定通知書 

 

令和  年  月  日付で申請のあった「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（地域一体と

なった観光地・観光産業の再生・高付加価値化）」」については、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補

助金交付要綱第４９条の規定に基づき、下記のとおり交付することを決定したので通知する。 

 

 

記 

 

１． 補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。 

 

補 助 対 象 経 費   金          円 

補 助 金 の 額   金          円 

 

 

２． 補助対象事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７

９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）

及び訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱に定めるところに従わなければならな

い。 

  



 

 
 

様式第３５（第５０条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

国土交通大臣  殿 

 

住    所 

名    称 

代 表 者 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付申請取下書 

 

  令和  年  月  日付で交付決定通知のありました「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金

（地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化）」」に係る交付申請につきまして、下記の

理由につき、取り下げたいので訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱第５０条の規定に基

づき届出します。 

 

 

記 

 

 

１．取下理由 

 

  



 

 
 

様式第３６（第５２条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

国土交通大臣  殿 

 

住    所 

名    称 

代 表 者 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付決定の変更申請書 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱第５２条の規定に基づき、交付決定の変更につい

て下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

１．変更事項及びその内容 

 

 

２．変更を必要とする理由 

 

 

３． 変更後の補助対象経費及び補助金交付申請額 

 

補 助 対 象 経 費   金          円 

補 助 金 交 付 申 請 額   金          円 

 

 

４．別紙関係書類 

  



 

 
 

様式第３７（第５３条関係） 

 

第             号 

令和  年  月  日 

 

補助対象事業者  殿 

 

 

                                                国 土 交 通 大  臣 

 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付決定変更通知書 

  

 

令和  年  月  日付で変更申請のあった「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（地域一

体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化）」」については、訪日外国人旅行者周遊促進事業

費補助金交付要綱第５３条第１項の規定に基づき、下記のとおり変更することを決定したので通知す

る。 

 

 

記 

 

１． 補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。 

 

補 助 対 象 経 費   金                    円 

補 助 金 の 額   金                    円 

 

 

２． 補助対象事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７

９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）

及び訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱に定めるところに従わなければならな

い。 

  



 

 
 

様式第３８（第５６条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

国土交通大臣  殿 

 

住    所 

名    称 

代 表 者 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金状況報告書 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱第５６条の規定に基づき、下記のとおり報告しま

す。 

 

 

記 

 

１．補助事業の遂行状況 

 

２．補助対象経費の区分別収支概要 

 

  



 

 
 

様式第３９（第５７条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

国土交通大臣  殿 

 

住    所 

名    称 

代 表 者 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金実績報告書 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱第５７条の規定に基づき、下記のとおり報告しま

す。 

 

 

記 

 

１．実施した補助事業 

 （１）補助事業の内容 

 （２）重点的に実施した事項 

 （３）補助事業の効果 

 

２．補助事業の収支決算 

 （１）収  入                           （単位：円） 

項    目 金          額 

自 己 資 金 

補 助 金 充 当 額 
 

合    計  

  

  



 

 
 

（２）支  出 

  （イ）総括表                           （単位：円） 

区 

分 

補助事業に 

要した経費 
補助対象経費 補助金充当額 

計画額 実績額 計画額 実績額 流用額 
流用 

後額 
実績額 

流用後 

交付 

決定額 

実績額 

          

          

合 

計 
         

 

  （ロ）経費の内訳 （各経費の配分ごとの実績の内訳を記載） 

 

 

（注１）当該年度に財産を取得しているときは、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱第

６２条の規定に基づき取得財産管理明細表を添付することとする。 

（注２）消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告する場合は、次の算式を明記する

こと。 

    補助金所要額－消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額＝補助金額 

（注３）支出総括表の流用後交付決定額は、区分間の流用をした場合に流用後の交付決定額を記載す

ることとする。 

 

  



 

 
 

様式第４０（第５８条関係） 

 

第             号 

令和  年  月  日 

 

補助対象事業者  殿 

 

 

国 土 交 通 大  臣 

 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金の額の確定通知書 

 

 

令和  年  月  日付で実績報告のあった訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（地域一体

となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化）については、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補

助金交付要綱第５８条の規定により、以下のとおり確定したので、通知します。 

 

 

記 

 

補 助 対 象 経 費   金                    円 

補 助 金 の 額   金                    円 

 

 

  



 

 
 

様式第４１（第５９条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

国土交通省大臣官房会計課長  殿 

住    所 

名    称 

代 表 者 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金支払請求書 

 

 

令和  年  月  日付で補助金の額の確定通知のありました訪日外国人旅行者周遊促進事業費

補助金（地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化）について、訪日外国人旅行者周

遊促進事業費補助金交付要綱第５９条の規定に基づき、下記のとおり補助金の支払いを請求します。 

 

記 

 

本件責任者（ 部 署 名 ）： 

（ 氏   名 ）： 

（ 連 絡 先 ）： 

担 当 者（ 部 署 名 ）： 

（ 氏   名 ）： 

（ 連 絡 先 ）： 

 

１．補助金額 金                          円 

２．受取人 

（口座名義） 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

住所 
(〒       －          ) 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

氏名  

３．振込先金融機関

及び支店名 

 

 

 

 

銀 行 

信 用 金 庫 

そ の 他 

 支店 

（その他：                             ） 

４．預金種別      普通預金 当座預金 

５．口座番号        



 

 
 

様式第４２（第５９条関係） 

 

令和  年  月  日 

国土交通省大臣官房会計課長  殿 

住    所 

名    称 

代 表 者 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金概算払請求書 

 

令和  年  月  日付で補助金の交付決定（変更）通知のありました訪日外国人旅行者周遊促

進事業費補助金（地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化）について、訪日外国人

旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱第５９条の規定に基づき、下記のとおり補助金の支払いを請求

します。 

記 

 

本件責任者（ 部 署 名 ）： 

（ 氏   名 ）： 

（ 連 絡 先 ）： 

担 当 者（ 部 署 名 ）： 

（ 氏   名 ）： 

（ 連 絡 先 ）： 

１．交付決定（変更）通知額 金                          円 

２．概算払受領済額 金                          円 

３．今回請求額 金                          円 

４．残額 金                          円 

５．受取人 

（口座名義） 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

住所 
(〒   -    ) 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

氏名  

６．振込先金融機関及び支店

名 
 

銀 行 

信 用 金 庫 

そ の 他 

   支店 

（その他：     ） 

７．預金種別      普通預金 当座預金     別段預金 

８．口座番号        



 

 
 

様式第４３（第６０条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

国土交通大臣  殿 

 

住    所 

名    称 

代 表 者 

 

 

消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱第６０条の規定に基づき、下記のとおり報告しま

す。 

 

 

記 

 

１．補助金額（交付要綱第 条による額の確定額） 

       円 

 

２． 補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

       円 

 

３． 消費税額及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税 

及び地方消費税に係る仕入控除税額 

       円 

 

４．補助金返還相当額（３．－２．） 

       円 

  



 

 
 

様式第４４（第６２条関係） 

 

取得財産等管理台帳 

財産名 規格 数量 単価 金額 取得年月日 処分制限期間 保管場所 備考 

   円 円     

 

（注）１．対象となる取得財産等は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和

３０年政令第２５５号）第１３条第１号から３号に定める財産、取得価格又は効用の増加価

格が本交付要綱第 条に定める処分制限額以上の財産とする。 

   ２．財産名の区分は、（ア）不動産、（イ）船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク、（ウ）

（ア）（イ）に掲げるものの従物、（エ）車両及び運搬具、工具、器具及び備品、機械及び装

置、（オ）無形資産、（カ）開発研究用資産、（キ）その他の物件とする。 

   ３．数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割し

て記載すること。 

   ４．取得年月日は、検収年月日を記載すること。 

   ５．処分制限期間は、本交付要綱第 条に定める期間を記載すること。 

 

  



 

 
 

様式第４５（第６２条関係） 

 

取得財産等管理明細表（令和  年度） 

財産名 規格 数量 単価 金額 取得年月日 処分制限期間 保管場所 備考 

   円 円     

 

（注）１．対象となる取得財産等は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和

３０年政令第２５５号）第１３条第１号から３号に定める財産、取得価格又は効用の増加価

格が本交付要綱第 条に定める処分制限額以上の財産とする。 

   ２．財産名の区分は、（ア）不動産、（イ）船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク、（ウ）

（ア）（イ）に掲げるものの従物、（エ）車両及び運搬具、工具、器具及び備品、機械及び装

置、（オ）無形資産、（カ）開発研究用資産、（キ）その他の物件とする。 

   ３．数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割し

て記載すること。 

   ４．取得年月日は、検収年月日を記載すること。 

   ５．処分制限期間は、本交付要綱第 条に定める期間を記載すること。 

  



 

 
 

様式第４６（第６３条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

国土交通大臣  殿 

 

住    所 

名    称 

代 表 者 

 

 

財産処分承認申請書 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱第 条の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

１．処分の内容 

 

 

 ①処分する財産名等（別紙） ※取得財産等管理台帳の該当財産部分の抜粋等 

 

 

 ②処分の内容（有償・無償の別も記載のこと。）及び処分予定日 

  処分の相手方（住所、氏名又は名称、使用の目的等） 

 

 

２．処分理由 

  



 

 
 

様式第４７（第７０条、第９４条、第１１８条及び第１４２条関係） 

 

令和  年  月  日 

国土交通大臣 殿 

  

 

  

住   所 

名   称 

代 表 者 

 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付申請書 

 

 訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付申請書について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助

金交付要綱（平成３０年６月２５日付け観観振第２６号）第○条の規定に基づき、下記のとおり交付され

るよう別紙関係書類を添えて申請します。 

 

記 

１．事業の着手及び完了予定日 

令和  年  月  日～令和  年  月  日 

 

 

 

２．補助金申請額             

     

 

                      円 

                         

 

 

 

３．別紙関係書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

様式第４８（第７２条、第９６条及び第１４２条関係） 

 

第     号 

令和  年  月  日 

補助対象事業者  殿 

 

 

                                                     国 土 交 通 大 臣 

 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付決定通知書 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号で申請のあった訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金につい

ては、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け観観振第２６号）第

○条の規定に基づき、下記のとおり交付することを決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１．補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。 

 

      補助対象経費  金                        円 

                                                           

      補助金の額    金                        円 

 

 

２．補助対象事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179号）、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）及び訪日外国人旅

行者周遊促進事業費補助金交付要綱に定めるところに従わなければならない。 

  



 

 
 

様式第４９（第７３条、第９７条及び第１２１条関係） 

 

                                                             

令和  年  月  日 

 

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                 

住   所 

名   称 

代 表 者 

                                                                

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付申請取下書 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定通知のありました標記補助金に係る 

補助対象事業を、下記の理由につき、取り下げたいので、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 

交付要綱（平成３０年６月２５日付け観観振第２６号）第○条の規定に基づき届出します。 

 

 

記 

 

 

１．取下理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

様式第５０（第７４条及び第９８条関係） 

 

                                                              

令和  年  月  日 

 

 

国土交通大臣  殿 

                                                住   所 

名   称 

代 表 者 

           

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付決定変更交付申請書 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定通知のありました標記補助金に係る補助

対象事業の内容を下記のとおり変更したいので、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平

成３０年６月２５日付け観観振第２６号）第○条の規定に基づき、申請します。 

 

 

記 

 

 

１．変更事項及びその内容 

 

 

２．変更を必要とする理由 

 

 

３．変更後の補助対象事業に要する補助対象経費及び補助金希望額（変更前と変更後を示すこと） 

 

 

４．その他参考となる書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

様式第５１（第７６条及び第１００条関係） 

 

                                                              第            号 

令和  年  月  日 

 

 

  補助対象事業者   殿 

 

 

                                                 国 土 交 通 大  臣 

 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付決定変更通知書 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって変更交付申請のあった標記補助金にかかる交付決

定を以下のとおり変更したので、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月

２５日付け観観振第２６号）第○条の規定に基づき、通知します。 

 

 

 

記 

 

 

１．変更後の補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。 

 

      補助対象経費  金                        円 

                                                           

      補助金の額    金                        円 

 

 

２．補助対象事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）及び訪日外国

人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱に定めるところに従わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

様式第５２（第７７条、第１０１条及び第１２５条関係） 

                                                              

令和  年  月  日 

 

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                住   所 

名   称 

代 表 者 

             

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付変更申請取下書 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定変更通知のありました標記補助金に係る

補助対象事業の内容変更の申請を、下記の理由につき、取り下げたいので訪日外国人旅行者周遊促進事

業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け観観振第２６号）第○条の規定に基づき届出します。 

 

 

記 

 

 

１．取下理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

様式第５３（第７８条及び第１０２条関係） 

                                                               

令和  年  月  日 

 

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                住   所 

名   称 

代 表 者 

               

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業遂行状況報告書 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定（変更）通知のありました標記補助対象

事業の年度終了実績について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２

５日付け観観振第２６号）第○条の規定により、別紙のとおり報告します。 

 

 

（別紙）補助対象事業年度終了実績表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

様式第５３ 別紙 

 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業遂行状況表 

 

 

補助対象事業者名                   

 （単位：円）   

 

 
補助対象経費 補助金額 実施額 差額 備考 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

合計      

 

 

（添付書類） 

・補助対象事業の遂行状況を明らかにした書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

様式第５４（第８０条及び第１０４条関係） 

                                                               

令和  年  月  日 

 

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                住   所 

名   称 

代 表 者 

               

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業完了（年度終了）実績報告書 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定（変更）通知のありました標記補助対象

事業の完了（年度終了）実績について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０

年６月２５日付け観観振第２６号）第○条の規定により、別紙のとおり報告します。 

 

 

（別紙）補助対象事業完了（年度終了）実績表 

 

 

  



 

 
 

様式第５４ 別紙 

 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業完了（年度終了）実績表 

 

補助対象事業者名                   

 （単位：円）   

 

 

補 助

対象 

経費 

（Ａ） 

交 付

決 定

額 

（Ｂ） 

実 施

額 

（Ｃ） 

収入 

（Ｄ） 

計上額 ① 

（Ｅ＝Ｃ✕

補助率） 

計上額 ② 

（Ｆ＝（Ｃ－

Ｄ）✕補助

率） 

補助金額 

（Ｂ、Ｅ，Ｆのい

ずれか少ない

額） 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

合

計 

       

 

 

（補助対象事業者の添付書類） 

参考となる書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

様式第５５（第８０条、第１０４条及び第１２８条関係） 

                                                               

令和  年  月  日 

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                住   所 

名   称 

代 表 者 

             

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金消費税等仕入控除税額報告書 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定（変更）通知のありました標記補

助対象事業の年度終了実績について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成

３０年６月２５日付け観観振第２６号）第○条の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

１．適正化法第１５条の補助金の額の確定額 

金        千円 

（令和  年  月  日付け   第   号による額の確定通知額） 

 

２．補助金の額の確定時に減額した消費税等相当額 

金        千円 

 

３．消費税額及び地方消費税額の申告により確定した仕入れに係る消費税等相当額 

金        千円 

 

４．交付金返還相当額（３．－２．） 

金        千円 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

様式第５６（第８１条、第１０５条、第１２９条及び第１４２条関係） 

                                                               

第         号  

令和  年  月  日 

 

 補助対象事業者  殿 

 

                                                   国 土 交 通 大 臣 

                     

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金の額の確定通知書 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって実績報告のあった訪日外国人旅行者周遊促

進事業費補助金については、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６

月２５日付け観観振第２６号）第○条の規定により、以下のとおり確定したので、通知します。 

 

記 

 

 

１．補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。 

 

      補助対象経費  金                        円 

                                                           

      補助金の額    金                        円 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

様式第５７（第８２条、第１０６条及び第１３０条関係） 

                                                              

令和  年  月  日 

 

国土交通省大臣官房会計課長  殿 

 

                                               住   所 

名   称 

代 表 者 

            

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金支払請求書 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって補助金の額の確定通知のありました標記補

助金について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け

観観振第２６号）第○条の規定に基づき、下記のとおり補助金の支払いを請求します。 

 

記 

 

 

（注） 

（１）上記２.以下の各欄は、通帳を確認の上、通帳の記載どおり確実に記入すること。 

（２）上記３.は、金融機関名を記入の上、銀行・信用金庫・その他のいずれかに○を付けるこ

と。 

なお、その他の場合にあっては、金融機関名（例：○○農業協同組合）を記入すること。 

（３）上記４.は、普通預金・当座預金のいずれかに○を付けること。 

（４）上記５.の口座番号は、右詰めで記入すること。  

１．補助

金額 
金                          円 

２．受取

人 

（ 口 座

名義） 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

住所 
(〒       －          ) 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

氏名  

３．振込

先 金 融

機 関 及

び 支 店

名 

 

 

 

 

銀行 

信用金庫 

その他 

 支店 

（その他：                             ） 

４．預金

種別 
     普通預金 当座預金 

５．口座

番号 
      



 

 
 

様式第５８（第８２条、第１０６条及び第１３０条関係） 

                                      令和  年  月  日  

国土交通省大臣官房会計課長  殿 

                                               住   所 

名   称 

代 表 者 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金概算払請求書 

 

令和  年  月  日付け第   号をもって補助金の交付決定通知のありました標記補助

金について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け観

観振第２６号）第○条の規定に基づき、下記のとおり補助金の支払いを請求します。 

記 

（注） 

（１）上記５.以下の各欄は、通帳を確認の上、通帳の記載どおり確実に記入すること。 

（２）上記６.は、金融機関名を記入の上、銀行・信用金庫・その他のいずれかに○を付ける

こと。 

なお、その他の場合にあっては、金融機関名（例：○○農業協同組合）を記入すること。 

（３）上記７.は、普通預金・当座預金のいずれかに○を付けること。 

（４）上記８.の口座番号は、右詰めで記入すること。 

 

本件責任者（ 部 署 名 ）：  

（ 氏  名 ）：  

（ 連 絡 先 ）： 

 

担 当 者（ 部 署 名 ）：  

（ 氏  名 ）： 

（ 連 絡 先 ）： 

１．交付決定通知

額 
金        円 

２．概算払受領済

額 
金        円 

３．今回請求額 金        円 

４．残額 金        円 

５．受取人 

（口座名義） 

ﾌﾘｶﾞ

ﾅ 
 

住所 
(〒   -    ) 

 

ﾌﾘｶﾞ

ﾅ 
 

氏名  

６．振込先金融機

関及び支店名 
 

銀 行 

信 用 金 庫 

そ の 他 

   支店 

（その他：     ） 

７．預金種別      普通預金 当座預金 

８．口座番号        



 

 
 

様式第５９（第１２０条関係） 

 

第    号 

令和  年  月  日 

補助対象事業者  殿 

 

 

                                                     国 土 交 通 大 臣 

 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付決定通知書 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号で申請のあった訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金につい

ては、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２５日付け観観振第２６号。以

下「交付要綱」という。）第１１９条の規定に基づき、下記のとおり交付することを決定したので交付要綱

第１２０条の規定に基づき通知します。 

 

 

記 

 

 

１． 補助事業の名称 

観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業 

 

２． 補助事業の目的及び内容 

 

３． 補助金の額は、次のとおりとする。 

                                                           

      補助金の額    金                        円 

 

４．補助事業の遂行計画 

 

５．交付要綱第１２２条の規定により交付の決定の内容を変更した場合には、上記にかかわらず、補

助金の額等は別に通知するところによる。 

 

６．補助金の交付の申請の取下げの期限 

 

７．補助対象事業者は、交付要綱の定めるところによるほか、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和 30 年法律第 179 号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和

30 年政令第 255 号）及び訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱に定めるところに従わなけ

ればならない。 

 

  



 

 
 

様式第６０（第１２２条関係） 

 

                                                              

令和  年  月  日 

 

 

国土交通大臣  殿 

                                                住   所 

名   称 

代 表 者 

           

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付決定変更交付申請書 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定通知のありました標記補助金に係る補助

対象事業の内容を下記のとおり変更したいので、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平

成３０年６月２５日付け観観振第２６号）第１２２条の規定に基づき、申請します。 

 

 

記 

 

１． 補助事業の名称 

観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業 

 

 

２．変更事項及びその内容 

 

 

３．変更を必要とする理由 

 

 

４．変更後の補助対象事業に要する補助対象経費及び補助金額（変更前と変更後を示すこと） 

 

 

５．その他参考となる書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

様式第６１（第１２４条関係） 

 

                                                              第            号 

令和  年  月  日 

 

 

  補助対象事業者   殿 

 

 

                                                 国 土 交 通 大  臣 

 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付決定変更通知書 

 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって変更交付申請のあった標記補助金にかかる交付決

定を以下のとおり変更したので、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月

２５日付け観観振第２６号）第１２４条の規定に基づき、通知します。 

 

 

 

記 

 

 

１． 補助事業の名称 

観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業 

 

２．補助事業の目的及び内容 

 

３．変更後の補助金の額は、次のとおりとする。 

                                                           

      補助金の額    金                        円 

 

４．補助事業の遂行計画 

 

５．補助対象事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）及び訪日外

国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱に定めるところに従わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

様式第６２（第１２６条関係） 

                                                               

令和  年  月  日 

 

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                住   所 

名   称 

代 表 者 

               

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業遂行状況報告書 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定（変更）通知のありました標記補助対象

事業の年度遂行状況について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０年６月２

５日付け観観振第２６号）第１２６条の規定により、別紙のとおり報告します。 

 

１．補助事業の名称 

観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業 

 

（別紙）補助対象事業遂行状況表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

様式第６２ 別紙 

 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業遂行状況表 

 

 

補助対象事業者名                   

 

１．補助対象事業の実績概要 

 

２．補助対象経費の実績概要 

 （単位：円）   

 補助金額 実績額 差額 備考 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

合計     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

様式第６３（第１２８条関係） 

                                                               

令和  年  月  日 

 

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                住   所 

名   称 

代 表 者 

               

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業完了（年度終了）実績報告書 

 

  令和  年  月  日付け第   号をもって交付決定（変更）通知のありました標記補助対象

事業の完了（年度終了）実績について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱（平成３０

年６月２５日付け観観振第２６号）第１２８条の規定により、別紙のとおり報告します。 

 

（別紙）補助対象事業完了（年度終了）実績表 

 

 

  



 

 
 

様式第６３ 別紙 

 

 

 

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金補助対象事業完了（年度終了）実績表 

 

補助対象事業者名                   

 

１．補助事業の名称 

観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業 

 

２．補助事業の完了年月日 

 

３．補助事業の内容及び成果 

 

４．補助事業の内訳 

 （単位：円）   

 

 

交付決定額 

（Ａ） 

実績額 

（Ｂ） 

補助金額 

（Ａ、Ｂのいずれか少ない額） 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

合計    

 

 

（補助対象事業者の添付書類） 

参考となる書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

様式第６４（第１４３条関係） 

 

第         号 

令和  年  月  日  

 

国土交通大臣 殿 

 

住  所 

名  称 

代表者名 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 

（全国の観光地・観光産業における観光 DX 推進事業） 

交付申請書 

 

標記補助金について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱第１４３条第１項の規定に

基づき、下記のとおり交付されるよう関係書類を添えて申請します。 

 

記 

１．補助対象事業名 

 

 

２．補助対象事業の開始及び完了予定年月日 

 

 

３．交付申請額 

 

               円 

 

４．関係書類 

（１）事業概要（申請書） 

 （２）補助対象事業者の規約等 

 （３）本事業に係る収支計画 

  



 

 
 

様式第６５（第１４３条関係） 

 

第         号 

令和  年  月  日  

 

国土交通大臣 殿 

 

住  所 

名  称 

代表者名 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 

（全国の観光地・観光産業における観光 DX 推進事業） 

の消費税等の額の取扱いについて 

 

標記補助金について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱第１４３条第２項の規定に

基づき、下記のとおり補助対象事業の消費税等の額の取扱いについて申請します。 

 

記 

 

１．事業者種別  ※消費税等の取扱いについて該当する箇所に○をつけて下さい。 

 

（課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者）に該当します。 

 

補助対象期間  令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

基準期間    令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

課税期間    令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

消費税等確定申告書期限  令和  年  月  日 

 

２．補助金申請額相当額 

                                                    

円 

 

３．消費税等仕入控除税額相当額（補助金ベース） 

                                                    

円 

 

４．補助金申請額（２．－３．） 

円 

  



 

 
 

様式第６６（第１４４条関係） 

                                                              

   第         号 

令和  年  月  日 

 

補助対象事業者  殿 

 

                                                     国 土 交 通 大 臣 

 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 

（全国の観光地・観光産業における観光DX推進事業） 

交付決定通知書 

 

令和  年  月  日付け  第   号で申請のあった標記補助金については、訪日外国人旅行

者周遊促進事業費補助金交付要綱第１４４条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することを決定

したので通知します。 

 

記 

 

１．補助対象事業に要する経費及び補助金の交付決定額は、次のとおりとする。 

 

補助対象事業に要する経費          円 

 

補助金の交付決定額             円 

 

２．補助対象事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）及び訪日外国

人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱に定めるところに従わなければならない。 

 

 



 

 
 

様式第６７（第１４５条関係） 

 

                                                              第               号  

                                            令和  年  月  日  

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                住  所 

                                                名  称 

                                                代表者名 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 

（全国の観光地・観光産業における観光 DX 推進事業） 

交付決定変更申請書 

 

  令和  年  月  日付け  第   号をもって交付決定通知のありました標記補助金に係る

補助対象事業の内容を下記のとおり変更したいので、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要

綱第１４５条第１項の規定に基づき、申請します。 

 

記 

１．変更事項及びその内容 

 

 

２．変更を必要とする理由 

 

 

３．変更後の補助対象事業に要する補助対象経費（変更前と変更後を示すこと） 

 

 

４．その他参考となる書類 

 



 

 
 

様式第６８（第１４５条関係） 

 

第         号 

令和  年  月  日 

 

国土交通大臣 殿 

 

住  所 

                                      名  称 

                                     代表者名 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 

（全国の観光地・観光産業における観光 DX 推進事業） 

交付決定軽微変更届出書 

 

令和  年  月  日付け  第   号で決定通知のありました標記補助金に係る補助対象事業

の内容を下記のとおり変更したので、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱第１４５条第３

項の規定に基づき、届出します。 

 

記 

１．変更事項 

 

 

 

２．変更を必要とする理由 

 

 

 

３．変更後の補助対象事業に要する補助対象経費（変更前と変更後を示すこと） 

   

 

 

４．変更した日 

 

令和  年  月  日 

  



 

 
 

様式第６９（第１４６条関係） 

 

                                                              第         号 

令和  年  月  日  

 

 

  補助対象事業者   殿 

 

                                                 国 土 交 通 大  臣 

 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 

（全国の観光地・観光産業における観光 DX 推進事業） 

交付決定変更通知書 

 

令和  年  月  日付け  第   号をもって変更申請のあった標記補助金に係る交付決定

を下記のとおり変更したので、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱第１４６条第１項の

規定に基づき、通知します。 

 

記 

１．補助対象経費及び補助金の交付決定額は、次のとおりとする。 

 

補助対象経費                円 

 

補助金の交付決定額              円 

  



 

 
 

様式第７０（第１４７条関係） 

 

                                                              第               号  

                                            令和  年  月  日  

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                住  所 

                                                名  称 

                                                代表者名 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 

（全国の観光地・観光産業における観光DX推進事業） 

交付申請取下届出書 

 

  令和  年  月  日付け  第   号をもって交付決定通知のありました標記補助金に係る

補助対象事業について、下記の理由につき取り下げたいので、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金

交付要綱第１４７条の規定に基づき、届出します。 

 

記 

１．取下理由 

 

 

２．その他参考となる書類 

 



 

 
 

様式第７１（第１４８条関係） 

 

                                                              第               号  

                                            令和  年  月  日  

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                住  所 

                                                名  称 

                                                代表者名 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 

（全国の観光地・観光産業における観光DX推進事業） 

補助対象事業者等の変更届出書 

 

  標記について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱第１４８条の規定に基づき、下記の

とおり変更があったので届出します。 

 

記 

１．変更事項 

変更前 変更後 

  

（注）下線部が変更部分 

 

 

２．変更した年月日 

 

    令和  年  月  日 

 



 

 
 

様式第７２（第１４９条関係） 

                                                              

第               号  

                                            令和  年  月  日  

 

国土交通大臣  殿 

 

住  所 

名  称 

代表者名 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 

（全国の観光地・観光産業における観光DX推進事業） 

補助対象事業中止（廃止）承認申請書 

 

  令和  年  月  日付け  第   号をもって交付決定（変更）通知のありました標記補助金

に係る補助対象事業について、下記の理由につき中止（廃止）したいので、訪日外国人旅行者周遊促進

事業費補助金交付要綱第１４９条の規定に基づき、申請します。 

 

記 

１．補助対象事業の中止（廃止）理由 

 

 

 

２．補助対象事業の中止（廃止）時期 

 

 

 

３．中止（廃止）する事業の内容 

 

 

 

４．その他参考となる書類 

 

  



 

 
 

様式第７３（第１５０条関係） 

                                                              

第         号 

令和  年  月  日 

 

国土交通大臣  殿 

 

住  所 

名  称 

代表者名 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 

（全国の観光地・観光産業における観光DX推進事業） 

補助対象事業遂行状況報告書 

 

令和  年  月  日付け  第   号をもって交付決定（変更）通知のありました標記補助対

象事業の遂行状況について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱第１５０条第１項の規定

に基づき報告します。 

 

記 

１．事業遂行状況 

実施計画 
補助対象経費（A） 円 

補助金の額 円 

◯月末 

出来高 

事業費（B） 円 

補助金の額 円 

進捗率（B/A） ％ 

備考  

（注）１ 「実施計画」の欄には、様式第６０の記の額を記載すること。 

２ 「事業費」の欄には、事業の出来高を金額に換算した額を記載すること。 

３ 進捗率については、小数点以下第２位を切り上げし、小数点以下第１位まで記載すること。 

 

２．事業開始年月日 

令和  年  月  日 

 

３．事業完了予定年月日 

令和  年  月  日 

 

４．関係書類 

（１）補助対象事業の遂行状況及び明細 

（２）今後の四半期ごとの実施計画・スケジュール表 

  



 

 
 

様式第７４－１（第１５１条関係） 

                                                              

第         号 

令和  年  月  日  

 

国土交通大臣  殿 

 

住  所 

名  称 

代表者名 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 

（全国の観光地・観光産業における観光DX推進事業） 

補助対象事業完了実績報告書 

 

令和  年  月  日付け  第   号をもって交付決定（変更）通知のありました標記補助対

象事業の完了実績について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱第１５１条の規定により、

下記のとおり報告します。 

 

記 

１．補助対象事業名 

 

 

２．補助対象事業の完了年月日 

  令和   年   月   日 

 

３．補助金額 

                      円 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（注）備考欄には、消費税等仕入控除税額を減額した場合には「減額した金額◯◯◯円」を、同税額がない場合は 

「該当なし」を、同税額が明らかでない場合には「含税額」をそれぞれ記入すること。 

 

４．関係書類 

（１）補助対象事業が完了したことを確認するに足りる書類 

（２）補助対象経費の実績額を明らかにした書類 

（３）補助対象経費の支払いを証明する書類 

（４）その他参考となる書類 

 

  

 
(1)間接補助事業に要する経費 (2)事務管理費 

 

補助対象経費 円 円 

交付決定額 円 円 

実施額 円 円 

補助金額 円 円 

備考   



 

 
 

様式第７４－２（第１５１条関係） 

                                                              

第         号 

令和  年  月  日  

 

国土交通大臣  殿 

 

住  所 

名  称 

代表者名 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 

（全国の観光地・観光産業における観光DX推進事業） 

補助対象事業年度終了実績報告書 

 

令和  年  月  日付け  第   号をもって交付決定（変更）通知のありました標記補助対

象事業の年度終了実績について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱第１５１条の規定に

より、下記のとおり報告します。 

 

記 

１．補助対象事業名 

 

 

２．補助対象事業年度終了実績 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（注）

備考欄には、消費税仕入控除税額を減額した場合には「減額した金額◯◯◯円」を、同税額がない場合は 

「該当なし」を、同税額が明らかでない場合には「含税額」をそれぞれ記入すること。 

 

３．関係書類 

（１）補助対象経費の支払いを証明する書類 

（２）補助対象事業の実績 

（３）翌年度以降の補助対象事業の遂行に関する計画 

（４）その他参考となる書類 

 
  

 
(1)間接補助事業に要する経費 (2)事務管理費 

 

補助対象経費 円 円 

交付決定額 円 円 

実施額 円 円 

補助金額 円 円 

備考   



 

 
 

様式第７５（第１５２条関係） 

                                                              

第         号 

令和  年  月  日  

 

 補助対象事業者  殿 

 

                                                   国 土 交 通 大 臣 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 

（全国の観光地・観光産業における観光DX推進事業） 

の額の確定通知書 

 

令和  年  月  日付け  第   号をもって実績報告のあった標記補助金については、訪日

外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱第１５２条の規定に基づき、下記のとおり確定したので通

知します。 

 

記 

１．補助対象事業名 

 

 

２．補助対象経費及び補助金の額 

 

      補助対象経費         円 

 

      補助金の額          円 

  

 

 

  



 

 
 

様式第７６－１（第１５４条関係） 
 

第         号 
令和  年  月  日 

 
官署支出官 
国土交通省大臣官房会計課長  殿 
 
                                                住  所 
                                                名  称 
                                                代表者名 
 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 
（全国の観光地・観光産業における観光DX推進事業） 

概算払請求書 
 
  令和  年  月  日付け  第   号をもって補助金の交付決定（変更）通知のありました標
記補助金について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱第１５４条第２項の規定に基づき、
下記のとおり補助金の支払いを請求します。 
 

記 
 

（注）１ 上記５.以下の各欄は、通帳を確認の上、通帳の記載どおり確実に記入すること。 

２ 上記６.は、金融機関名を記入の上、銀行・信用金庫・その他のいずれかに○を付けること。なお、その他の 

場合にあっては、金融機関名（例：○○農業協同組合）を記入すること。 

３ 上記７.は、普通預金・当座預金のいずれかに○を付けること。 

４ 上記８.の口座番号は、右詰めで記入すること。 
 
本件責任者（会社・部署名）： 

（ 氏  名 ）： 
（ 連 絡 先 ）： 

 
担 当 者（会社・部署名）： 

（ 氏  名 ）： 
（ 連 絡 先 ）：  

１．補助金額 金                          円 

２．概算払受領済額 金                          円 

３．今回請求額 金                          円 

４．残額 金                          円 

５．受取人 
（口座名義） 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

住所 
(〒       －          ) 
 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

氏名  

６．振込先金融機関 
及び支店名 

 
 
 
 

銀 行 
信用金庫 
そ の 他 

 支店 

（その他：                             ） 

７．預金種別      普通預金 当座預金 

８．口座番号        



 

 
 

様式第７６－２（第１５４条関係） 
                                                              

第               号  
                                            令和  年  月  日  

 
官署支出官 
国土交通省大臣官房会計課長  殿 
 
                                                住  所 
                                                名  称 
                                                代表者名 
 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 
（全国の観光地・観光産業における観光DX推進事業） 

支払請求書 
 
  令和  年  月  日付け  第   号をもって補助金の額の確定通知のありました標記補助
金について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱第１５４条第２項の規定に基づき、下記
のとおり補助金の支払いを請求します。 
 

記 
 

（注）１ 上記４.以下の各欄は、通帳を確認の上、通帳の記載どおり確実に記入すること。 

２ 上記５.は、金融機関名を記入の上、銀行・信用金庫・その他のいずれかに○を付けること。なお、その他の 

場合にあっては、金融機関名（例：○○農業協同組合）を記入すること。 

３ 上記６.は、普通預金・当座預金のいずれかに○を付けること。 

４ 上記７.の口座番号は、右詰めで記入すること。 

 
本件責任者（会社・部署名）：  

（ 氏  名 ）：  
（ 連 絡 先 ）： 

担 当 者（会社・部署名）：  
（ 氏  名 ）：  
（ 連 絡 先 ）： 

１．補助金額 金                          円 

２．概算払受領済額 金                          円 

３．今回請求額 金                          円 

４．受取人 
（口座名義） 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

住所 
(〒       －          ) 
 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

氏名  

５．振込先金融機関 
及び支店名 

 

銀 行 
信用金庫 
そ の 他 

 支店 

（その他：                             ） 

６．預金種別      普通預金 当座預金 

７．口座番号        



 

 
 

様式第７７（第１５５条関係） 

                                                              

第               号  

                                            令和  年  月  日  

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                住  所 

                                                名  称 

                                                代表者名 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 

（全国の観光地・観光産業における観光 DX 推進事業） 

の消費税等の額の確定に伴う報告書 

 

令和  年  月  日付け  第   号をもって額の確定通知のあった標記補助金に係る補助

対象経費の消費税等について、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱第１５５条第１項の

規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

１．事業者種別 ※消費税等の取扱いについて該当する箇所に○をつけ、事業年度における 

対象期間を記載して下さい。 

 

課税事業者   対象期間：令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

簡易課税事業者 対象期間：令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

免税事業者   対象期間：令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

２．補助金額（国土交通大臣が確定通知書（交付要綱第１５２条）により通知した額） 

                                                   

円 

 

３．補助金の確定時における消費税等仕入控除税額 

                                                    

円 

 

４．消費税等の額の確定に伴う補助金に係る消費税等仕入控除税額 

 

円 

 

５．補助金返還相当額（４.－３.） 

円 



 

 
 

様式第７８（第１５６条関係） 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（全国の観光地・観光産業における観光DX推進事業） 
 

取  得  財  産  管  理  台  帳（令和   年度） 

  

取得者の氏名・ 

名称 
財 産 名 規  格 数 量 

単 価 

（単位：円） 

金  額 

（単位：円） 
取得年月日 耐用年数 保 管 場 所 備 考 

          

（注）取得年月日は、検収年月日を記載すること。



 

 
 

様式第７９（第１５７条関係） 

 

第               号  

                                            令和  年  月  日  

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                住  所 

                                                名  称 

                                                代表者名 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 

（全国の観光地・観光産業における観光DX推進事業） 

補助対象事業財産処分等承認申請書 

 

  標記補助金により令和  年度に取得した財産について、下記のとおり処分（使用目的の変更、譲

渡、交換、貸付、担保提供）をしたいので、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱第１５

７条第２項の規定により申請します。 

 

記 

１．補助対象事業名 

 

 

２．処分（使用目的の変更、譲渡、交換、貸付、担保提供をしようとする財産等） 

 

財産等の 

種類 
財産等の名称 数量 

取得価格（単位：円） 

取得年月日 
単価 金額 

 

 
     

 

 
     

 

                                                         

 

３．処分（使用目的の変更、譲渡、交換、貸付、担保提供）を必要とする理由及びその方法 

 



 

 
 

様式第８０（第１５７条関係） 

                                                              

第               号  

                                            令和  年  月  日  

 

国土交通大臣  殿 

 

                                                住  所 

                                                名  称 

                                                代表者名 

 

令和  年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 

（全国の観光地・観光産業における観光 DX 推進事業） 

補助対象事業財産処分等収入金報告書 

 

令和  年  月  日付け  第   号で承認のあった財産処分について、収入金がありまし

たので、訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱第１５７条第２項の規定に基づき、下記の

とおり報告します。 

 

記 

１．補助対象事業名 

 

 

２．補助金の確定通知額及びその年月日 

 

確定通知額             円 

確定通知年月日 令和  年  月  日 

 

３．補助対象経費の合計額 

 

                     円 

 

４．既に収入金又は収益金として返還した金額及びその年月日 

 

返還額               円 

返還年月日   令和  年  月  日 

 

５．収入金の合計額 

（内訳） 

 

 

６．納付すべき金額及びその年月日 

 

納付額               円 

納付年月日   令和  年  月  日 

 

７．納付すべき金額の算出基礎 

 

 

 


